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郵
便
貯
金
ハ
主
ト
シ
テ
生
活
資
金
ニ
ナ
ル
(
之
ニ
対
シ
官
罷
委
員
ヨ

リ
露
庖
等
ノ
資
金
ヲ
如
何
ニ
ス
ル
カ
ノ
意
見
ア
リ
)

(
ロ
)
本
件
措
置
十
同
時
ニ
米
ノ
増
配
、
失
業
救
済
、
給
与
ノ
改
善
等

ヲ
併
セ
行
フ
コ
ト
ハ
緊
要
デ
ア
ル

一
、
木
内
委
員

(
イ
)
本
件
ニ
ハ
賛
成
ナ
リ
可
及
的
速
ニ
実
行
ス
ベ
シ

(
ロ
)
別
途
ニ
財
産
税
回
避
ノ
為
ノ
換
物
等
ニ
就
テ
ハ
昨
年
八
月
末

日
ノ
預
金
高
デ
調
査
シ
ソ
レ
ト
現
在
ノ
調
査
額
ノ
何
レ
カ
多
キ
ニ
従

ヒ

課

税

ス

ル

'

一
、
田
中
委
員

(
イ
)
財
産
税
捕
脱
ノ
目
的
デ
預
金
ヲ
引
出
シ
居
ル
場
合
エ
ハ
、
八
月

十
五
日
ノ
現
在
デ
課
税
シ
得
ル
規
定
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
早
期
ニ
公
表
宣

伝
ス
ル
コ
ト

(
ロ
)
右
ノ
為
全
面
的
ニ
調
査
ノ
必
要
ナ
ク
個
別
的
ニ
調
査
ス
ル
際

右
ノ
該
当
者
ア
調
査
ス
レ
パ
良
イ
。
右
ノ
声
明
ニ
ヨ
リ
財
産
ノ
秘
匿

ヲ
防
止
シ
得
ル
デ
ア
ラ
ウ
(
之
ニ
対
シ
世
羅
委
貝
ヨ
リ
税
務
官
吏
ニ

対
シ
カ
ク
ノ
如
キ
権
限
ヲ
与
フ
ル
ハ
危
険
ナ
リ
ト
ノ
言
ア
リ
)

一
、
本
位
田
委
員

(
イ
)
本
件
ニ
ハ
賛
成
デ
ア
ル

(
ロ
)
只
新
円
引
換
ト
同
時
デ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ナ
イ
ト
思
フ
ガ
新
円

ノ
印
刷
ガ
早
ク
出
来
ズ
ト
云
フ
コ
ト
デ
失
望
シ
テ
居
ル

一
、
諸
井
委
員

百
億
円
ノ
収
縮
ハ
望
マ
シ
イ
ガ
困
難
デ
ハ
ナ
イ
カ
生
産
ト
ノ
関
係
ヲ
考

資

W 

臣又
妥fミ

急、

σ〉

措

置

法
ム、
IJ 

』
慮
ス
ル
コ
ト

一
、
石
山
委
員

昭
和
十
九
年
砕
民
末
百
三
十
億
終
戦
時
約
二
百
五
十
億
カ
ラ
考
へ
ル
ト
百

億
円
以
下
庁
妥
当
デ
ハ
ナ
イ
カ

出
所
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
終
戦
直
後
の
財
政
・
通
貨
・
物
価
対
策
|
戦
後
通

貨
物
価
対
策
委
員
会
の
記
録
」
(
昭
和
六

O
年
)
よ
り
再
録
。

化

過

程

ω



f 

w
l
l
金
融
緊
急
措
置
関
係
の
報
道
に
関
す
る
処
理
一
件

(
昭
和
二
一
年
一
月
一
九
l
一一一一一日)

孔
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
説
に
つ
い
て
の
大
蔵
当
局
見
解
(
『
時
事
通
信
・
財

政
金
融
』
昭
和
二
一
年
一
月
一
九
日
)

年
初
以
来
一
部
巷
聞
に
預
金
払
出
し
制
限
、
或
ひ
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
実

施
説
が
行
は
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
大
蔵
当
局
は
「
払
出
し
制
限
等

は
最
後
的
手
段
で
あ
り
、
金
融
界
に
は
現
在
爆
発
的
危
機
は
存
在
し
ず
い
」

と
て
、
か
か
る
風
説
を
否
定
し
て
ゐ
る

す
な
は
ち
日
銀
券
の
増
発
、
財
産
税
を
前
に
し
て
換
物
の
盛
行
、
二
、

三
市
中
銀
行
に
対
す
る
悲
観
的
完
遂
し
等
に
加
へ
、
去
る
八
日
に
は
日
銀

が
市
中
銀
行
へ
の
融
資
を
抑
制
す
べ
き
こ
と
を
発
表
し
、
同
時
に
会
国
銀

行
協
会
連
合
会
が
思
惑
、
買
溜
め
、
闇
取
引
資
金
の
貸
出
し
は
絶
対
に
こ

れ
を
避
け
、
会
社
の
繋
ぎ
資
金
貸
出
し
も
最
少
限
度
に
止
め
る
べ
き
こ
と

を
申
合
せ
た
こ
と
が
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
申
藷
の
風
説
に
拍
車
を
か
け
、
の
み

な
ら
ず
一
部
の
銀
行
が
十
五
日
ご
ろ
大
口
取
引
者
の
一
部
に
預
金
引
出
し

は
こ
の
際
遠
慮
さ
れ
た
し
と
積
極
的
な
申
し
入
れ
を
行
っ
た
事
実
も
あ
る

の
で
、
急
速
に
払
出
し
制
限
を
行
へ
と
の
積
極
的
意
見
と
と
も
に
こ
の
観

測
は
今
や
単
な
る
浮
説
と
し
て
等
閑
視
出
来
な
い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
に

対
す
る
大
蔵
省
の
見
解
は
注
目
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
大
蔵
当
局

V

で
は
次
の
ご
と
き
見
解
を
表
明
し
て
ゐ
る

け
「
こ
の
頃
の
金
融
状
況
に
つ
い
て
の
一
般
的
見
透
し
に
お
い
て
は
わ
れ
わ

必
れ
と
市
中
と
の
聞
に
大
差
は
な
い
、
し
か
し
本
格
的
な
払
出
制
限
は
最
後
¥

緊急措置の法令化過程(2)

、， 

的
対
策
で
百
方
手
を
尽
し
て
も
な
ほ
無
駄
だ
と
い
ふ
一
歩
手
前
に
来
る
ま

で
は
み
だ
り
に
議
題
に
供
す
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
、
一
般
情
勢
は
な
る
ほ

ど
好
ま
し
か
ら
ぬ
方
向
に
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
か
と
い
っ
て
爆
発
的

危
機
を
招
く
や
う
な
条
件
は
見
当
ら
な
い
、
市
中
銀
行
の
資
金
繰
り
に
お

い
て
も
さ
う
で
あ
る
、
八
日
の
日
銀
お
よ
び
銀
行
協
会
の
決
定
は
金
融
機

関
が
窮
況
に
陥
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
反
対
に
事
前
の
対
策
で
あ
る
と
解

す
る
、
一
、
ニ
の
市
中
銀
行
が
そ
の
預
金
者
に
遠
慮
方
を
申
入
れ
た
と
い

ふ
こ
と
は
き
い
て
ゐ
な
い
が
、
あ
っ
た
と
し
て
も
同
じ
意
味
の
も
の
で
あ

ら
ス
ま
た
払
出
制
限
が
将
来
避
け
ら
れ
ぬ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
挙
に

行
は
れ
ず
、
各
種
の
段
階
的
処
置
が
時
間
的
秩
序
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
よ

、
ス
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
十
二
日
発
表
し
た
新
物
価
体
系
要
綱
と
内
務
農

林
両
省
の
一
体
と
な
っ
た
米
の
供
出
促
進
に
む
し
ろ
期
待
す
る
」

h

大
蔵
省
メ
モ

一
月
十
九
日
付
英
文
日
本
タ
イ
ム
丈
紙
上
ニ
大
蔵
省
当
局
筋
ノ
モ
ラ
ト
リ

ウ
ム
問
題
ニ
付
「
払
出
シ
制
限
等
ハ
最
後
的
手
段
デ
ア
リ
金
融
界
ニ
ハ
現

在
爆
発
的
危
機
ハ
存
在
シ
ナ
イ
」
「
払
出
シ
制
限
ガ
将
来
避
ケ
ラ
レ
ヌ
ト
シ

テ
モ
ソ
レ
ハ
一
挙
ニ
行
ハ
レ
ズ
、
各
種
ノ
段
階
的
措
置
ガ
時
間
的
秩
序
ヲ

以
テ
進
メ
ラ
レ
ヤ
ウ
」
云
々
等
ノ
記
事
掲
載
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
関
シ
連
合
軍

当
局
ヨ
リ
厳
重
注
意
有
之

ハ
門
若
シ
大
蔵
省
当
局
者
ニ
シ
テ
斯
ル
言
辞
ヲ
洩
ラ
シ
タ
ル
者
ア
ラ
パ

即
時
免
官
ス
ベ
シ

ω
若
シ
右
事
実
ナ
キ
時
ハ
真
実
ナ
ラ
ザ
ル
報
道
ヲ
為
セ
ル
向
ニ
対
シ

必
要
ノ
措
置
ヲ
採
ル
ベ
シ
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ト
ス
ル
申
入
レ
ア
リ
右
措
置
ヲ
採
ラ
ザ
ル
限
リ
当
面
ノ
問
題
ニ
関
シ
大
蔵

省
ノ
提
案
ヲ
審
議
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
旨
口
頭
ヲ
以
テ
ポ
グ
ダ
ン
氏
ヨ
リ
木
内

部
長
ニ
対
ス
ル
申
越
シ
ア
リ
右
ニ
関
シ
早
急
真
相
ヲ
調
査
シ
タ
ル
処
右
付

ニ
付
テ
ハ
予
テ
新
聞
記
者
側
ヨ
リ
「
モ
ラ
ト
リ
ウ
ム
」
施
行
ノ
有
無
ノ
間

合
セ
ア
リ
タ
ル
ニ
関
シ
当
局
者
ハ
何
人
モ
絶
対
ニ
其
ノ
意
ナ
シ
ト
答
へ
タ

ル
ノ
ミ
ニ
テ
該
記
事
ノ
如
キ
言
辞
ヲ
洩
ラ
シ
タ
ル
者
ナ
キ
次
第
ハ
別
添
大

蔵
次
官

y
秘
密
訓
令
発
出
ノ
直
後
ナ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
モ
御
想
像
ニ
難
カ
ラ

ザ
ル
所
ナ
リ
ト
信
ズ

又
右
口
ニ
関
シ
テ
ハ
右
記
事
ノ
出
処
ハ
時
事
通
信
社
発
行
ニ
係
ル
一
月
十

九
日
付
時
事
通
信
(
金
融
財
政
版
)
「
新
物
価
体
系
ニ
期
待
(
モ
ラ
ト
リ
ウ

ム
説
ニ
当
局
ノ
見
解
)
」
ナ
ル
記
事
ヲ
転
載
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
知
キ
処
右
時

事
通
信
社
ハ
当
省
詰
メ
ノ
記
者
ヲ
以
テ
組
織
ス
ル
財
政
研
究
会
及
大
蔵
記

者
ク
ラ
ブ
ノ
何
レ
ニ
モ
入
会
シ
居
ラ
ズ
形
式
上
モ
事
実
上
モ
当
省
ノ
統
制

外
ニ
在
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
当
局
ト
シ
テ
之
ニ
対
ス
ル
措
置
ハ
極
メ
テ
困
難
ナ

ル
モ
ノ
ア
リ
ト
雄
モ
時
事
通
信
社
ニ
対
シ
テ
ハ
直
チ
ニ
段
重
注
意
ヲ
喚
起

ス
ル
ト
共
ニ
之
ヲ
当
省
関
係
記
者
ク
ラ
ブ
ニ
参
加
セ
シ
メ
不
真
実
ナ
ル
報

道
ヲ
厳
ニ
戒
ム
ル
等
格
別
ノ
措
置
ヲ
即
刻
葬
ス
ル
所
存
ナ
リ

付
テ
ハ
此
ノ
際
連
合
軍
側
ニ
対
シ
テ
モ
今
後
不
真
実
ナ
ル
報
道
ヲ
為
サ
ン

ト
ス
ル
向
キ
ニ
対
シ
テ
ハ
然
ル
ベ
ク
統
制
ヲ
加
フ
ル
ヤ
ウ
協
力
ヲ
求
ム
ル

コ
ト
ト
致
度

注
内
閣
用
筆
。
エ
ン
ピ
ツ
手
書
き
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六

l
三
l
二。

C

大
蔵
省
説
明
愛
知
メ
モ
(
昭
和
二
一
年
一
月
一
一
一
一
一
日
)

資緊急措置の法令化過程(2)

乱
ニ
乗
ジ
軍
等
ヨ
リ
不
当
ニ
物
資
ノ
払
下
ヲ
受
ケ
又
ハ
其
ノ
後
ノ
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
財
産
税
ヲ
見
越
シ
不
正
又
ハ
不
当
ニ
物
資
ヲ
買
溜
又

ハ
売
惜
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ヨ
リ
物
資
ヲ
供
出
セ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
之
ヲ
適
正

ニ
配
給
、
y
就
中
食
糧
供
出
ノ
見
返
り
ニ
充
ツ
ル
為
左
ノ
要
領
ニ
依
リ
措

置
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

要
領
措
置

付
対
象
物
資

各
種
石
油
製
品
、
繊
維
製
品
(
糸
、
織
物
-
毛
布
、
服
、
特
定
下
着

類
、
手
袋
、
靴
下
及
足
袋
)
、
生
ゴ
ム
、
屑
ゴ
ム
及
ゴ
ム
製
品
(
地
下

足
袋
、
総
ゴ
ム
靴
及
タ
イ
ヤ
及
チ
ュ
ー
ブ
)
、
原
皮
-
革
及
革
靴
、
油

脂
及
油
脂
加
工
品
(
硬
化
油
、
脂
肪
酸
及
グ
リ
セ
リ
ン
)
、
医
薬
品
、

鉄
鋼
(
普
通
鋼
々
材
、
特
殊
鋼
々
材
、
銑
鉄
及
釘
、
鋼
索
)
、
電
気

銅
、
故
鋼
、
伸
銅
、
電
線
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
、
錫
、

鉛
、
亜
鉛
、
ア
ン
チ
モ
ン
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
コ
バ
ル
ト
、
石
綿
、
モ
ー

タ
ー
、
変
圧
器
、
電
球
(
以
上
三
ハ
据
付
シ
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
)
、
電

熱
柑
服
、
軸
受
、
自
動
車
及
同
主
要
部
品
、
自
転
車
及
同
主
要
部
品
、

鍋
及
釜
(
軽
金
属
製
又
ハ
鉄
製
ノ
モ
ノ
)
、
生
漆

口
在
庫
調
査

一
定
期
日
ヲ
期
シ
対
象
物
資
ノ
在
庫
ヲ
調
査
シ
里
義
務
者
ヨ
リ
必

要
ナ
ル
事
項
ヲ
申
告
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
、
尚
皇
ロ
ノ
商
後
ニ
於
テ

行
政
官
庁
及
買
上
機
関
ニ
於
テ
必
要
ニ
応
ジ
臨
検
検
査
ヲ
為
ス
モ
ノ
ノ

、
ト
スω

申
告
義
務
者
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一
、
二
ノ
例

一
、
'
皇
室
財
産
問
題
l
責
任
者
処
罰
論
拾
頭

?
此
ノ
時
ニ
ハ
出
来
得
レ
パ
法
ノ
適
用
ト
イ
フ
コ
ト
デ
ナ
ク
処
理
シ
度

イ
希
望
1
政
府
会
禄
及
宮
内
省

「
マ
」
ニ
於
テ
日
本
側
デ
既
ニ
ソ
コ
迄
考
へ
テ
居
ル
ナ
ラ
ソ
ノ
通
リ

ニ
ヤ
レ
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
倶
レ
。
政
府
及
宮
丙
省
ヨ
リ
抗
議
。

種
々
世
帯
調
査
ノ
結
果
処
罰
ノ
要
ナ
シ
ト
見
送
リ
。

て
財
産
税
ノ
税
率
1
三
十
一
日
提
出
ノ
大
蔵
省
案
ト
異
ナ
ル
旨
ノ
マ
ヨ

リ
ノ
連
絡

一
、
新
円
問
題
(
英
文
毎
日
)

斯
ル
コ
ト
ヲ
書
カ
セ
ル
コ
ト
自
体
ガ
問
題
ト
ノ
見
解
(
マ
)

先
方
向
志
ノ
連
絡
不
十
分
ニ
テ
「
ケ
リ
」

一
、
財
閥
問
題

書

込

※

1
一
l
一
三
一
ー
研
究
会
ニ
対
シ
説
明

注
大
日
本
帝
国
政
府
用
筆
。
エ
ン
ピ
ツ
手
書
き
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六

l
コ一

l
ニ。

w
l
2
隠
退
蔵
物
資
管
理
令
要
綱
案
(
昭
和
一
二
年
一
月
二
四

日
商
工
省
商
務
局
)

隠
退
蔵
物
資
管
理
令
要
綱
案

商
務
局

一
、
二
四

方
針不

正
又
ハ
不
当
ニ
物
資
ヲ
隠
匿
又
ハ
退
蔵
シ
タ
ル
者
特
ニ
終
戦
時
ノ
混

対
象
物
資
(
以
下
物
資
ト
称
ス
)
ノ
製
造
(
加
工
ヲ
含
ム
)
業
者

又
ハ
其
ノ
団
体
ニ
シ
テ
一
定
数
量
以
上
ノ
物
資
ヲ
所
有
ス
ル
モ
ノ
、

物
資
ノ
販
売
業
者
又
ハ
其
ノ
団
体
(
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
露
天
商
、
農

業
会
ヲ
含
ム
)
物
資
ヲ
業
務
上
原
材
料
ト
シ
テ
使
用
ス
ル
者
ニ
シ

テ
一
定
数
量
以
上
ノ
物
資
ヲ
所
有
ス
ル
モ
ノ
、
官
庁
、
公
共
団
体
、

消
費
者
団
体
ニ
シ
テ
一
定
数
量
以
上
ノ
物
資
ヲ
所
有
ス
ル
モ
ノ
、

其
ノ
他
一
定
数
量
以
上
ノ
物
資
ノ
所
有
者
(
一
般
消
費
者
ヲ
含
ム
)

並
ニ
物
資
ヲ
保
管
ス
ル
倉
庫
業
煮
運
送
業
者
其
ノ
他
他
人
ノ
委

託
ヲ
受
ケ
ニ
数
量
以
上
ノ
物
資
ヲ
保
管
ス
ル
者

帥
申
告
事
項

所
有
者
又
ハ
保
管
者
ノ
氏
名
、
名
称
及
住
所
、
物
資
ノ
種
類
、
所

有
又
ハ
保
管
薮
量
、
所
有
又
ハ
保
管
場
所
、
保
管
ノ
場
合
ハ
所
有

者
ノ
氏
名
名
称
及
住
所
、
所
有
又
ハ
保
管
ノ
始
期
、
受
入
価
格
、

買
入
先
]
最
近
四
ヶ
月
間
ノ
使
用
又
ハ
販
売
数
量
、
其
ノ
他
必
要

ア
ル
事
項

付
申
告
手
続

施
行
ノ
日
ヨ
リ
二
週
間
内
ニ
物
奪
附
在
ノ
地
方
庁
経
由
ノ
上
商
工

大
臣
宛
申
告
セ
シ
ム
ル
モ
商
工
大
臣
ノ
申
告
受
理
事
務
ハ
便
宜
地

方
商
工
局
ニ
委
任
シ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム

付
爾
後
調
査

爾
後
ニ
於
テ
側
ノ

ωニ
依
リ
可
及
的
臨
検
検
査
ヲ
励
行
ス
ル
モ
ノ
、

ト
ス

買
上

同
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商
工
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
ハ
物
資
ノ
所
有
者
ニ
対
シ
不
当
ト
認
メ
タ

ル
其
ノ
所
有
数
量
ニ
付
買
上
機
関
ニ
指
定
シ
タ
ル
価
格
ヲ
以
テ
譲
渡

ス
ベ
キ
旨
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

ω
強
制
買
上
ノ
限
度

ブ
ロ
ー
カ
ー
及
露
天
商
(
企
業
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ヲ
除
ク
)
ノ

所
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
物
資
ヲ
業
務
上
原
材
料
ト
シ
テ
使
用
ス
ル
者
ニ

付
テ
ハ
運
転
上
必
要
ト
認
メ
ラ
ル
ル
数
量
(
鉄
鋼
等
ニ
付
テ
ハ
最

近
四
ヶ
月
間
ノ
使
用
量
ノ
概
ネ
三
倍
)
ヲ
超
エ
ル
数
量
、
物
資
ヲ

消
費
材
ト
シ
テ
消
費
ス
ル
モ
ノ
及
其
ノ
団
体
等
ニ
就
テ
ハ
一
定
限

度
(
例
へ
パ
織
物
類
ニ
就
テ
ハ
一
世
帯
内
平
均
一
人
当
五
反
程
度
)

ヲ
超
エ
ル
数
量
其
ノ
他
地
方
長
官
ニ
於
テ
買
上
ク
ル
ヲ
適
当
ト
認

メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
付
強
制
買
上
ヲ
行
フ

右
ノ
場
合
買
上
ノ
対
象
ハ
不
正
又
ハ
不
当
ニ
物
資
ヲ
隠
匿
又
ハ
退

蔵
シ
タ
ル
モ
ノ
特
ニ
終
戦
後
物
資
ヲ
不
正
経
路
ニ
依
リ
入
手
シ
タ

ル
モ
ノ
又
ハ
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
財
産
税
ヲ
見
越
シ
不
正
又
ハ

不
当
ニ
買
溜
又
ハ
売
惜
ミ
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
重
点
ヲ
置
キ
其
ノ

他
ノ
モ
ノ
ニ
就
テ
ハ
実
情
ニ
即
ス
ル
基
準
限
度
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト

ス
仲
買
上
期
間

原
則
ト
シ
テ
物
資
別
統
制
機
関
ト
シ
商
工
大
臣
之
ヲ
指
定
ス

付
買
土
価
格

原
則
ト
シ
テ
公
定
価
格
其
ノ
他
ノ
適
法
価
格
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス

仲
買
上
諮
問
委
員
会
ノ
設
置

資緊急措置の法令化過程(2)

-
'
吏
買
上
機
関
ノ
特
定
職
員
(
官
ノ
嘱
託
ト
ス
)
ニ
対
シ
臨
検
検
査

a

権
及
必
要
ナ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
譲
渡
命
令
権
ヲ
賦
与
ス

制
買
上
ニ
要
ス
ル
資
金
ノ
融
通
並
ニ
買
上
ニ
伴
フ
経
費
其
ノ
他
ノ

損
失
負
担

'
買
上
機
関
ニ
対
シ
買
上
ニ
要
ス
ル
資
金
ノ
融
通
ヲ
ナ
ス
ト
共
ニ
買

上
ニ
伴
フ
買
上
機
関
ノ
経
費
其
ノ
他
ノ
損
失
負
担
ニ
就
テ
ハ
要
ス

レ
パ
国
庫
ニ
於
テ
負
担
ス
ル
様
予
算
的
措
置
ヲ
講
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

尚
物
資
ノ
所
有
者
ノ
受
領
シ
タ
ル
買
上
代
金
ニ
就
テ
ハ
一
定
期
間

(
概
ネ
財
産
税
決
定
迄
)
原
則
ト
シ
テ
之
ヲ
封
鎖
ス
ル
措
置
ヲ
講

ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

付
根
拠
法
規

憲
法
第
八
条
ニ
基
ク
緊
急
勅
令
ト
ス

付

罰

則

本
令
ニ
違
反
ス
ル
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
当
該
物
件
ヲ

没
収
ス
ル
ノ
外
体
刑
又
ハ
罰
金
ヲ
科
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

注
ガ
リ
版
刷
。

出
所
大
蔵
省
資
料

Z
五
二
六
|
三
|
二
。

w
l
3
 大
臣
室
会
議
愛
知
メ
モ
九
昭
和
一
二
年
一
月
二
五
日
)

407 IV 

一
・
二
五
、
大
臣
室

①
i

定
期
積
金
、
無
尽
治
付
金
、
保
険
金
等
ヲ
除
ク

②
概
算
徴
収
ノ
関
係
上
、
八
月
三
十
一
日
ト
ス
ル
(
土
曜
日
)

ω及
付
其
ノ
他
必
要
事
項
ノ
決
定
ニ
当
リ
テ
ハ
地
方
長
官
ハ
関
係

有
識
者
ヲ
以
テ
組
織
ス
ル
諮
問
委
員
会
ニ
原
則
ト
シ
衰
諮
問
シ
之

ヲ
決
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

的
蒐
荷
及
配
給

特
ニ
地
域
的
ニ
偏
在
甚
ダ
シ
キ
物
資
ヲ
除
キ
成
ル
ベ
ク
所
在
地
方
、

就
中
最
寄
農
村
ニ
重
点
ヲ
置
キ
配
給
ス
ル
ヲ
旨
ト
シ
主
務
大
臣
ノ

指
導
ノ
下
ニ
地
方
商
工
局
ニ
於
テ
速
ニ
配
給
計
画
ヲ
樹
立
ス
ル
モ

ノ
ト
シ
右
ニ
基
キ
府
県
庁
ニ
於
テ
蒐
荷
及
配
給
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
、

此

y
場
A
長
室
斎
ニ
就
テ
ハ
個
人
保
管
ヲ
禁
止
シ
原
則
ト
シ
テ

営
業
倉
庫
工
場
ぷ
差
等
ニ
保
管
セ
シ
ム

付
物
資
ノ
譲
渡
及
移
動
λ
制
限

民
生
ノ
安
定
ヲ
確
保
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
場
合
即

ω
他
ノ
法
令
ノ
規
定
ニ
基
ク
所
定
ノ
経
路
及
方
法
ニ
依
ル
ト
キ

ω
本
令
ニ
依
リ
商
工
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
経
路
及
方
法
ニ
依
ル

ト
キ

ニ
於
テ
ハ
物
資
ノ
譲
渡
及
移
動
ヲ
制
限
セ
ザ
ル
モ
其
ノ
他
ノ
場

合
ニ
於
テ
ハ
本
措
置
ノ
実
効
ヲ
確
保
ス
ル
為
調
査
期
日
後
一
定

期
間
(
概
ネ
二
週
間
)
ヲ
限
リ
物
資
ノ
譲
渡
及
移
動
ヲ
制
限
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

同
其
ノ
他
ノ
事
項

ω
調
査
及
買
上
ニ
伴
フ
関
係
官
庁
買
上
機
関
及
其
メ
職
員
ノ
権
限

商
工
大
臣
及
地
方
長
官
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
権
限
ヲ
行
使
ス
ル
ノ
他
、

買
上
機
関
ニ
其
ノ
権
限
ノ
一
部
ヲ
行
使
セ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
関
係
官

③
準
則
ノ
問
題

@

個

人

妻

T
従
業
者
ヲ
以
テ
区
別
ス
ル
案

@
実
績
王
義

結
局
形
式
的
ニ
画
一
ノ
モ
ノ
ト
ス
ル
ノ
外
ナ
カ
ル
ベ
シ

注
大
日
本
帝
国
政
府
用
筆
。
エ
ン
ピ
ツ
手
書
き
。

出
所
大
蔵
省
資
料

Z
五
二
六

l
三
!
ニ
。

W
ー

4

金
融
緊
急
措
置
令
施
行
規
則
(
案
)

和
二
一
年
一
月
二
五
日
)

金
融
緊
急
措
置
令
施
行
規
則
F

(

案
)
(
未
定
稿
)
?

き
第
一
条
金
融
緊
急
措
置
令
(
以
下
単
ニ
令
ト
称
ス
)
第
一
条
ニ
規
定

‘
ス
ル
預
金
其
ノ
他
之
ニ
準
ズ
ル
債
務
ハ
預
金
、
貯
金
、
金
銭
信
託
及

恩
給
金
庫
ノ
寄
託
金
ト
ス
す

第
二
条
令
第
一
条
ニ
規
定
於
ル
日
ハ
昭
和
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日

ト
ス

第
三
条
令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ニ
規
定
ス
ル
公
租
公
課
ハ
間
接
国

税
及
分
類
所
得
税
以
外
ノ
国
税
並
ニ
地
方
税
ト
ス

第
四
条
令
第
五
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
法
人
其
ノ

他
ノ
者
ニ
対
シ
事
業
経
営
上
必
要
ナ
ル
支
払
ノ
為
ニ
ス
ル
預
金
等

(
令
第
一
条
ニ
規
定
ス
ル
預
金
等
ヲ
謂
フ
以
下
同
ジ
)
ノ
支
払
ニ
付

テ
ハ
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
令
第
一
条
ノ
規
定
ヲ
適

用

セ

ズ

〆

大
蔵
大
臣
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
前
項
ニ
規
定
ス
ル
事
業
者
ニ

(
未
定
稿
)
(
昭
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資

対
シ
其
メ
預
金
等
ニ
付
第
一
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ザ
ル
金
額
ヲ
指
定

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

h

第
五
条
金
融
機
関
(
令
第
六
条
ニ
規
定
ス
ル
金
融
機
関
ヲ
謂
フ
以
下

業
4

同
ジ
)
前
項
ニ
規
定
ス
ル
事
業
者
以
外
ノ
事
業
者
ニ
対
シ
其
ノ
事
業

経
営
上
必
要
ナ
ル
支
払
ノ
為
預
金
等
ノ
支
払
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ

大
蔵
大
臣
ノ
定
ム
ル
準
則
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
六
条
令
第
二
条
ニ
規
定
ス
ル
世
帯
ト
ハ
戸
主
及
之
ト
同
居
ス
ル
家

族
、
使
用
人
其
ノ
他
ノ
者
ニ
シ
テ
生
計
ヲ
同
ジ
ク
ス
ル
モ
ノ
ヲ
総
称

ス戸
主
ト
同
居
セ
ザ
ル
家
族
ニ
シ
テ
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
者
ハ
前
項
ノ

規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
戸
主
ト
看
倣
ス

世
帯
ニ
於
テ
戸
主
(
一
戸
主
ト
看
倣
サ
レ
タ
ル
者
ヲ
含
ム
)
ヲ
世
帯
王
、

世
帯
王
以
外
ノ
者
ヲ
世
帯
貝
ト
謂
フ

第
七
条
令
第
二
条
第
一
項
第
五
号
ニ
規
定
ス
ル
金
額
ハ
世
帯
王
ニ
付

月
三
百
円
及
世
帯
員
一
人
ニ
付
月
百
円
ノ
割
合
ヲ
以
テ
計
算
シ
タ
ル

金
額
ノ
A
R
計

額

ト

ス

〈

第
八
条
令
第
二
条
ニ
規
定
ス
ル
引
揚
邦
人
ト
ハ
昭
和
二
十
年
八
月
十

五
日
以
後
外
地
(
樺
太
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
)
及
外
国
ヨ
リ
内
地
(
樺

、
太
ヲ
除
ク
以
下
同
ジ
)
ニ
引
揚
ゲ
タ
ル
本
邦
人
ヲ
調
フ
'

第
九
条
令
第
二
条
第
一
項
第
六
号
ニ
規
定
ス
ル
金
額
ハ
一
人
ニ
付
千

円
ト
ス

第
十
条
令
第
二
条
第
一
項
第
九
号
ニ
規
定
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払
ハ
左

ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ト
ス

料 408409 IV 緊急措置の法令化過程(2)

ザ
ル
限
度
ニ
於
テ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

四
医
療
費
又
ハ
助
産
費
ノ
支
払
ノ
為
医
師
ノ
請
求
ス
ル
金
額
ヲ
超

，
エ
ザ
ル
限
度
ニ
於
テ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

五
結
婚
費
又
ハ
葬
祭
費
ノ
為
千
円
ヲ
超
エ
ザ
ル
金
額
ノ
限
度
ニ
於

テ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

六
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払

七
前
各
号
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
大
蔵
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
支

払

第
十
二
条
令
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
ハ
第
六
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
預

金
等
ノ
支
払
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
同
一
世
帯
ニ
属
ス
ル
世
帯
王
及

世
帯
貝
又
ハ
引
揚
邦
人
タ
ル
コ
ト
ア
証
ス
ル
書
面
ヲ
当
該
預
金
等
ノ

債
務
者
タ
ル
金
融
機
関
ニ
対
シ
呈
示
ス
ベ
シ

第
十
三
条
左
ニ
掲
グ
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
預
金
等
ノ
債
権
ヲ
譲
渡
シ

又
ハ
之
ヲ
債
務
ノ
担
保
ニ
供
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
許
可

ヲ
受
ク
ベ
シ

一
令
第
二
条
第
一
号
、
第
三
号
又
ハ
第
八
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
支
払

ヲ
為
シ
得
ベ
キ
預
金
等
ニ
関
ス
ル
ト
キ

二
令
第
二
条
第
三
号
若
ハ
第
四
号
乃
至
第
六
号
又
ハ
第
十
一
条
第

一
号
乃
至
第
六
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
支
払
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
預
金
等
ニ

付
当
該
預
金
等
ノ
支
払
期
限
ノ
到
来
ス
ル
ニ
至
ル
迄
之
ヲ
債
務
ノ

担
保
ニ
供
ス
ル
ト
キ

三
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
ト
キ

自
第
十
四
条
至
第
十
九
条
(
別
紙
)

一
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
振
替
決
済
ノ
方
法
ニ
依
リ
同
一
金
融
機
関

ニ
対
シ
他
ノ
種
類
ノ
預
金
、
貯
金
又
ハ
金
銭
信
託
ト
為
ス
為
ニ
ス

ル
預
金
等
ノ
支
払

二
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
振
替
決
済
ノ
方
法
ニ
依
リ
他
ノ
金
融
機
関

ニ
対
シ
預
金
、
貯
金
又
ハ
金
銭
信
託
ト
為
ス
為
ニ
ス
ル
預
金
等
ノ

支
払

三
本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
存
ス
ル
債
務
(
預
金
等
ノ
債
務
ヲ
除
ク
)

ヲ
弁
済
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
金
融
機
関
ノ
振
替
決
済
ノ
方
法
ニ
依
リ

金
融
機
関
ニ
対
シ
預
金
、
貯
金
又
ハ
金
銭
信
託
ト
為
ス
為
ニ
ス
ル

預
金
等
ノ
支
払

前
項
第
二
号
又
ハ
第
三
号
ノ
場
合
ニ
於
テ
小
切
手
ノ
振
出
ヲ
為
ス
ト
，

来
5

キ
ハ
当
該
小
切
手
ノ
表
面
余
白
ニ
「
金
融
緊
急
措
置
令
第
一
条
ノ
支

払
禁
止
預
金
等
」
ト
記
載
シ
振
出
人
之
ニ
記
名
捺
印
ス
ベ
シ

第
十
一
条
d

令
第
二
条
第
一
項
第
十
号
ニ
規
定
ス
ル
支
払
ハ
左
ニ
掲
グ

ル
モ
ノ
ト
ス

一
内
地
ヨ
リ
外
地
又
ハ
外
国
ニ
引
揚
グ
ル
者
ニ
対
シ
一
人
ニ
付
千

円
ヲ
超
エ
ザ
ル
限
度
ニ
於
テ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

二
戦
災
者
ニ
対
シ
衣
粍
家
具
其
ノ
他
生
市
必
需
品
ノ
購
入
代
金

ノ
支
払
ノ
為
一
人
ニ
付
千
円
ヲ
超
エ
ザ
ル
限
度
ニ
於
テ
為
ス
預
金

等
ノ
支
払
但
シ
特
殊
預
金
又
ハ
特
殊
金
銭
信
託
ノ
支
払
ヲ
受
ケ
タ

ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
当
該
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
金
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
金

額
ヲ
限
度
ト
ス

三
衆
議
院
議
員
ノ
立
候
補
者
ノ
為
法
定
選
挙
費
用
ノ
金
額
ヲ
超
エ

第
二
十
条
金
融
機
関
ハ
令
第
七
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
預
金
等
ニ

付
左
ニ
掲
グ
ル
利
息
ヲ
付
ス
ベ
シ
但
シ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
預
金

等
ニ
付
テ
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
定
ム
ル
利
息
ヲ
付
ス
ベ
シ

一
約
定
利
息
ア
ル
預
金
等
ニ
付
テ
ハ
当
該
約
定
利
息

ニ
支
払
期
限
ヲ
経
過
セ
ル
預
金
等
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
期
限
経
過
後
ノ

/
期
間
ニ
付
其
ノ
期
限
迄
ニ
付
シ
タ
ル
利
息
ニ
相
当
ス
ル
利
息

第
二
十
一
条
本
令
ノ
規
定
ニ
依
リ
許
可
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
当

該
取
引
ノ
相
手
方
タ
ル
金
融
機
関
及
最
寄
り
ノ
日
本
銀
行
本
庖
又
ハ

支
庖
ヲ
経
由
シ
大
蔵
大
臣
ニ
提
出
ス
ベ
シ

-----JHHH4 

，
小
'
日
只

本
令
ハ
公
付
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

第
条
令
第
一
条
ノ
規
定
ハ
資
本
金
十
五
万
円
以
上
ノ
法
人
(
金
融

機
関
ヲ
除
ク
)
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ノ
事
業
経
営
上
必

要
ナ
ル
支
払
ノ
為
ニ
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払
ニ
シ
テ
現
金
ヲ
交
付
セ
ズ

シ
テ
為
ス
モ
ノ
又
ハ
第
十
七
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
現
金
ヲ
交
付
シ
テ
為

ス
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ
但
シ
大
蔵
大
臣
庁
特
ニ
之
ヲ
適
用

ス
ル
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
金
額
ヲ
限
リ
支
払
ノ
相
手

方
ヲ
指
定
シ
タ
ル
場
合
ハ
其
者
ニ
対
ス
ル
支
払
ニ
付
テ
ハ
此
ノ
限
ニ

在
ラ
ズ

第
十
四
条
金
融
機
関
、
証
券
引
受
会
社
又
ハ
ピ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
ハ
資

金
ノ
融
通
(
資
金
ノ
貸
付
、
手
形
ノ
割
引
、
新
ナ
ル
当
座
貸
越
契
約
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又
ハ
当
座
貸
越
契
約
ノ
極
度
金
額
ノ
増
額
ヲ
謂
フ
以
下
同
ジ
)
ヲ
為

ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
定
ム
ル
準
則
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
為
ス
ベ

、ン金
融
機
関
、
証
券
引
受
会
社
又
ハ
ピ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
資
金
ノ
融
通
ヲ

為
ス
場
合
ニ
於
テ
前
項
ノ
準
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
大
蔵
大
臣
ハ
其

ノ
資
金
ノ
融
通
ニ
付
必
要
ナ
ル
制
限
又
ハ
禁
止
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

本
令
施
行
ノ
際
ニ
於
テ
金
融
機
関
ノ
当
座
貸
越
契
約
ニ
基
ク
貸
越
額

庁
当
該
当
座
貸
越
契
約
ノ
極
度
金
額
ニ
達
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
前
二
項
ノ

適
用
ニ
付
テ
ハ
極
度
金
額
ハ
本
令
施
行
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
当
座
貸
越
額

迄
減
額
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

大
蔵
大
臣
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
金
融
機
関
ニ
対
シ
当
座
貸
越

契
約
ノ
極
度
金
額
ノ
減
額
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

本
条
ニ
於
テ
金
融
機
関
ト
ハ
銀
行
、
信
託
会
社
、
保
険
会
社
、
無
尽

会
社
、
農
林
中
央
金
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
庶
民
金
庫
、
地
方

農
業
会
、
地
方
水
産
業
団
体
及
市
街
地
信
用
組
合
其
ノ
他
資
金
ノ
貸

付
ヲ
行
フ
組
合
ヲ
謂
ヒ
証
券
引
受
会
社
ト
ハ
有
個
証
券
引
受
業
法
ノ

証
券
引
受
会
社
ヲ
謂
ヒ
ピ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
ト
ハ
金
融
機
関
又
ハ
証
券

、
引
受
会
社
ニ
非
ズ
シ
テ
コ

l
ル
資
金
ノ
貸
借
若
ハ
其
ノ
媒
介
又
ハ
手

形
ノ
売
買
若
ハ
其
ノ
媒
介
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ニ
シ
テ
大
蔵
大
臣

ノ
指
定
ス
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ

第
十
五
条
資
本
金
(
出
資
総
額
、
株
金
総
額
、
出
資
総
額
及
株
金
総

額
ノ
A
皐
則
額
又
ハ
基
金
総
額
ヲ
謂
フ
以
下
岡
山
ン
)
十
五
万
円
以
上
ノ

会
社
ハ
左
ノ
査
7

ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
資
金
ノ
融
通
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル

資緊急措置の法令化過程(2)

関
ノ
庖
舗
ヲ
定
メ
当
該
庖
舗
ヲ
経
由
シ
テ
大
蔵
大
臣
ニ
届
出
タ
ル
十

キ
ハ
当
該
庖
舗
ハ
之
ヲ
前
項
ノ
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
底
舗
ト
ス
預
金
又

ハ
貯
金
ノ
現
金
ニ
依
ル
支
払
ヲ
取
扱
フ
ベ
キ
金
融
機
関
ノ
庖
舗
ヲ
変

更
ス
ル
為
メ
新
庖
舗
ヲ
定
メ
従
来
ノ
庖
舗
ヲ
経
由
シ
テ
大
蔵
大
臣
ニ

届
出
タ
ル
ト
キ
ハ
変
更
後
ノ
新
庖
舗
ニ
付
亦
同
ジ

第
十
八
条
資
本
金
十
五
万
円
以
上
ノ
法
人
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定

ス
ル
者
ノ
支
払
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ヲ
現
金
ヲ
以
テ
為
ス
場
合
ノ
外

預
金
振
込
若
ハ
貯
金
振
込
ニ
依
リ
又
ハ
金
融
機
関
以
外
ノ
者
ニ
対
、
ン
・

裏
書
ニ
依
ル
委
任
若
ハ
譲
渡
ヲ
禁
止
シ
タ
ル
手
形
若
ハ
記
名
式
線
引

小
切
手
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

一
国
又
ハ
都
道
府
県
其
ノ
他
地
方
公
共
団
体
ニ
対
ス
ル
支
払
ニ
シ

テ
現
金
ヲ
以
テ
ス
ル
ノ
要
ア
ル
モ
ノ

二
給
料
、
賃
金
其
ノ
他
ノ
給
与
ノ
支
払

三
事
業
ノ
為
ニ
ス
ル
通
信
費
交
通
費
事
務
用
消
耗
品
費
ノ
支

F

A

'

t

 

4
d
e
 

四
金
融
機
関
ノ
金
融
業
務
上
ノ
支
払
又
ハ
金
融
機
関
ニ
対
ス
ル
預

入
、
返
済
其
ノ
他
ノ
金
融
業
務
上
ノ
支
払

五
食
岨
餐
ノ
他
生
活
必
需
物
資
ノ
大
衆
ヨ
リ
ノ
蒐
買
ヲ
業
務
ト
ス

ル
機
関
ニ
シ
テ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
蒐
買
業
務
上
ノ
支

F
A
 

4
d
a
 

六

前

金

Z
該
当
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
一
件
五
百
円
未
満
ノ
支
払

七
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
支
払
又
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
許
可
ヲ

受
ケ
テ
為
ス
支
払

IV 411 
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ト
キ
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

一
当
該
会
社
ノ
役
員
ニ
対
シ
テ
為
ス
資
金
ノ
融
通

二
他
ノ
会
社
ニ
対
シ
テ
為
ス
資
金
ノ
融
通
但
シ
一
件
三
万
円
未
満

ノ
モ
ノ
、
前
条
第
五
項
ノ
金
融
機
関
、
証
券
引
受
会
社
又
ハ
ピ
ル

ブ
ロ
ー
カ
ー
ガ
為
ス
モ
ノ
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
モ
ノ
ヲ

除
ク

第
十
六
条
金
融
機
関
(
令
第
六
条
ノ
金
融
機
関
ヲ
謂
フ
以
下
同
ジ
)

又
ハ
第
十
四
条
第
五
項
ノ
証
券
引
受
会
社
若
ハ
ピ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
ハ

資
本
金
十
五
万
円
以
上
ノ
法
人
(
金
融
機
関
ヲ
除
ク
)
其
ノ
他
大
蔵

大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ニ
対
シ
金
融
業
務
上
ノ
金
銭
債
務
(
預
金
及
貯

金
ヲ
除
ク
)
ノ
弁
済
(
貸
付
契
約
ノ
贋
行
ヲ
含
ム
)
ヲ
為
サ
ン
ト
ス

ル
ト
キ
ハ
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
其
ノ
者
ノ
預
金
又
ハ
貯
金
ト
為
ス
コ

ト
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ
但
シ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
場
合
又

ハ
大
蔵
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
十
七
条
金
融
機
関
ハ
資
本
金
十
五
万
円
以
上
ノ
法
人
(
金
融
機
関

ヲ
除
ク
)
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ニ
対
シ
預
金
又
ハ
貯
金

ノ
支
払
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
第
十
八
条
査
ワ
ノ
支
払
ノ
為
ニ
現

金
ヲ
要
ス
ル
場
合
ニ
シ
テ
工
場
又
ハ
事
業
場
毎
ニ
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル

金
融
機
関
ノ
庖
舗
ニ
於
テ
為
ス
場
合
ノ
外
現
金
ヲ
交
付
シ
テ
之
ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
場
合
又
ハ
大
蔵
大
臣

ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

前
項
ノ
法
人
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
工
場
又
ハ
事
業
費
母

ニ
其
ノ
預
金
又
ハ
貯
金
ノ
現
金
ニ
依
ル
支
払
ヲ
取
扱
フ
ベ
キ
金
融
機

第
十
九
条
資
本
金
十
五
万
円
以
上
ノ
法
人
(
金
融
機
関
ヲ
除
ク
)
其

ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
限
度
ヲ
超

エ
テ
現
金
ヲ
保
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

前
項
ノ
法
人
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ハ
売
上
代
金
、
資
産

売
却
代
金
其
ノ
他
一
切
ノ
現
金
受
入
(
本
令
施
行
ノ
際
ノ
現
金
保
有

ヲ
含
ム
)
ニ
因
リ
右
限
度
ヲ
超
エ
テ
現
金
ヲ
保
有
ス
ル
コ
ト
ト
為
リ

タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
超
過
額
ヲ
他
ニ
使
用
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
直
チ

ニ
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
預
金
又
ハ
貯
金
ド
為
ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
法
人
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ガ
第
十
七
条
ノ
規

定
ニ
依
リ
現
金
ヲ
以
テ
預
金
又
ハ
貯
金
ノ
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ

於
テ
当
該
現
金
ヲ
其
ノ
預
金
又
ハ
貯
金
ノ
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
目
的
ノ

為
ニ
使
用
ス
ル
迄
ノ
期
間
之
ヲ
他
ニ
使
用
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
保
有
ス
ル

場
合
ニ
付
テ
ハ
前
二
項
ノ
規
定
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ

第
二
十
二
条
本
令
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
何
等
ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス
ル

ヲ
問
ハ
ズ
本
令
ニ
基
ク
制
限
又
ハ
禁
止
ヲ
免
ル
ル
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
得
ズ

書

込

米

1
大
蔵
省
令
ノ
形
式
※

2
一
・
二
五
米

3
定
期
積
金
、
保
険
金
ヲ

除

ク

米

4
個
人
其
ノ
他
小
企
業
者
等
ニ
対
ス
ル
モ
ノ
※

5
〔
「
金
融
緊

急
措
置
令
:
:
:
預
金
等
〕
封
鎖
勘
定

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
|
三
|
二
。
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W
ー

5

日
本
銀
行
券
ノ
引
換
等
ニ
関
ス
ル
緊
急
勅
令
施
行

規
則
(
案
)
(
未
定
稿
)
(
昭
和
二
一
年
一
月
二
五
日
)

(
銀
)
(
二
一
、
一
、
二
五
)

日
本
銀
行
券
ノ
引
換
等
ニ
関
ス
ル
緊
急
勅
令
拙
岨
行
規
則
(
案
)

(
未
定
稿
)

き
第
一
条
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
号
(
以
下
単
ニ
令
ト
称
ス
)
第

業

3

y

一
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
日
本
銀
行
券
ノ
種
類
ハ
現
ニ
通
用
ス
ル

五
円
券
、
拾
円
券
、
i

弐
拾
円
券
、
百
円
券
、
弐
百
円
券
及
千
円
券

ト
ス

-
T
第
二
条
令
第
一
条
第
一
項
本
文
ニ
規
定
ス
ル
日
ハ
昭
和
二
十
一
年

三
月
四
日
ト
ス
す

第
三
条
令
第
一
条
第
一
項
但
書
ニ
規
定
ス
ル
日
ハ
昭
和
二
十
一
年

業
6三

月
十
六
日
ト
ス
但
シ
大
蔵
大
臣
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
地

業
7

域
ヲ
限
リ
期
日
ニ
付
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

大
蔵
大
臣
前
項
伺
吾
ノ
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
公
示
ス

業
9

す
第
四
条
令
第
二
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
期
間
ハ
昭
和
二
十
一
年
二

月
二
十
五
日
ヨ
リ
同
年
三
月
十
六
日
迄
ト
ス

業

'
b

第
五
条
郵
便
官
署
、
銀
行
、
信
託
会
社
、
無
尽
会
社
、
農
林
中
央

金
庫
、
庶
民
金
庫
、
地
方
農
業
会
又
ハ
市
街
地
信
用
組
A
畳
ハ
ノ
他

貯
金
ノ
受
入
ヲ
為
ス
組
合
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
昭
和
二
十
一

年
三
月
二
十
三
日
迄
令
第
二
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
引
換
(
以

下
単
ニ
引
換
ト
称
ス
)
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

来
l 

緊急措置の法令化過程(2)

園
、
都
道
府
県
其
ノ
他
地
方
公
共
団
体
及
金
融
緊
急
措
置
令
ニ
規

定
ス
ル
金
融
機
関
ハ
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
其
ノ
所
持
ス

ル
現
金
ノ
金
額
二
付
引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ハ
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
大
蔵

大
臣
メ
指
定
ス
ル
金
額
ヲ
限
リ
引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

大
蔵
大
臣
前
項
ノ
指
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
公
示
ス

第
八
条
大
蔵
大
臣
令
第
二
条
第
一
項
及
令
第
四
条
第
二
項
ノ
規
定
，

ニ
依
リ
日
本
銀
行
券
ヲ
指
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
公
示
ス

米

9
8

・
第
九
条
第
六
条
第
一
項
ノ
世
帯
主
及
世
帯
貝
並
ニ
第
七
条
第
三
項

ノ
邦
人
引
換
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
当
該
引
換
ヲ
請
求
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
書
類
ヲ
呈
示
ス
ベ
シ

V
R
2
1

第
十
条
令
第
四
条
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
期
間
ハ
昭
和
二
十
一
年
二

月
二
十
五
日
ヨ
リ
周
年
三
月
四
日
迄
ト
ス

第
十
一
条
令
第
四
条
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
表
示
ハ
手
形
、
小
切
手

業

9
2

又
ハ
郵
便
為
替
証
書
ノ
表
面
余
白
ニ
「
旧
券
受
入
ニ
依
ラ
ザ
ル
分
」

ト
記
載
シ
金
融
機
関
ノ
代
表
者
又
ハ
代
理
人
記
名
捺
印
ス
ル
コ
ト

ニ
依
リ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
十
二
条
令
第
五
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
日
ハ
昭
和
二
十
一
年
三
、

月

二

十

三

日

ト

ス

す

3

2
T』
d

J

H

H

e

，T

口只

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

(
備
考
)令

第
五
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ベ
キ
金
額
及
国
庫
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業
1
1

昭
和
二
十
一
年
一
月
十
八
日
以
後
外
地
(
樺
太
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
)

又
ハ
外
国
ヨ
リ
内
地
(
樺
太
ヲ
除
ク
以
下
同
ジ
)
ニ
引
揚
ゲ
タ
ル

邦
人
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
当
該
邦
人
ガ
内
地
ニ
到
着
シ
タ
ル

日
ヨ
リ
二
月
内
ハ
引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
大
蔵
大
臣
ノ

業
1
2

指
定
ス
ル
日
迄
引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

大
蔵
大
臣
前
項
ノ
指
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
公
示
ス

業
1
4

来
1
3

第
六
条
令
第
二
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
金
額
ハ
世
帯
主
ニ
付
参
百

円
及
世
帯
員
一
人
ニ
付
百
円
ト
ス

業
1
5

前
項
ニ
於
テ
世
帯
主
及
世
帯
員
ト
ハ
金
融
緊
急
措
置
令
施
行
規
則

第
条
ニ
規
定
ス
ル
世
帯
及
世
帯
貝
ヲ
謂
フ

第
七
条
金
融
緊
急
措
置
令
施
行
規
則
第
条
ニ
規
定
ス
ル
法
.
人
其

ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ハ
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ

来

A
b

同
令
第
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
限
度
ニ
於
テ

引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
以
外
ノ
事
業
者
(
農
林
漁
業
者
ヲ
含
ム
)
ハ
前
条
第
一
項
ノ

規
定
ニ
拘
ラ
ズ
一
日
分
ノ
支
払
所
要
金
額
ニ
シ
テ
同
業
組
合
長
其

ゾ
他
之
ニ
準
ズ
ル
者
ノ
証
明
ア
ル
金
額
ヲ
超
エ
ザ
ル
限
度
ニ
於
テ

業

1
7

来

1
8

引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
千
円
ヲ
超
ユ
ル
金
額
ニ
付
テ
ハ

此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

昭
和
二
十
一
年
一
月
一
日
以
後
外
地
又
ハ
外
国
ヨ
リ
内
地
ニ
引
揚

ゲ
タ
ル
邦
人
一
ハ
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
千
円
ヲ
超
エ
ザ
ル

限
度
ニ
於
テ
引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

業

1
9

納
付
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ニ
付
テ
ハ
今
後
状
況
ニ
応
ジ
別
途

決
定
ス
ル
コ
ト

書
込
.
米

1
一
・
・
二
六
大
臣
室
氷
2
五
O
銭
ハ
八
億
八
千
万
円
/
一
円
ハ
約

七
千
万
円
/
五
円
券
ハ
十
億
程
度

l
新
券
ヲ
以
テ
換
へ
レ
パ
手
持
チ
ノ
新

券
ヲ
以
テ
換
へ
ル
以
外
ニ
手
ハ
ナ
イ
。
(
外
ニ
四
・
五
億
ノ
新
券
ハ
出
来
得

ル

)

米

3
免
換
券
整
理
法
ノ
整
理
残
リ
モ
無
効
ト
ス
ル
点
ガ
入
リ
得
ル
ヤ

ノ

問

題

米

4
証
紙
ヲ
貼
一
フ
ズ
シ
テ
モ
新
券
ヲ
以
テ
交
換
シ
得
ル
コ
ト
ト

ナ
リ
タ
リ
米

5
無
効
日
子
ン
テ
ソ
レ
以
前
ノ
引
換
期
間
ハ
短
カ
ク
ス
ル
。

雨
後
ノ
引
換
期
間
ハ
長
ク
ス
ル
/
交
通
々
信
状
態
ノ
勘
考
米

6
土
曜

日

米

7
地
方
長
官
等
ヲ
含
マ
シ
メ
得
ル
ヤ
要
研
究
米

8
飛
行
機
利
用

ノ
方
途
ヲ
講
ズ
ル
ノ
要
ア
ル
ベ
シ
/
伊
豆
七
島
及
ア
マ
ミ
大
島
鬼
界
ヶ
島

l
木
内
参
事
官
へ
連
絡
ノ
コ
ト
米

9
引
換
期
間
ノ
始
期
ト
終
期
米
叩

郵
便
局
ニ
持
ニ
注
意
ス
ル
コ
ト
米
日
最
終
日
ノ
前
二
ヶ
月
※
ロ
農
村

漁
村
ノ
ヘ
キ
遠
ノ
地
。
遺
失
物
※

u
y
g
o剖

8
0
8
0
・000l岳
部

u
・
g
o副
〉
|
忠
商
米

M
〔
世
帯
主
ニ
付
:
:
:
世
帯
貝
〕
米
日
〔
前
項
ニ

於
テ
:
:
:
世
帯
貝
ヲ
謂
フ
〕
楽
団
保
有
限
度
迄
ハ
引
換
ヲ
認
メ
ル
米
口

(
挿
入
)
一
回
限
リ

w
布
団
〔
千
〕
一
ニ
百
米
日
支
那
入
、
満
州
人
ノ
帰
還

者
米
却
〔
第
六
条
第
一
項
:
:
:
世
帯
員
〕
人
(
マ
マ
)
米
幻
其
ノ
後
ニ

出
来
タ
予
金
デ
モ
封
鎖
予
金
ト
看
倣
ス
米
幻
「
封
鎖
不
要
」
|
簡
単
ニ
表

示
米
幻
発
行
高
ヨ
リ
落
ス
日

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六

l
三
l
ニ。

w
l
6
イ
ン
フ
レ
対
策
ニ
対
ス
ル
中
山
教
授
意
見
要
旨
(
昭

和
二
一
年
一
月
二
六
日
)

イ
ン
フ
レ
対
策
ニ
対
ス
ル
中
山
教
授
意
見
要
旨



料 414

昭
二
一
、

一
、
一
一
六

一
、
日
銀

y
貸
出
ニ
金
計
算
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト

イ
ン
フ
レ
ノ
根
因
ハ
現
在
モ
尚
資
金
ノ
放
出
面
ニ
ア
ル
カ
ラ
之
ヲ
引
締

メ
ル
必
要
ガ
ア
ル
。
市
中
銀
行
ノ
貸
出
ニ
金
計
算
ヲ
随
伴
セ
シ
メ
レ
パ

投
機
的
資
金
ノ
需
要
ヲ
制
約
ス
ル
ニ
至
ル
。
政
府
ノ
撒
布
資
金
ハ
連
合

軍
ノ
制
限
ニ
依
リ
制
約
シ
得
ル

二
、
財
産
税
ノ
納
付
ニ
金
量
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト

財
産
税
徴
収
時
期
迄
ノ
イ
ン
フ
レ
ヲ
利
用
セ
ン
ト
ス
ル
投
機
心
理
ヲ
抑

へ
、
イ
ン
フ
レ
ハ
利
得
セ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
思
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ガ

戦
時
利
得
ノ
没
収
ト
同
様
一
般
的
ニ
ハ
好
影
響
ヲ
与
へ
ル

三
、
通
貨
ニ
確
定
価
値
基
準
ヲ
与
へ
ル
コ
ト

桑
港
/
二
億
四
千
万
弗
ノ
金
ヲ
引
当
ニ
シ
得
レ
パ
幸
ナ
ル
モ
不
可
能
ナ

ル
ト
キ
ハ
将
来
凡
新
産
金
及
固
有
財
産
ヲ
引
当
ニ
ス
レ
パ
ヨ
イ
。
名
目

的
ニ
付
与
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
成
功
ス
ベ
シ
。
現
在
ノ
日
銀
券
ニ
適
用
ス

ル
コ
ト
困
難
デ
ア
レ
パ
別
個
ノ
通
貨
ヲ
発
行
ス
レ
パ
ヨ
イ

今
次
大
戦
ノ
本
菌
ノ
イ
ン
フ
レ
対
策
ト
シ
テ
ノ
通
貨
政
策
ハ
総
テ
数
量

的
ニ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
ト
シ
テ
居
ル
庁
、
我
国
ノ
イ
ン
フ
レ
ハ
重
点

¥
ヲ
質
的
価
値
ノ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ニ
置
カ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
段
階
デ
ア
ル

四
、
賃
金
ニ
実
物
給
与
制
ヲ
併
用
ス
ル
コ
ト

主
食
ノ
配
給
ハ
現
状
通
リ
。
生
鮮
食
料
品
ハ
職
域
一
本
建
ト
シ
、
賃
金

ガ
物
価
ト
共
ニ
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ニ
動
キ
得
ル
コ
ト
ト
ス
ル
コ
ト
ト
シ
、

勤
品
目
階
級
ニ
食
生
活
ノ
不
安
ヲ
与
へ
シ
メ
ズ
、
之
ニ
依
リ
争
議
ノ
知
キ

ウ
ェ
イ
ス
ト
ヲ
除
去
ス
ル
コ
ト
。
物
価
ハ
放
任
ス
ル
ノ
外
ナ
シ
。
又
職

資緊急措置の法令化過程(2)

産
増
加
税
ノ
財
産
増
加
額
ヨ
リ
控
除
ス
ル
コ
ト

二
万
円
以
下
ノ
金
額
ナ
ル
ト
キ
百
分
ノ
四
十

二
万
円
ヲ
超
ユ
ル
金
額
ナ
ル
ト
キ
百
分
ノ
三
十

き
五
万
円
ヲ
超
ユ
ル
金
額
ナ
ル
ト
キ
百
分
ノ
二
十

十
万
円
ヲ
超
ユ
ル
金
額
ナ
ル
ト
キ
百
分
ノ
十

五
十
万
円
ヲ
超
ユ
ル
金
額
ナ
ル
ト
キ
百
分
ノ
一

二
、
右
ノ
預
金
等
ノ
範
囲
ハ
左
ノ
金
融
機
関
ニ
対
ス
ル
預
金
、
貯
金
、
金

銭
信
託
、
定
期
積
金
、
無
尽
掛
金
及
恩
給
金
庫
ニ
対
ス
ル
寄
託
金
ト
ス

J

ル
コ
ト

ω
郵
便
官
署

帥
銀
行
、
信
託
会
社
、
保
険
会
社
及
無
尽
会
社

付
農
林
中
央
金
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
庶
民
金
庫
及
国
民
更
生

金
庫

的
地
方
農
業
会
、
漁
業
会
、
市
街
地
信
用
組
合
其
ノ
他
貯
金
ノ
受
入

ヲ
為
ス
組
合

三
、
・
左
ノ
金
額
ハ
一
ノ
預
金
等
ノ
総
価
額
ヨ
リ
之
ヲ
控
除
ス
ル
コ
ト

ω
一
ノ
期
日
ヨ
リ
財
産
税
等
ノ
調
査
期
日
迄
ニ
預
金
等
ノ
引
出
ア
リ

タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
J
引
出
額

制
調
査
期
日
ニ
於
ケ
ル
債
務
(
買
掛
金
ア
ル
ト
キ
ハ
売
掛
金
ヲ
控
除

シ
タ
ル
残
額
ニ
依
ル
)

書

込

米

1
二
月
一
五
日
ト
ス
※

2
超
過
累
進
率
ト
ス
ル
コ
ト

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
|
三

l
ニ。
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域
ニ
ナ
キ
者
ガ
生
活
ニ
窮
迫
ス
ル
モ
止
ム
ナ
シ

玉
、
モ
ラ
ハ
以
上
ノ
措
置
ノ
補
助
手
段
ナ
リ

モ
ラ
ハ
単
ナ
ル
通
貨
安
定
ノ
出
発
点
ニ
シ
テ
、
根
本
対
策
ノ
促
進
策
ナ

リ
之
ヲ
行
ツ
テ
後
ニ
善
後
措
置
ヲ
講
ズ
ル
ト
キ
ハ
逆
効
果
ト
ナ
ル
虞
ア

六
、
平
価
切
下
ノ
効
果
モ
右
ニ
同
ジ

通
貨
価
値
安
定
ノ
見
込
付
キ
タ
ル
ト
キ
ニ
同
時
二
平
価
切
下
ヲ
行
へ
パ

効
果
ア
リ

七
、
右
ノ
翠
凧
ハ
米
ノ
輸
入
見
込
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
行
フ
コ
ト

設
国
ノ
イ
ン
フ
レ
ノ
直
因
ハ
食
糧
ニ
ア
ル
以
上
之
か
改
善
ノ
見
込
ナ
ク

シ
テ
右
対
策
ハ
行
フ
ニ
非
ズ
、
右
見
込
立
タ
ザ
ル
間
ニ
行
フ
ト
セ
パ
、

極
力
イ
ン
フ
レ
ノ
進
行
ヲ
抑
制
ス
ル
措
置
ヲ
講
ズ
ベ
キ
ナ
リ
。
即
チ
資

金
放
出
ノ
抑
制
及
労
賃
ノ
安
定
、
確
定
価
値
公
債
ノ
発
行
ニ
依
ル
通
貨

徴
収
等
ナ
リ

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
!
三

l
二。

W
1
7

個
人
ノ
預
金
等
ニ
対
ス
ル
財
産
税
等
課
税
上
ノ
優

遇
措
置
(
案
)

個
以
ノ
預
金
等
ニ
対
ス
ル
財
産
税
等
課
税
上
ノ
優
遇
措
置
(
案
)

一
、
一
定
期
日
迄
ニ
為
シ
グ
ル
預
金
等
ヲ
有
ス
ル
個
人
ニ
対
シ
テ
ハ
預
金

等
ノ
総
価
額
ヨ
リ
三
ニ
掲
グ
ル
金
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
ニ
付
左
ノ
割
合

ヲ
乗
ジ
テ
算
出
シ
タ
ル
金
額
ヲ
個
人
財
産
税
ノ
課
税
価
格
又
ハ
個
人
財

W
ー

8

経
済
危
機
緊
急
対
策
実
施
要
綱
(
昭
和
一
二
年
一
月
二

八

日

経

済

閣

僚

懇

談

会

了

解

)

?

経
済
危
機
緊
急
対
策
出
議
要
綱

食
糧
並
ニ
金
融
緊
急
措
置
ヲ
中
心
ト
ス
ル
今
次
一
連
ノ
施
策
ハ
之
ヲ
以
テ

当
面
ノ
危
機
ヲ
克
服
ス
ル
ニ
止
マ
ラ
ズ
国
民
ノ
勤
労
意
欲
ヲ
振
起
セ
シ
メ

生
産
流
通
ノ
積
極
的
振
興
ト
国
民
生
活
ノ
安
定
ト
ヲ
確
保
シ
以
テ
新
シ
キ

日
本
由
民
経
済
ノ
発
足
点
タ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
従
テ
之

Z
藷

ニ
伴
フ
諸
問
題
ニ
対
シ
テ
ハ
確
固
タ
ル
決
意
ノ
下
ニ
所
要
ノ
対
策
ヲ
機
動

的
ニ
断
行
シ
所
期
ノ
効
果
ヲ
収
ム
ル
ニ
遺
憾
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

戸
U==ロ

一
、
就
業
一
翠
支
援
護
措
置

付
具
体
的
就
業
計
画
ヲ
確
定
シ
直
ニ
必
要
ナ
ル
措
置

Z議
シ
以
テ

国
民
ノ
生
活
不
安
ヲ
避
ク
ル
ト
共
ニ
国
民
皆
働
体
制
べ
ノ
転
換
ヲ
図

ザ
ル
コ
ト

ω
己
ム
ヲ
得
ザ
ル
生
活
困
難
者
ニ
対
ス
ル
援
護
措
置
ヲ
具
体
化
ス
ル

コL』

回
以
上
ノ
趣
旨
ヲ
力
強
ク
声
明
シ
国
民
ニ
徹
底
セ
シ
ム
ル
コ
ト

二
、
生
産
及
出
廻
対
策

付
既
定
ノ
食
糧
対
策
ヲ
可
及
的
速
三
議
シ
国
民
ニ
対
シ
政
府
ノ
決

意
ヲ
示
ス
ト
共
ニ
食
糧
供
給
ノ
見
透
ニ
付
或
ル
程
度
ノ
安
心
感
ヲ
与

フ
ル
如
ク
声
明
ス
ル
コ
ト

ω
工
鉱
業
生
産
再
建
ニ
関
ス
ル
具
体
的
見
透
及
計
画
(
特
ニ
今
後
六



、

料 416( 

ヶ
月
位
ノ
期
間
ニ
付
)
ヲ
速
ニ
決
審
議
ニ
入
ル
モ
ノ
ト
シ
其
ノ
趣

l

旨
ヲ
今
次
対
策
ノ
ー
一
環
ト
シ
テ
公
表
シ
以
テ
将
来
ニ
対
ス
ル
希
望
ト

確
信
ト
ヲ
国
民
ニ
与
フ
ル
コ
ト

同
今
次
対
策
ノ
一
環
ト
シ
テ
食
糧
輸
入
取
極
ノ
具
体
化
近
キ
コ
ト
ヲ

或
ル
程
度
表
明
シ
得
ル
ヤ
ウ
連
合
国
軍
総
司
令
部
ニ
懇
請
ス
ル
コ
ト

回
生
鮮
食
糧
品
ノ
生
産
及
出
廻
増
進
ニ
関
ス
ル
措
置
ヲ
更
ニ
徹
底
ス

ル
コ
ト
ト
シ
特
ニ
燃
油
ノ
輸
入
増
加
ヲ
今
次
対
策
ノ
一
環
ト
シ
テ
連

合
国
軍
総
司
令
部
ニ
懇
請
ス
ル
コ
ト

伺
肥
料
、
農
器
具
、
綿
製
品
、
家
庭
薬
等
ノ
農
家
ニ
対
ス
ル
供
給
ヲ

積
極
且
確
実
孟
脊
シ
特
ニ
供
出
へ
ノ
同
遺
ヲ
重
視
ス
ル
コ
ト

約
石
炭
ノ
配
給
ニ
当
リ
テ
ハ
当
分
ノ
間
最
優
先
順
位
ヲ
以
テ
之
ヲ
肥

料
生
産
ニ
振
向
ク
ル
コ
ト

制
倉
庫
検
査
ヲ
可
及
的
速
ニ
実
行
シ
食
糧
及
燃
油
ノ
外
重
要
生
必
物

資
、
農
薬
用
物
資
等
ニ
付
テ
モ
強
制
買
上
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト

ω
金
融
緊
急
措
置
発
動
時
ノ
応
急
翠

T
シ
テ
生
鮮
食
糧
品
、
健
詰

'
等
ノ
家
庭
配
給
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト

ω
正
常
ナ
ル
企
業
金
融
ニ
付
テ
ハ
金
融
緊
急
措
置
ノ
運
用
上
充
分
配

意
ス
ル
ト
共
ニ
尚
特
段
ノ
措
置
ヲ
芳
慮
ス
ル
コ
ト
ト
シ
以
テ
何
等
不

安
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
旨
ヲ
声
明
徹
底
ス
ル
コ
ト

三
、
物
価
対
策

付
今
次
対
策
ノ
目
指
ス
価
格
賃
金
基
準
並
ニ
之
ガ
維
持
ノ
為
ノ
価
格

統
制
方
式
ノ
大
綱
ヲ
同
時
ニ
決
定
シ
速
ニ
之
ヲ
世
界
施
ニ
移
ス
コ
ト

白
米
価
ノ
引
上
ヲ
物
価
対
策
ノ
一
環
ト
シ

Z謡
ス
ル
場
合
ニ
於
テ

資緊急措置の法令化過程(2)

付
今
次
対
策
ノ
意
義
ニ
顧
、
、
内
之
ガ
発
表
並
ニ
民
間
協
力
確
保
等
ノ
事

項
ニ
付
テ
ハ
内
閣
総
理
大
臣
陣
頭
ニ
立
チ
関
係
大
臣
ノ
談
話
其
ノ
他

ノ
方
法
ヲ
並
行
且
同
時
ニ
行
フ
ス
ト

口
政
党
、
言
論
機
関
等
ノ
協
力
確
保
ニ
関
シ
テ
ハ
主
ト
シ
テ
内
閣
書

記
官
長
中
心
ト
ナ
リ
各
省
ト
協
力
シ
テ
特
段
ノ
努
力
ヲ
為
ス
コ
ト

(
廿
記
)

付
連
合
国
軍
総
司
令
部
へ
ノ
説
明
ニ
当
リ
テ
ハ
本
要
綱
ノ
趣
旨
ニ
依

リ
之
ヲ
為
シ
政
府
ノ
真
塾
且
真
剣
ナ
ル
決
意
ノ
理
解
ヲ
得
ル
ニ
努
ム

ル
ト
共
ニ
能
フ
限
リ
今
次
対
策
ニ
関
シ
同
司
令
部
ノ
支
持
的
態
度
ヲ

期
待
シ
得
ル
ヤ
ウ
懇
請
ス
ル
コ
ト

∞
発
表
ト
同
時
ニ
「
今
次
対
策
ニ
関
ス
ル
連
合
国
軍
総
司
令
部
ノ
助

言
乃
至
忠
告
並
ニ
食
糧
、
綿
花
、
塩
等
ノ
輸
入
実
現
」
ニ
関
シ
政
府

ヨ
リ
同
司
令
部
ニ
対
ス
ル
感
謝
ノ
声
明
ヲ
為
ス
コ
ト

日
発
表
ト
同
時
ニ
内
閣
総
理
大
臣
ヨ
リ
全
官
吏
ニ
対
シ
「
官
吏
ハ
元

旦
大
詔
ノ
蛇
偲
仰
ニ
遵
ヒ
国
民
ノ
公
僕
タ
ル
自
覚
ノ
下
ニ
平
和
的
民
主

的
新
日
本
ノ
再
建
ニ
遁
進
ス
ベ
ク
特
ニ
今
次
対
策
ノ
密
議
ニ
当
リ
テ

ハ
真
ニ
責
任
ヲ
以
テ
之
ヲ
遂
行
シ
末
端
迄
ノ
徹
底
ヲ
期
ス
ベ
キ
」
趣

旨
ノ
訓
令
ヲ
発
ス
ル
コ
ト

同
此
ノ
際
警
察
行
政
ノ
充
実
ヲ
図
ル
コ
ト

書

込

米

1
一
・
二
八
経
済
閣
僚
懇
談
会
了
解

注
昭
和
二
一
年
一
月
二
六
日
、
「
経
済
危
機
緊
急
対
策
実
施
要
綱
」
が
閣
議
決
定

さ
れ
て
い
る
(
閣
議
決
定
文
書
は
、
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
|

終
戦
か
ら
講
和
ま
で
』
第
一
七
巻
(
資
料

ω)、
四
四
ペ
ー
ジ
)
。
こ
こ
に
掲

417、 W

ハ
既
供
出
分
ニ
対
シ
テ
モ
之
ヲ
適
用
ス
ル
旨
ヲ
声
明
ス
ル
コ
ト

白
各
省
ノ
所
管
ニ
属
ス
ル
賃
金
ノ
改
訂
ニ
付
テ
ハ
予
メ
厚
生
省
及
大

蔵
省
ト
緊
密
ナ
ル
連
絡
ヲ
遂
ゲ
其
ノ
統
一
ヲ
図
ル
コ
ト

制
賃
金
委
員
会
ノ
答
申
ニ
付
テ
ハ
物
価
対
策
ノ
一
環
ト
シ
テ
芳
慮
ノ

上
之
ガ
取
扱
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト

f

日
開
物
価
ノ
維
持
安
定
ヲ
図
ル
等
ノ
為
新
ナ
ル
見
地
ニ
於
テ
経
済
統
制

方
策
ヲ
決
定
シ
所
要
ノ
基
本
法
令
ヲ
制
定
ス
ル
コ
ト

四
、
金
融
対
策

ハ
門
今
次
対
策
ノ
趣
旨
ヲ
国
民
ニ
遺
憾
ナ
ク
徹
底
セ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
金

融
緊
急
措
置
ノ
運
用
上
ニ
於
テ
モ
其
ノ
趣
旨
ヲ
充
分
配
意
ス
ル
コ
ト

口
封
鎖
期
間
ノ
長
短
ニ
付
テ
ハ
経
済
的
社
会
的
影
響
ヲ
芳
慮
ノ
上
当

初
ヨ
リ
之
ヲ
確
定
公
表
ス
ル
コ
ト
ト
シ
概
ネ
七
、
八
月
頃
迄
ヲ
目
途

ト
ス
ル
コ
ト

国
新
券
ト
ノ
引
換
ノ
時
期
ハ
之
ヲ
可
及
的
繰
上
グ
ル
ヤ
ウ
努
力
ス
ル

コ
L
'

同
金
融
緊
急
措
置
ノ
運
用
ニ
当
リ
テ
ハ
正
常
ナ
ル
生
活
資
金
、
企
業

資
金
、
選
挙
費
用
、
寝
菱
、
教
育
資
金
等
ニ
付
不
安
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル

ヤ
ウ
取
扱
ヒ
尚
引
揚
邦
人
及
戦
災
者
ニ
付
テ
ハ
特
別
ノ
芳
慮
ヲ
払
フ

コ
L
S

同
旧
券
預
入
期
限
ハ
僻
地
ニ
付
テ
ハ
適
宜
之
ガ
延
長
ヲ
認
ム
ル
コ
ト

付
金
融
緊
急
措
置
ノ
発
動
当
初
ニ
於
テ
運
転
資
金
払
出
ノ
停
止
ス
ル

ガ
如
キ
コ
ト
ナ
キ
ヤ
ウ
特
ニ
配
意
ス
ル
コ
ト

五
、
発
表
並
ニ
民
間
協
力
ノ
確
保

ー
げ
る
同
名
の
文
書
は
、
閣
議
決
定
に
若
干
の
加
除
を
ほ
ど
こ
し
た
う
え
、
一

月
二
八
日
に
経
済
閣
僚
懇
談
会
で
了
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
加
除
部
分
は
、

閣
議
決
定
に
対
し
て
、
①
「
二
、
生
産
及
出
廻
対
策
」
の
う
ち
「
例
正
常
ナ

ル
企
業
金
融
ニ
付
テ
ハ
金
融
緊
急
措
置
ノ
運
用
上
充
分
配
意
ス
ル
ト
共
ニ

尚
特
段
ノ
措
置
ヲ
考
慮
ス
ル
コ
ト
ト
シ
以
テ
何
等
不
安
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
旨

ヲ
声
明
徹
底
ス
ル
コ
ト
。
」
を
削
除
、
②
「
一
二
、
物
価
対
策
」
に
側
、
国
を
追

加
、
③
「
(
付
記
)
」
に
項
番
号
付
を
付
し
、
向
、
白
、
岡
の
項
目
を
追
加
。

タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
|
三
|
ニ
。

w
l
9
経
済
危
機
緊
急
対
策
ノ
進
メ
方
ニ
関
ス
ル
メ
モ
(
昭

和
一
二
年
一
月
二
八
日
経
済
閣
僚
懇
談
会
了
解
)
白

経
済
危
機
緊
急
対
策
ノ
進
メ
方
ニ
関
ス
ル
メ
モ

¥
昭
和
二
一
、
一
、
二
八
J

f

経
済
閣
僚
懇
談
会
了
解
、

て
進
メ
方
ニ
関
シ
岩
慮
ス
ベ
キ
事
項

付

綜

A
舟
策
ナ
ル
ヲ
以
テ
特
ニ
食
糧
対
策
ト
金
融
対
策
ト
ハ
必
ズ
並

行
シ
テ
義
ス
ル
コ
ト

口
連
合
国
軍
総
司
令
部
十
ノ
交
渉
ニ
付
テ
モ
右
ノ
趣
旨
ヲ
徹
底
ス
ル

如
ク
措
置
ス
ル
コ
ト

同
書
記
官
民
中
心
ト
ナ
リ
言
論
機
関
等
ニ
対
シ
綜
A
是
策
ト
シ
テ
ノ

地
ナ
ラ
シ
工
作
ヲ
為
ス
コ
ト
，

二
、
作
業
順
序
ノ
概
要

付
遅
ク
モ
O
月
O
日
(
水
曜
日
)
迄
ニ
連
合
国
軍
総
司
令
部
ノ
承
認
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ヲ
得
ル
コ
ト

ω
食
糧
対
策
、
金
融
対
策
及
隠
退
蔵
重
要
物
資
対
策
ニ
関
シ
テ
ハ

緊
急
勅
令
案
ニ
付
テ
ノ
承
認

ω
就
業
対
策
、
援
護
対
策
、
物
価
(
賃
金
等
ヲ
含
ム
)
対
策
及
経

済
統
制
方
策
ニ
関
シ
テ
ハ
大
体
ノ
要
綱
ヲ
発
表
シ
得
ル
程
度
ノ
承

詞一附

同
遅
ク
モ
O
月
O
日
(
金
曜
日
)
迄
ニ
食
糧
対
策
、
金
融
対
策
及
隠

退
蔵
重
要
物
資
対
策
ニ
関
ス
ル
法
律
的
及
行
政
的
準
備
ヲ
為
ス
コ
ト

ω
緊
急
勅
令
ノ
枢
密
院
通
過
ヲ
図
ル
コ
ト

ω
申
拝
施
ニ
関
ス
ル
具
体
的
細
目
ヲ
取
極
ム
ル
コ
ト
(
例
へ
パ
企
業

金
融
ノ
取
扱
方
法
ノ
如
キ
)

ω
末
端
迄
具
体
的
ニ
動
ク
如
ク
官
庁
及
下
部
機
構
ノ
仕
事
ノ
手
配

ヲ
定
ム
ル
コ
ト

ω
閣
議
ニ
於
ケ
ル
発
表
文
案
、
発
表
方
式
、
連
合
国
軍
総
司
令
部

へ
ノ
感
謝
声
明
案
其
ノ
他
国
民
へ
ノ
働
キ
カ
ケ
ノ
方
式
ヲ
決
定
ス

ル
コ
ト

同
実
施
ノ
時
期
ヲ
左
ノ
如
ク
予
定
ス
ル
コ
ト

ω
食
糧
対
策
、
金
融
対
策
及
隠
退
蔵
重
要
物
資
対
策
ニ
関
ス
ル
緊

急
勅
令
ハ

O
月
O
日
(
土
曜
日
)
午
后
三
時
発
表
、

O
月
O
日
(
日

曜
日
)
官
報
号
外
ニ
テ
公
布
即
日
施
行
ト
ス
ル
コ
ト

ω
食
糧
及
隠
退
蔵
重
要
物
資
ノ
倉
庫
検
査
ハ

O
月
O

Z
蕗
ス
ル

コ
L
6

ω
就
業
対
策
及
援
護
対
策
ハ
大
体
ノ
要
綱
ヲ
同
時
ニ
発
表
シ
予
算

資

ω 

緊急措置の法令化過程(2)

農
林
省
関
係

食
糧
対
策
ノ
義

国
商
工
省
関
係

ω
隠
退
蔵
重
要
物
資
対
策
ノ
密
謡

ω
日
用
品
価
格
統
制
方
策
ノ
世
界
施

ω
経
済
統
制
方
策
ノ
決
定
住
藷

ω
石
炭
、
肥
料
、
衣
料
、
医
薬
品
等
ノ
生
産
見
込

ω
産
業
再
建
ノ
概
略
ノ
見
透
(
今
後
六
ヶ
月
位
ノ
期
間
並
ニ
今
後

五
ヶ
年
間
位
ノ
期
間
ニ
付
)

側
厚
生
省
閉
伝

ω
就
業
対
策
ノ
決
定
世
界
施

ω
賃
金
給
与
対
策
ノ
決
定
案
施

書

込

米

1
財
産
調
査
令
ノ
関
係

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
l
三
|
ニ
。

w
l
m
対
司
令
部
交
渉
結
果
報
告
愛
知
メ
モ
(
昭
和
二
一
年
一

月
二
八
日
)
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一
・
二
八
二
七
日
ノ
司
令
部
ト
ノ
折
衝
報
告

①
一
日
一
全
部
預
金
セ
シ
ム
ル
ヲ
適
当
ト
セ
ズ
ヤ

②
二
月
二
十
五
日
ト
三
月
四
日
ト
ヲ
同
一
日
ト
ス
ル
ヲ
適
当
ト
セ
ズ
ヤ

@
今
回
ノ
封
鎖
ハ
従
前
ノ
封
鎖
ヨ
リ
優
先
ス
ル
コ
ト
ニ
ス
ル
ヲ
適
当
ト
セ

ズ
ヤ

措
置
ヲ
モ
含
メ
タ
ル
具
体
計
画
ニ
付
連
合
国
軍
総
司
令
部
ノ
承
認

ヲ
得
タ
ル
上
遅
ク
モ
O
月
O
日
迄
ニ
之
ヲ
発
表
室
施
ス
ル
コ
ト

ω
物
価
対
策
ハ
大
体
ノ
要
綱
ヲ
同
時
ニ
発
表
シ
(
米
価
ノ
関
係
等

言
及
ノ
程
度
ニ
付
相
当
芳
慮
ヲ
要
ス
)
予
算
措
置
ヲ
モ
含
メ
タ
ル

具
体
計
画
ニ
付
連
合
国
軍
総
司
令
部
ノ
承
認
ヲ
得
タ
ル
上
O
月
O

日
之
ヲ
発
表
軍
施
ス
ル
コ
ト

間
経
済
統
制
方
策
ハ
物
価
対
策
ト
同
ジ
ク
措
置
ス
ル
コ
ト

同
国
民
へ
ノ
働
キ
カ
ケ
等
ヲ
左
ノ
如
ク
行
フ
コ
ト

ω
速
ニ
事
前
工
作
ニ
着
手
ス
ル
コ
ト

ω

O
月
O
日
(
土
曜
日
)
午
后
三
時
総
理
大
臣
談
及
書
記
官
長
談

並
ニ
各
省
大
臣
談
ヲ
発
表
ス
ル
コ
ト

ω
同
時
間
後
政
党
、
言
論
機
関
等
へ
ノ
呼
ピ
カ
ケ
ヲ
行
フ
コ
ト

ω
同
夜
総
理
大
臣
ノ
ラ
ジ
オ
放
送
ヲ
為
ス
コ
ト

ω
発
表
ト
同
時
ニ
連
合
国
軍
総
司
令
部
へ
ノ
感
謝
声
明
ヲ
為
ス
コ

ト
(
文
案
ニ
付
同
司
令
部
ノ
承
認
ヲ
要
ス
ベ
シ
)

ω
発
表
ト
同
時
二
一
総
理
大
臣
ヨ
リ
全
官
吏
へ
ノ
訓
令
ヲ
発
ス
ル
コ

向
山
発
表
ニ
伴
ヒ
新
聞
用
紙
二
頁
分
ノ
特
配
ヲ
行
フ
コ
ト

三
、
各
省
別
年
末
項
目

.
T付
大
蔵
省
関
係

ω
金
融
緊
急
措
置
ノ
信
蕗

ω
引
換
措
置
ノ
生
存
施

ω
物
価
対
策
ノ
決
定
宰
施

④
予
金
優
宇
概
算
ヲ
支
払
へ
パ
レ
リ
l
ズ
ス
ル
コ
ト

⑤
へ
イ
版
ノ
印
刷
ヲ
以
テ
証
紙
ニ
代
へ
ル
コ
ト
、
三
月
末
ニ
三
百
億
以
上

ノ
へ
イ
版
ト
千
円
ト
五
O
O円
ト
ヲ
併
合
使
用
ス
レ
パ
宜
イ
デ
ハ
ナ
イ

カ
⑥
新
券
勘
定
ト
旧
券
勘
定
ト
ヲ
サ
イ
然
ト
区
分
ス
ル
ヲ
適
当
ト
セ
ズ
ヤ

⑦
元
本
ハ
自
由
l
暫
附
得
骨

8
ノ
観
念
ハ
承
服
シ
得
ナ
イ

新
券
ノ
ミ
ガ
骨
0
0
ナ
ル
コ
ト
ヲ
徹
底
ス
ベ
キ
コ
ト

フ
リ
ー
ズ
ハ
ヨ
リ
強
カ
ル
ベ
シ
ト
ス
ル
意
見
ナ
リ

@
指
定
機
関
ハ
ヤ
メ
ロ
ト
イ
フ
指
令
ヲ
出
ス
ツ
モ
リ

注
大
日
本
帝
国
政
府
用
筆
。
エ
ン
ピ
ツ
手
書
き
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
l
三
l
二。

資 W
~I 
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金
融
緊
急
措
置
令
要
綱
(
昭
和
二
一
年
一
旦
マ
八
日
検
討

二
一
、
一
、
二
八

米

Z

T

金
融
緊
急
措
置
令
要
綱
き

一
、
金
融
機
関
ノ
預
金
等
ノ
現
金
ニ
ヨ
ル
払
出
ハ
一
定
期
間
中
一
定
ノ
場

合
以
外
為
シ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
(
封
鎖
預
金
ト
称
ス
)
?

二
、
現
金
ヲ
以
テ
払
出
シ
得
ル
場
合
ハ
左
ノ
通
リ
ト
ス
す

す
(
十
号
ノ
列
記
)

(
但
シ
国
、
法
人
、
個
人
ヲ
区
別
シ
テ
掲
グ
ル
方
便
利
ナ
ル
ベ
シ
)

(
勅
令
ニ
ハ
ノ
セ
ズ
省
令
ニ
譲
ル
方
宜
シ
カ
ル
ベ
シ
)

三
、
小
切
手
其
ノ
他
証
票
ニ
ヨ
ル
封
鎖
預
金
相
互
間
ノ
移
転
ハ
原
則
ト
シ
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テ
自
由
ト
ス
ル
モ
闇
取
引
防
止
ノ
便
宜
ヲ
開
ク
為
記
名
式
、
使
途
ノ
記

山
根
"
'

入
等
一
定
ノ
制
限
ヲ
設
ク
ル
モ
ノ
ト
ス
す

四
]
新
券
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
預
金
ニ
対
シ
テ
ハ
其
ノ
現
金
ニ
ヨ
ル
払
出
ニ

付
制
限
ヲ
設
ケ
ズ
(
自
由
預
金
ト
称
ス
)

す
但
シ
特
定
ノ
者
(
例
へ
パ
鉄
道
会
社
、
百
貨
庖
)
ニ
対
シ
テ
ハ
其
ノ
現

金
又
ハ
自
由
預
金
ヲ
封
鎖
預
金
ニ
預
入
又
ハ
振
替
フ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
命
ズ

ル
コ
ト
ヲ
得

五
、
一
般
ニ
金
銭
債
務
弁
済
ニ
付
封
鎖
期
間
中
ハ
封
鎖
預
金
ヲ
以
テ
ス
ル

支
払
ヲ
以
テ
有
効
ナ
ル
弁
済
ト
見
倣
ス

t

六
、
封
鎖
期
間
中
金
融
機
関
ノ
貸
付
ニ
付
制
限
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

七
、
封
鎖
預
金
ニ
関
ス
ル
時
効
ハ
封
鎖
期
間
経
過
後
一
ヶ
月
間
ハ
完
了
セ

ズ
八
、
第
八
条
、
第
九
条
罰
則
従
来
ノ
通
リ

右
ニ
ヨ
リ
原
案
ハ

第
一
条
改
正
第
二
条
概
ネ
其
ノ
憧
(
内
容
変
更
ア
ル
ベ

シ
)

第

三

条

削

除

第

四

条

改

正

第

五

条

削

除

第

六

条

其

y
佳

業
1
0

第
七
条
第
一
項
第
二
項
削
除
、
第
三
項
其
ノ
偉

第
八
条
其
ノ
僅
第
九
条
其
ノ
偉

来
1
1

別
ニ
上
記
(
三
)
、
(
四
)
、
(
五
)
ノ
為
各
一
条
挿
入

書

込

※

1
一
・
二
八
大
臣
室
米

2
木

内

案

米

3
配
当
、
利
子
、
資
産
売
却

等
ヲ
入
レ
ル
カ

l
封
鎖
預
金
ト
ス
レ
パ
凡
テ
ノ
債
権
債
ム
ノ
モ
ラ
ト
等
シ

資緊急措置の法令化過程(2)

三
、
新
券
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
預
金
(
自
由
預
金
ト
称
ス
)
ニ
付
テ
ハ
払

業
3

戻
ニ
付
何
等
ノ
制
限
ヲ
為
サ
ザ
ル
コ
ト
但
シ
特
定
ノ
者
ニ
対
シ
テ
ハ

其
ノ
現
金
又
ハ
自
由
預
金
ヲ
封
鎖
預
金
ト
ナ
ス
コ
ト
ヲ
命
ジ
得
ル
コ

ト
(
要
綱
四
)

四
、
封
鎖
ノ
対
象
ヲ
本
令
砲
行
ノ
際
現
ニ
存
ス
ル
預
金
等
ノ
元
本
ニ
止

メ
ズ
其
ノ
範
囲
ヲ
拡
大
ス
ル
コ
ト
(
第
一
条
ノ
改
正
、
第
七
条
第
二

項
ノ
削
除
)

玉
、
貸
付
ノ
制
限
、
時
効
ノ
完
成
及
罰
則
ニ
関
シ
テ
ハ
原
案
通
吋
ト
ス

ル
コ
ト

第
二
、
要
綱
ト
原
案
ト
ノ
根
本
的
相
違
点

一
月
封
鎖
預
金
ノ
自
由
移
転
ヲ
認
ム
ル
コ
ト

要
綱
ノ
原
案
ニ
対
ス
ル
第
戸
ノ
相
違
点
ハ
封
鎖
預
金
ヲ
小
切
手
等
ノ

使
用
ニ
依
リ
自
由
ニ
移
転
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ナ
ス
ニ
ア
リ

二
、
法
人
ニ
付
自
由
預
金
及
封
鎖
預
金
ノ
区
分
ヲ
ナ
ス
コ
ト

原
案
ニ
於
テ
ハ
法
人
預
金
ハ
本
令
施
行
ノ
前
後
ヲ
問
ハ
ズ
封
鎖
預
金

ト
為
サ
ズ
其
ノ
払
戻
方
法
ニ
付
テ
ノ
ミ
制
限
ヲ
設
ケ
一
定
ノ
場
合
ノ

外
現
金
ニ
依
ル
払
一
民
ヲ
認
メ
ズ
且
法
人
ノ
現
金
保
有
ヲ
制
限
ス
ル
ト

共
ニ
法
人
ノ
支
払
ハ
一
定
ノ
場
合
ノ
外
総
テ
特
殊
小
切
手
ヲ
使
用
セ

シ
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
シ
居
レ
リ

右
ニ
対
シ
要
綱
ニ
於
テ
ハ
法
人
及
個
人
ヲ
通
ジ
同
一
ノ
取
扱
ト
ナ
ス

結
果
法
人
ニ
付
テ
モ
封
鎖
預
金
及
自
由
預
金
ノ
区
分
ヲ
ナ
シ
封
鎖
預

金
ニ
関
シ
テ
ハ
一
定
ノ
場
合
ニ
ハ
現
金
ニ
ヨ
ル
払
戻
ヲ
受
ケ
得
ル
ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
小
切
手
等
ニ
依
ル
払
戻
ハ
之
ヲ
自
由
ト
シ
且
自
由
預
金
ニ

421. IV 

ク

ナ

ル

※

4
予
金
ノ
外
ニ
国
債
社
債
ノ
元
本
ノ
ミ
ヲ
入
レ
ル
案
来

5

最
モ
徹
底
ス
レ
バ
ー
モ
ラ
来
、
6
ト

l
マ
ス
ノ
意
見
米

7
社
会
的
デ
モ
ナ

イ
.
米

8
「
ワ
イ
カ
ク
」
制
度
ト
同
様
ト
ナ
リ
プ
ロ
ッ
ク
ノ
目
的
ハ
達
シ
得

ナ
イ
/
小
切
手
ハ
一
般
的
デ
ナ
イ
欠
陥
ガ
ア
ル
コ
ト
/
小
切
手
取
引
ハ
現

状
デ
ハ
動
カ
ズ

h

来
9
自
由
子
金
ハ
完
全
ニ
自
由
ニ
ス
ベ
シ
来
日
予
金

ノ
利
子
、
公
社
債
利
子
、
配
当
来
日
債
ム
弁
済
|
封
鎖
予
金
ヲ
以
テ
為
シ

得
ル
ト
イ
フ
解
釈

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料

Z
五
二
六

l
三
|
二
。

w
l
u
金
融
緊
急
措
置
令
要
綱
ニ
対
ス
ル
意
見
(
昭
和
二
一
年

一
月
一
三
日
検
討
資
料
)

(一一一、

千
金
融
緊
急
措
置
令
要
綱
ニ
対
ス
ル
意
見

第
一
、
要
綱
ノ
骨
子

要
綱
ノ
A
早
T
ハ
左
ノ
如
ク
理
解
セ
ラ
ル

一
、
本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
存
ス
ル
預
金
等
(
封
鎖
預
金
ト
称
ス
)
ニ
付

テ
ハ
一
定
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
一
定
期
間
中
ハ
現
金
ニ
依
リ
払
戻
ヲ

為
シ
得
ザ
ル
コ
ト
(
要
綱
一
、
二
)

一
一
九
封
鎖
預
金
ハ
小
切
手
等
ニ
依
リ
封
鎖
勘
定
ノ
億
移
転
ス
ル
コ
ト
ヲ

山
-
市
内
，
“自

由
ト
シ
、
封
鎖
預
金
ニ
依
ル
弁
済
ヲ
法
律
上
現
金
ニ
依
ル
支
払
ト

同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト

尚
右
ノ
小
切
手
ニ
付
テ
ハ
記
名
式
、
使
途
ノ
記
入
等
ノ
措
置
ヲ
講
ズ

ル
コ
ト
(
要
綱
三
、
五
)

一
、
三

O
)

関
シ
テ
ハ
全
額
現
金
ヲ
以
テ
払
戻
ヲ
受
ケ
得
ル
コ
ト
ト
ス
。
従
ツ
テ

原
案
ニ
於
ケ
ル
現
金
保
有
ノ
制
限
及
取
引
ノ
特
殊
小
切
手
使
用
ノ
趣

旨
ハ
没
却
セ
ラ
ル
ル
結
果
ト
ナ
ル
?

三
、
封
鎖
勘
定
ノ
使
用
ヲ
普
遍
的
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

原
案
ニ
於
テ
ハ
封
鎖
勘
定
ハ
主
ト
シ
テ
旧
債
務
ノ
決
済
ニ
充
当
ス
ル

場
合
ニ
限
ラ
レ
、
従
ツ
テ
新
債
務
ノ
弁
済
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ハ
総
テ

自
由
預
金
ト
ナ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ

之
ニ
対
シ
要
綱
ニ
於
テ
ハ
封
鎖
勘
定
ニ
依
ル
支
払
ハ
旧
債
務
ノ
ミ
ナ

ラ
ズ
新
債
務
ノ
弁
済
ノ
場
合
ニ
モ
封
鎖
ノ
億
二
移
転
セ
ラ
レ
自
由
預

金
ト
ナ
ラ
ズ
、
此
ノ
点
ハ
特
ニ
法
人
ヨ
リ
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
付

大
ナ
ル
相
違
ヲ
生
ズ

四
、
封
鎖
ノ
対
象
ヲ
拡
張
ス
ル
コ
ト

原
案
ニ
於
テ
ハ
本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
存
ス
ル
預
金
等
ノ
元
本
ニ
限
リ

タ
ル
ニ
対
シ
、
要
綱
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
範
囲
明
カ
ナ
ラ
ザ
ル
モ
封
鎖
預

金
ノ
利
息
、
公
社
債
ノ
元
本
、
利
印
鑑
マ
ニ
モ
拡
張
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ

ノ
如
、
ン

第
三
、
要
綱
ノ
批
判

一
、
購
買
力
封
鎖
ノ
効
果

要
綱
ニ
依
レ
パ
封
鎖
預
金
ノ
移
転
ニ
依
ル
債
務
(
新
債
務
ヲ
含
ム
)

ノ
弁
済
ヲ
自
由
ト
ス
ル
結
果
、
本
措
置
ノ
主
眼
ト
ス
ル
購
買
力
封
鎖

ノ
意
義
ガ
殆
ン
ド
失
ハ
ル
ル
コ
ト
ト
ナ
ル

右
ニ
関
シ
テ
ハ
購
買
力
ヲ
封
鎖
ス
ル
コ
ト
不
充
分
ナ
リ
ト
雄
モ
小
切

手
ノ
使
用
ヲ
強
制
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
闇
取
引
ヲ
防
止
ス
ル
ド
共
ニ
小
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切
手
ノ
使
用
ニ
憤
レ
ザ
ル
一
般
大
衆
ノ
購
買
力
庁
事
実
上
封
鎖
セ
ラ

ル
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
正
常
取
引
ノ
ミ
ガ
小
切
手
ニ
依
リ
テ
円
滑
ニ
行
ハ

レ
得
ベ
キ
コ
ト
ト
ナ
ル
モ
ノ
ト
主
張
セ
ラ
ル
ベ
キ
モ
、
此
ノ
点
ニ
関

、ン-アハ
ω
仮
令
正
常
取
引
ト
雄
モ
過
剰
購
買
力
ヲ
封
鎖
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
パ

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
抑
制
ノ
効
果
ヲ
挙
ゲ
得
ザ
ル
コ
ト

ω
小
切
手
ノ
使
用
強
制
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
必
ズ
シ
モ
闇
取
引
其
ノ
他
正

常
取
引
外
へ
ノ
資
金
ノ
濫
用
ヲ
防
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
コ
ト

業

5

ω、
小
切
号
取
引
ニ
慣
レ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
之
ニ
依
リ
何
等
ノ
痛

葎
ヲ
感
ゼ
シ
メ
ズ
購
買
力
ヲ
封
鎖
セ
ラ
レ
ザ
リ
シ
ト
同
様
タ
ル
ベ

札
ク
、
他
方
小
切
手
ノ
使
用
ニ
慣
レ
ザ
ル
一
般
大
衆
ハ
不
当
ニ
不
便

ト
圧
迫
ヲ
感
ズ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
コ
ト

二
、
封
鎖
勘
定
価
格
及
現
金
価
格
ノ
発
生

封
鎖
預
金
ヲ
封
鎖
勘
定
ノ
佳
自
由
ニ
移
転
セ
シ
ム
ル
為
封
鎖
預
金
ニ

依
ル
取
引
盛
ン
ニ
行
ハ
レ
現
金
乃
至
自
由
預
金
ニ
依
ル
取
引
価
格
ト

ノ
間
ニ
打
歩
ヲ
生
ジ
所
謂
二
重
価
格
ノ
発
生
ヲ
見
、
一
般
取
引
ヲ
混

乱
セ
シ
ム

三
、
法
人
ノ
現
金
使
用
規
制
ノ
弱
化

法
人
ニ
対
ス
ル
現
金
保
有
ノ
規
制
及
特
殊
小
切
手
ノ
使
用
強
制
ハ
自

由
預
金
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ニ
依
リ
其
ノ
音
義
ヲ
失
ヒ
、
事
実
上
法
人
ノ

大
口
現
金
取
引
ヲ
自
由
ト
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
其
ノ
結
果
法
人
ニ
依
ル

闇
取
引
等
ノ
防
止
ヲ
困
難
ナ
ラ
シ
ム

四
、
封
鎖
勘
定
ニ
依
ル
新
債
務
支
払
ニ
伴
フ
不
合
理

資

，、

緊急措置の法令化過程(2)

積
極
的
ニ
行
ハ
シ
ム
ル
為
ニ
ハ
新
規
ニ
発
生
ス
ル
所
得
ハ
之
ヲ
自

由
ニ
委
ヌ
ル
ノ
要
ア
リ

一
歩
ヲ
譲
リ
本
令
施
行
前
ニ
〆
生
ジ
タ
ル
資
産
ヨ
リ
発
生
ス
ル
所
得

ハ
総
テ
之
ヲ
封
鎖
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ノ
建
前
ニ
依
リ
封
鎖
預
金
ノ
利

息
ヲ
封
鎖
ス
ル
コ
ト
ト
セ
パ
預
金
ニ
準
ズ
ル
投
資
物
件
タ
ル
国
債

及
社
債
ノ
利
息
、
登
山
配
当
金
ニ
モ
拡
張
ス
ル
必
要
ア
リ
又
此
等

ト
ノ
権
衡
上
地
代
、
家
賃
貸
付
金
〆
利
息
等
ヲ
モ
封
鎖
セ
ザ
ル

ヲ
得
ザ
ル
ベ
ク
其
ノ
停
止
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
ズ
、
此
ガ
実
際
ノ
適
用

ノ
点
ヲ
岩
慮
ス
ル
ト
キ
ハ
葬
不
可
能
ニ
近
ク
徒
ラ
ニ
労
多
ク
シ

テ
効
果
砂
カ
ル
ベ
シ

尚
封
鎖
預
金
ヲ
以
テ
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
利
息

モ
亦
封
鎖
セ
ラ
ル
ル
ヲ
以
テ
現
金
ニ
依
リ
支
払
ヲ
受
ケ
之
ヲ
自
由

預
金
ト
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
比
シ
均
衡
ヲ
失
ヒ
二
重
価
格
ノ
弊
害
ヲ

一
層
大
ナ
ラ
シ
ム
ル
結
果
ト
ナ
ル

六
、
実
行
手
続
上
ノ
煩
墳

付
預
金
ニ
付
封
鎖
預
金
及
自
由
預
金
ノ
受
払
事
務
ノ
為
ニ
金
融
機

関
ニ
於
テ
ハ
原
簿
、
元
帳
、
伝
票
、
通
帳
、
小
切
手
其
ノ
他
一
切

ノ
取
引
関
係
ノ
帳
簿
書
類
ニ
付
封
鎖
勘
定
ト
自
由
勘
定
ト
ノ
一
一
重

ノ
整
理
ヲ
行
フ
ノ
要
ア
リ
、
事
務
上
其
ノ
煩
ニ
堪
エ
ズ
此
ノ
点
ニ

付
テ
ハ
利
息
ノ
記
帳
ニ
付
特
ニ
面
倒
ナ
ル
問
題
ヲ
生
ズ
ベ
シ

・
口
封
鎖
預
金
ヲ
使
用
ス
ル
為
ニ
当
座
取
引
ヲ
普
遍
的
ニ
認
メ
ザ
ル

ヲ
得
ザ
ル
ベ
ク
、
当
座
契
約
希
望
者
ハ
一
時
ニ
激
増
ス
ル
モ
ノ
ト

予
想
セ
ラ
ル
ル
処
、
之
ニ
応
ズ
ル
為
ニ
人
的
、
物
的
資
源
ニ
不
当

423 IV 
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一
般
取
引
ニ
於
テ
現
金
ヲ
以
テ
支
払
フ
ベ
キ
モ
ノ
ト
封
鎖
勘
定
ヲ
以

テ
支
払
フ
ベ
キ
モ
ノ
ト
ヲ
法
令
上
区
別
シ
得
ザ
ル
ベ
ク
従
ツ
テ
支
払

受
領
者
ハ
本
令
施
行
後
ノ
新
ナ
ル
勤
労
ニ
依
ル
製
品
ノ
代
金
ニ
付
テ

モ
封
鎖
勘
定
ヲ
以
テ
支
払
ハ
ル
ル
場
合
ア
リ
得
ベ
シ
。
小
規
模
ノ
商

工
業
者
ニ
付
其
ノ
製
品
中
少
ク
ト
モ
賃
金
ニ
相
当
ス
ル
部
分
ノ
ミ
ハ

之
ヲ
現
金
ニ
依
ル
支
払
ヲ
受
ケ
シ
メ
ザ
レ
パ
俸
給
生
活
者
ノ
給
与
ト

ノ
問
ニ
不
均
衡
ヲ
生
ズ
ベ
シ

玉
、
封
鎖
対
象
拡
張
ノ
限
界
点
ノ
問
題

封
鎖
ノ
対
象
ヲ
本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
存
ス
ル
預
金
等
ノ
元
本
ニ
限
定

ス
ル
ヤ
ノ
問
題
ハ
第
一
ニ
ハ
国
債
、
社
債
、
株
式
等
ノ
元
本
ノ
償
還

(
売
却
代
金
ヲ
含
ム
)
ヲ
モ
含
マ
シ
ム
ル
ヤ
ノ
問
題
ト
第
二
ニ
ハ
之

等
元
本
ノ
利
子
、
配
当
ヲ
モ
含
マ
シ
ム
ル
ヤ
ノ
問
題
ト
ノ
二
ア
リ

付
封
鎖
元
本
ノ
範
囲

購
買
力
ノ
封
鎖
ヲ
徹
底
セ
シ
ム
ル
為
ニ
ハ
一
切
ノ
購
買
力
ノ
源
泉

ヲ
封
鎖
ス
ル
ヲ
理
想
ト
ス
ベ
キ
モ
預
金
以
外
ニ
拡
張
ス
ル
ト
セ
パ

国
債
、
社
債
登
山
ノ
元
本
ノ
償
還
、
(
売
却
代
金
ヲ
含
ム
)
、
不
動

産
ノ
売
却
代
金
、
一
般
貸
借
金
ノ
返
済
等
ニ
モ
及
ポ
ス
ノ
要
ア
リ
、

其
ノ
問
ニ
於
テ
経
済
ノ
運
行
、
金
融
取
引
等
ニ
及
ポ
ス
影
響
ト
モ

硯
合
セ
合
理
的
ナ
ル
限
界
ヲ
設
ク
ベ
キ
ナ
ル
ヲ
以
テ
原
案
ノ
如
ク

一
応
潜
在
的
購
買
力
ノ
主
要
源
泉
ニ
シ
テ
而
モ
直
チ
ニ
現
実
ノ
購

買
力
ニ
転
化
シ
得
ベ
キ
預
金
等
ニ
限
定
ス
ル
ヲ
適
当
ト
認
ム

。
新
規
所
得
封
鎖
ノ
要
否

新
ナ
ル
産
業
経
済
ノ
活
動
ヲ
新
ナ
ル
基
盤
ノ
上
ニ
於
テ
自
由
ニ
且

、、

ノ
濫
費
ヲ
余
儀
ナ
ク
セ
ラ
ル

同
一
般
法
人
及
個
人
ハ
預
金
ニ
付
二
重
ノ
取
引
ヲ
有
ス
ル
結
果
小

切
手
ノ
振
出
、
金
銭
債
務
ノ
弁
済
等
ハ
常
ニ
封
鎖
勘
定
ヲ
以
テ
ス

ベ
キ
ヤ
否
ニ
付
配
慮
ス
ル
ト
共
ニ
事
務
ノ
処
理
ニ
当
リ
テ
ハ
区
分

r

整
理
ス
ル
ノ
要
ア
リ

側
小
切
手
制
度
ヲ
普
遍
的
ナ
ラ
シ
ム
ル
丈
ノ
経
済
的
信
用
制
度
確

立
セ
ザ
ル
我
国
ノ
現
状
ニ
於
テ
ハ
小
切
手
ノ
不
渡
、
小
切
手
ノ
偽

造
等
ノ
事
例
頻
発
ス
ル
ノ
倶
ア
リ

(
備
考
)要

綱
ニ
ハ
各
条
ノ
改
正
削
除
等
ノ
意
見
ヲ
付
シ
ア
ル
モ
マ
司
令
部
ハ

我
国
法
律
制
度
ニ
ハ
必
ズ
シ
モ
通
暁
シ
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
今
後
ハ

原
則
的
事
項
ニ
付
諒
解
ヲ
求
メ
法
令
ノ
細
目
ニ
関
シ
テ
ハ
我
方
ニ
委

ネ
ラ
ル
ル
様
諒
解
ヲ
得
ル
ノ
要
ア
ゆ

書

込

※

1
一
・
コ
二
大
臣
室
※

2
必
ズ
シ
モ
自
由
ニ
非
ズ
※

3
マ
司
令
部

ハ
自
由
預
金
ハ
完
全
ニ
自
由
ニ
ス
ル
意
向
米

4
原
案
ニ
於
テ
ハ
法
人
ノ

自
由
預
金
モ
制
限
米

5
R
R
g
z
o
ニ
ス
レ
パ
闇
取
引
等
ニ
使
ハ
レ
ル

コ
ト
ハ
防
ギ
得
ル

注
作
成
者
不
明
。
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
|
三
|
二
。
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w
l
U
金
融
緊
急
措
置
ト
併
行
実
施
ス
ベ
キ
事
項
(
昭
和
二

一
年
一
月
一
三
日
)

資

昭
二
一
、

金
融
緊
急
措
置
ト
併
行
宰
施
ス
ベ
キ
事
項

金
融
緊
急
措
置
ト
共
ニ
左
記
事
項
ヲ
併
行
世
界
施
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

戸
U

一
、
新
日
本
銀
行
券
価
値
安
定
措
置

付
新
日
本
銀
行
券
発
行
全
額
傍
証
制
度
ノ
密
議

新
日
本
銀
行
券
ノ
発
行
ハ
全
額
保
証
制
ト
シ
、
差
当
リ
金
、
銀
及
煙

草
専
売
事
業
(
二
十
一
年
度
煙
草
専
売
益
金
見
込
ヲ
一
割
ヲ
以
テ
還

元
シ
タ
ル
額
ヲ
評
価
額
ト
ス
)
ヲ
其
ノ
保
証
ニ
充
ツ
ル
コ
ト

。
新
券
貸
出
、
新
券
預
金
及
新
券
証
券
ニ
価
値
不
変
条
項
ノ
設
定

ω
日
銀
ノ
新
券
ヲ
以
テ
ス
ル
貸
出
、
一
般
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
新

券
自
由
預
金
及
新
券
貸
出
政
府
等
ノ
新
券
表
示
国
債
其
ノ
他
ノ
証

券
等
新
券
証
券
ニ
付
テ
ハ
価
値
不
変
条
項
ヲ
付
ス
ル
コ
ト

例
右
不
変
価
値
ノ
計
算
ハ
昭
和
三
一
年
三
月
末
ノ
新
券
発
行
高
ヲ

百
ト
シ
、
之
ノ
倍
率
ニ
依
ル
コ
ト

ω
w
'
右
新
券
ニ
対
ス
ル
価
値
不
変
条
項
ノ
付
設
ニ
伴
ヒ
左
ノ
措
置
ヲ

講
ズ
ル
コ
ト

ω
封
鎖
預
金
ヨ
リ
自
由
預
金
へ
ノ
移
動
ヲ
極
力
排
ス
ル
コ
ト

(
例
へ
パ
毎
月
個
人
ノ
生
活
費
引
出
モ
自
由
預
金
及
他
収
入
ナ

キ
ト
キ
ニ
限
定
シ
、
又
園
、
会
社
等
ノ
支
払
元
ガ
自
由
預
金
其

一、
一一一一

緊急措置の法令化過程(2)

二
百
五
十
カ
ロ
リ
ー
)
ニ
是
正
ス
ル
ト
共
ニ
魚
類
、
野
菜
及
油
ノ
配

給
ニ
依
リ
配
給
ノ
ミ
ニ
テ
千
八
百
カ
ロ
リ
ー
ハ
之
ヲ
摂
取
シ
得
ル
如

ク
為
ス
コ
ト

例
右
ノ
為
、
玉
食
ソ
横
流
ヲ
厳
罰
シ
、
肥
料
及
ガ
ソ
リ
ン
ノ
国
家
管
理
、

漁
場
ノ
管
理
、
露
庖
商
ノ
公
営
市
場
化
及
自
給
畑
ノ
各
戸
所
有
ヲ
断

行
ス
ル
コ
ト

三
、
民
需
生
産
ノ
再
開
促
進

民
需
生
産
ノ
再
開
ヲ
促
進
ス
ル
為
右
改
定
公
定
価
格
ヲ
以
テ
買
入
ル
ベ

キ
コ
ト
ヲ
約
シ
国
庫
ニ
於
テ
大
量
ノ
民
需
品
ノ
発
注
ヲ
為
シ
経
理
ノ
安

定
ヲ
確
保
シ
テ
民
需
生
産
ノ
再
開
ヲ
促
進
ス
ル
コ
ト

四
、
失
業
対
策
ノ
実
行

右
民
需
生
産
ノ
再
開
ニ
拘
ラ
ズ
生
ズ
ル
失
業
者
ノ
生
産
的
救
済
ヲ
図
ル

為
最
低
配
給
食
糧
ヲ
購
入
シ
得
ル
ニ
足
ル
給
与
ヲ
給
付
ス
ル
失
業
対
策

事
業
(
例
へ
パ
戦
災
地
整
理
等
)
ヲ
即
時
実
行
ス
ル
コ
ト

玉
、
住
宅
対
策
ノ
実
行

国
有
林
及
御
料
林
ヲ
中
心
ト
シ
テ
大
量
ノ
木
材
ヲ
供
給
シ
又
向
フ
一
年

間
住
宅
規
模
ヲ
一
戸
十
坪
以
内
ニ
限
定
シ
又
校
舎
焼
ピ
ル
等
ヲ
改
修
シ

ア
パ
ー
ト
、
木
賃
宿
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料

Z
五
二
六

i
三
|
二
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ノ
他
新
券
ニ
非
ザ
ル
限
リ
之
ガ
元
本
、
配
当
及
利
子
収
入
モ
封

鎖
預
金
ニ
受
入
レ
シ
ム
ル
コ
ト
)

ω
政
府
ハ
赤
字
財
政
ヲ
絶
対
ニ
排
シ
、
財
産
税
等
徴
収
シ
得
ザ

ル
問
ハ
国
債
利
払
ノ
延
期
又
ハ
停
止
等
J
措
置
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト

ヲ
芳
慮
ス
ル
コ
ト

ω
銀
行
其
ノ
他
ノ
金
融
機
関
ノ
貸
出
モ
極
力
健
全
ナ
ル
モ
ノ
ニ

限
リ
、
投
機
其
ノ
他
思
惑
的
資
金
ハ
絶
対
ニ
排
ス
ル
コ
ト

ω
本
年
八
月
三
十
一
日
ニ
封
鎖
預
金
ノ
解
除
ヲ
為
ス
迄
ニ
財
産

税
等
ニ
相
当
ス
ベ
キ
額
ハ
別
除
シ
又
ハ
国
庫
ニ
徴
収
セ
ラ
ル
ル

措
置
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト
¥

国
財
産
税
額
二
価
値
不
変
条
項
ノ
設
定

ω
財
産
税
遁
脱
狂
奔
等
ニ
依
ル
経
済
不
活
動
ヲ
除
去
ス
ル
為
国
民

ノ
全
財
産
ヲ
速
ニ
調
査
ス
ル
ト
共
ニ
物
的
財
産
ニ
付
テ
ハ
価
値
不

変
条
項
ヲ
付
シ
調
査
時
期
ト
財
産
税
納
付
時
期
ト
ノ
間
ニ
於
テ
値

上
リ
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
依
リ
財
産
税
額
ヲ
計
算
ス
ル
コ
ト
ト

シ
財
産
税
等
賦
課
ノ
公
正
ヲ
期
ス
ル
コ
ト

料
右
ノ
為
公
定
価
格
ヲ
右
財
産
調
査
期
日
迄
ニ
合
理
的
ニ
改
定
ス

ル
コ
ト

二
、
主
食
配
給
ノ
合
理
化

ω
現
行
二
合
一
勺
(
千
五
十
カ
ロ
リ
ー
)
ノ
米
麦
配
給
ハ
人
命
ヲ
維

持
ス
ル
ニ
足
ラ
ズ
、
所
謂
闇
買
不
可
避
ナ
ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
、
去
ル
一

月
二
十
六
日
連
合
軍
食
糧
輸
入
ニ
関
ス
ル
発
表
ニ
依
存
シ
之
ヲ
三
月

日
ヨ
リ
一
二
合
(
千
五
百
カ
ロ
リ
ー
)
又
ハ
少
ク
ト
モ
二
合
五
勺
(
千

w
l
M
民
需
生
産
再
開
ノ
為
ノ
企
業
経
理
対
策
要
綱
(
案
)

(
昭
和
二
一
年
一
月
三
一
日
検
討
資
料
)

民
需
生
産
再
開
ノ
為
ノ
企
業
経
理
対
策
要
綱
(
案
)

昭
和
二
て
一
、
三
O

民
需
生
産
ノ
再
開
ハ
我
国
当
面
ノ
最
大
要
務
ノ
一
ナ
ル
処
之
ヲ
促
進
ス

ル
為
ニ
ハ
民
需
生
産
ノ
再
開
ヲ
阻
害
シ
居
ル
各
般
ノ
原
因
ヲ
除
却
ス
ル

為
各
分
野
ニ
亘
ル
産
品
諸
対
策
ヲ
講
ズ
ル
ノ
要
ア
リ
ー
其
ノ
諸
対
策

?
ノ
一
環
ト
シ
テ
企
業
ノ
経
理
ニ
関
シ
左
記
ノ
措
置
ヲ
講
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

ロ
u

g-
ロ

て
資
金
面
ニ
関
ス
ル
措
置

ω
復
興
金
融
機
構
ノ
創
設

産
業
界
及
金
融
界
ノ
双
方
ニ
各
種
ノ
不
安
定
ナ
ル
要
素
ガ
存
ス
ル

結
果
、
民
生
産
業
復
興
ノ
為
ノ
資
金
ニ
シ
テ
公
衆
ノ
利
益
ノ
為
ニ

ハ
是
非
ト
モ
必
要
ナ
ル
ニ
拘
ラ
ズ
普
通
ノ
金
融
機
関
ガ
通
常
ノ
融

資
ト
シ
テ
金
融
ス
ル
コ
ト
困
難
ナ
ル
ガ
如
キ
事
例
多
キ
実
情
ニ
鑑

ミ
、
経
済
界
ノ
不
安
定
ナ
ル
暫
定
的
期
間
ニ
於
テ
専
ラ
斯
カ
ル
場

合
ノ
資
金
供
給
ヲ
担
当
ス
ベ
キ
復
興
金
融
ノ
機
構
ヲ
創
設
ス
。
之

ガ
為ω

来
タ
ル
ベ
キ
特
別
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
テ
復
興
金
融
会
社
法

(
仮
称
)
ヲ
制
定
シ
之
ニ
基
キ
特
別
ノ
金
融
機
関
(
復
興
金
融

会
社
ト
仮
称
ス
)
ヲ
設
立
ス

帥
右
復
興
金
融
会
社
ノ
設
立
ニ
到
ル
迄
ノ
経
過
的
期
間
ニ
於
テ
，
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ハ
復
興
金
融
会
社
設
立
後
之
ニ
肩
替
リ
ス
ル
コ
ト
ヲ
条
件
ト
シ

テ
現
在
ノ
日
本
興
業
銀
行
ヲ
シ
テ
別
勘
定
ヲ
設
ケ
シ
メ
復
興
金

融
ノ
業
務
ヲ
行
ハ
シ
ム

来
2

右
復
興
金
融
ニ
要
ス
ル
資
金
ハ
政
府
保
証
付
興
業
債
券
ノ
発
行

ニ

依

リ

之

ヲ

調

達

ス

ぎ

付
右
復
興
金
融
ノ
運
営
ヲ
適
正
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
官
民
ヨ
リ
成
ル

復
興
金
融
委
員
会
ヲ
設
置
ス

帥
右
ノ
仕
組
ノ
設
定
ニ
伴
ヒ
現
在
ノ
強
制
融
資
ノ
制
度
ハ
之
ヲ

廃
止
ス
、
但
シ
正
式
ノ
強
制
融
資
命
令
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
期
待

シ
テ
金
融
機
関
ノ
為
シ
タ
ル
賃
金
、
給
料
、
税
金
等
ノ
支
払
資

金
其
ノ
他
ニ
関
シ
テ
ハ
厳
重
ナ
ル
審
査
ノ
上
従
来
強
制
融
資
ニ

依
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
ノ
権
衡
上
巳
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ハ
此
際
強
制

融
資
へ
ノ
振
替
へ
ヲ
認
ム

ω
金
融
機
関
ノ
資
金
融
通
ノ
抑
制

前
項
ノ
復
興
金
融
機
構
ノ
創
設
ニ
依
リ
民
生
産
業
復
興
ニ
必
要
ナ

ル
資
金
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
円
滑
ナ
ル
供
給
ヲ
図
ル
一
方
墨
恐
、
買
溜
、

闇
取
引
等
ノ
資
金
ノ
融
通
ハ
厳
重
ニ
之
ヲ
抑
制
ス
。
殊
ニ
将
来
ノ

貨
幣
価
値
ノ
低
落
ヲ
見
越
シ
比
ノ
際
出
来
得
ル
限
リ
借
入
金
ニ
依

存
セ
〉
ト
ス
ル
傾
向
ニ
対
シ
テ
ハ
厳
重
ニ
之
ヲ
抑
制
シ
寧
ロ
資
金

融
通
ノ
抑
制
ヲ
通
ジ
資
金
難
ヨ
リ
ス
ル
手
持
資
材
ノ
放
出
活
用
ヲ

促
進
ス

ω
軍
需
融
資
ノ
処
理
及
企
業
ノ
補
償

金
融
界
ニ
於
ケ
ル
軍
需
融
資
ノ
処
理
ハ
産
業
界
ニ
於
ケ
ル
軍
需
企

資緊急措置の法令化過程(2)

産
ヲ
開
始
シ
得
ザ
ル
事
例
多
キ
実
情
ニ
鑑
ミ
斯
カ
ル
場
合
ニ
ハ
其
ノ

民
需
転
換
可
能
ノ
設
備
資
材
等
ヲ
必
要
ナ
ル
人
員
ト
共
ニ
現
在
ノ
企

業
経
理
ヨ
リ
分
離
シ
別
個
ノ
新
ナ
ル
経
理
ト
セ
シ
メ
ル
コ
ト
ニ
依
リ

其
ノ
活
動
ヲ
開
始
セ
シ
ム
ル
ヲ
適
当
ト
ス
。
依
而
例
へ
パ
其
ノ
民
需

転
換
可
能
部
分
ニ
依
ル
新
会
社
ノ
設
立
ノ
措
置
ヲ
講
ズ

右
新
会
社
ニ
対
シ
テ
ハ
ソ
ノ
製
品
ニ
関
シ
価
格
政
策
上
特
別
ノ
考
慮

ヲ
払
ヒ
金
融
ニ
付
テ
モ
亦
普
通
ノ
金
融
機
関
ヨ
リ
通
常
ノ
金
融
ヲ
行

ハ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。
新
会
社
ノ
分
離
ニ
依
リ
不
要
ト
ナ
レ
ル
設
備

等
ノ
ミ
ヲ
保
有
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
旧
会
社
ハ
最
少
限
度
ノ
人
員
ヲ
以

テ
政
府
補
償
金
ノ
受
入
、
負
債
ノ
整
理
等
ノ
整
理
事
務
ヲ
行
ヒ
清
算

ニ
入
ル
モ
ノ
ト
ス

尚
新
会
社
ノ
設
置
其
ノ
他
民
需
産
業
ノ
再
開
並
ニ
軍
需
企
業
等
ノ
整

理
ノ
円
滑
ナ
ル
信
存
ヲ
確
保
ス
ル
為
官
民
ヨ
リ
成
ル
委
員
会
ヲ
設
置

シ
、
企
業
ノ
更
生
計
画
ヲ
樹
立
勧
奨
ス
ル
ト
共
ニ
要
ス
レ
パ
積
極
的
・

ニ
企
業
ニ
対
ス
ル
民
需
生
産
ノ
再
開
ノ
命
令
ヲ
モ
為
シ
得
ル
モ
ノ
ト

ス
三
、
統
制
法
令
ニ
関
ス
ル
措
置

現
在
産
業
資
金
ノ
調
整
ヲ
規
定
セ
ル
臨
時
資
金
調
整
法
、
会
社
経
理

統
制
令
、
銀
行
等
資
金
運
用
令
、
軍
需
金
融
等
特
別
措
置
法
、
企
業

整
備
資
金
措
置
法
等
ノ
法
令
ヲ
整
理
統
合
シ
、
来
ル
ベ
キ
特
別
議
会

ノ
協
賛
ヲ
経
テ
産
業
資
金
法
(
仮
称
)
ヲ
制
定
シ
「
イ
ン
フ
レ
l
シ
'

ヨ
ン
」
防
止
ノ
為
ノ
資
金
統
制
ソ
強
化
其
ノ
他
前
各
項
ノ
措
置
ノ
実

行
ニ
必
要
ナ
ル
法
律
的
根
拠
ヲ
規
定
ス

427 IV 

業
ノ
損
失
補
償
及
賠
償
ニ
対
ス
ル
補
償
ノ
問
題
ト
不
可
分
ノ
関
係

ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
、
産
業
界
ニ
於
ケ
ル
損
失
額
ヲ
速
カ
ニ
調
査
決

定
シ
タ
ル
上
其
ノ
損
失
ヲ
産
業
界
、
金
融
界
及
国
家
ノ
三
者
ニ
於

テ
公
平
ニ
負
担
ス
ル
ノ
原
則
ノ
下
ニ
軍
需
融
資
ノ
処
理
及
企
業
ノ

補
償
ヲ
実
行
ス

軍
需
融
資
ノ
処
理
ニ
付
テ
ハ
軍
需
融
資
ノ
肩
替
リ
ヲ
為
ス
ガ
如
キ

特
別
ノ
処
理
機
関
ノ
設
置
ヲ
要
ス
ル
場
合
モ
ア
リ
得
ベ
キ
モ
差
当

リ
ノ
処
置
ト
シ
テ
ハ
各
金
融
機
関
ニ
於
テ
特
別
勘
定
ヲ
設
ケ
テ
之

ヲ
整
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
シ
、
各
金
融
機
関
ノ
軍
需
融
資
ノ
処
理

ニ
付
テ
ハ
産
業
界
ニ
対
ス
ル
政
策
ト
モ
呪
合
セ
テ
統
一
的
方
針
ニ

依
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。
尚
之
ガ
為
適
当
ナ
ル
委
員
会
ヲ
設
置
ス

ω
過
剰
購
買
力
ノ
活
用

主
ト
シ
テ
過
去
ノ
蓄
積
ニ
基
ク
消
費
者
層
ノ
超
大
ナ
ル
過
剰
購
買

力
ハ
現
在
食
糧
其
ノ
他
ノ
生
活
必
需
物
資
ニ
集
中
シ
ソ
ノ
価
格
ヲ

暴
騰
セ
シ
メ
ツ
ツ
ア
ル
世
帯
ニ
鑑
ミ
食
糧
其
ノ
他
ノ
物
資
面
ヨ
リ

ノ
強
力
ナ
ル
対
策
ト
併
行
シ
此
等
過
剰
購
買
力
ヲ
吸
収
シ
テ
其
ノ

「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
へ
ノ
害
悪
ヲ
除
去
ス
ル
ト
共
ニ
進
ン
デ

之
ヲ
民
生
産
業
復
興
ノ
為
ノ
必
要
ナ
ル
資
金
ト
シ
テ
動
員
活
用
ス

二
、
経
理
面
ニ
関
ス
ル
措
置

企
業
庁
終
戦
後
不
要
ト
ナ
リ
又
ハ
賠
償
ノ
対
象
ト
ナ
リ
タ
ル
軍
需
生

産
ノ
設
備
其
ノ
他
政
府
ノ
損
失
補
償
、
戦
争
保
険
金
、
損
失
ノ
繰
延

等
ノ
不
安
定
資
産
及
未
整
理
借
入
金
ヲ
多
頭
ニ
有
ス
ル
為
民
需
生
産

ニ
使
用
シ
得
ル
設
備
資
材
等
ヲ
モ
有
ス
ル
ニ
拘
ラ
ズ
新
ナ
ル
民
需
生

書

込

※

1
一
・
コ
二
大
臣
室
※

2
羽
億
ノ
限
度

引
当
ト
シ
テ
巳

Z
g
Z
ス
ル
コ
ト

注
ガ
リ
版
刷
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
|
三
|
ニ
。

米

3
集
中
ス
ベ
キ
預
金
ヲ

W
!日

日
)

緊
急
対
策
ニ
関
ス
ル
研
究
問
題
(
昭
和
一
'
二
年
二
月

緊
急
対
策
ニ
関
ス
ル
研
究
問
題

一
、
金
融
緊
急
措
置

付
封
鎖
ノ
範
囲
(
預
金
、
国
債
、
社
債
、
元
本
、
利
子
)

ω
封
鎖
預
金
ニ
依
ル
小
切
手
使
用
ノ
可
否
及
限
度

日
農
家
ニ
対
ス
ル
自
由
預
金
ノ
設
定

同
一
四
十
五
万
円
以
下
ノ
事
業
者
ノ
運
転
資
金
ノ
取
扱

(
使
用
人
別
、
預
金
残
高
比
率
)

ω
個
人
生
活
資
金
ノ
解
除

(
月
別
カ
、
定
額
自
由
預
金
振
替
カ
)

二
、
価
格
改
定
ト
価
格
統
制
令

T

(
時
期
ト
予
算
)

三
、
財
産
調
査
ノ
範
囲
及
財
産
税
薬
品
価
値
付
款

四
、
封
鎖
後
ノ
通
貨
価
値
安
定
措
置

付
量
局
発
行
限
度

ω
金
額
保
証
制
度

目
価
値
不
変
条
項
(
貸
出
、
預
金
、
国
債
等
)

昭
二
一
、
二
、



五
、
赤
字
財
政
排
除
方
法

六
、
日
銀
貸
出
方
針

七
、
国
民
所
得
ー
財
政
及
通
貨
量
ノ
規
模
並
ニ
物
価
ノ
見
透

資
・
八
、
封
鎖
預
金
ノ
解
除
期
限
後
対
策

付
長
期
預
金
ノ
優
遇

ω
財
産
税
等
ノ
概
算
徴
収
又
ハ
別
除

書

込

米

1
二
月
中
ニ
実
行
ス
ル
意
気
込
ミ

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料

Z
五
二
六

l
三

l
二。
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農
家
ニ
対
ス
ル
自
由
預
金
設
定
ノ
件
(
昭
和
一
二
年
一

昭
二
一
、
二
、
二

農
家
ニ
対
ス
ル
自
由
預
金
設
定
ノ
件

一
、
農
家
ニ
付
テ
ハ
毎
月
ノ
生
活
資
金
ノ
外
本
年
度
供
出
米
穀
代
金
ニ
付

テ
ハ
石
当
百
五
十
円
ノ
割
合
ニ
依
リ
算
出
シ
タ
ル
金
額
ノ
範
囲
内
ニ
於

テ
封
鎖
預
金
ノ
解
除
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
但
シ
最
高
一
世
帯
当
リ
三
千
円
ト

ス
ル
コ
ト

二
、
右
ハ
既
往
供
出
分
ニ
付
テ
モ
今
後
供
出
分
ニ
付
テ
モ
同
様
ノ
取
扱
ヲ

為
ス
コ
ト
ト
シ
出
来
得
レ
パ
寧
ロ
既
往
供
出
分
ノ
方
ガ
多
額
ノ
解
除
ヲ

受
ケ
得
ル
如
ク
措
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
考
慮
ス
ル
コ
ト

(
註
)
一
、
、
本
年
度
供
出
米
二
千
六
百
万
石
ニ
対
シ
石
当
百
五
十
円
ト

ス
レ
パ
三
十
九
億
円
ナ
リ

緊急措置の法令化過程(2)

ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
及
之
等
ノ
屑
)
、
モ
ー
タ
ー
、
変
圧
器
、
電
球
(
以
上

三
者
ハ
据
付
又
ハ
使
用
中
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ク
)
、
軸
受

口
在
庫
調
査

一
定
期
日
ヲ
期
シ
対
象
物
資
ノ
在
庫
ヲ
調
査
シ
申
告
義
務
者
ヨ
リ
必

要
ナ
ル
事
項
ヲ
申
告
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
、
尚
申
告
ノ
爾
後
ニ
於
テ

行
政
官
庁
及
買
上
機
関
ニ
於
テ
必
要
ニ
応
ジ
臨
検
検
査
ヲ
為
ス
モ
ノ

ト
スω

申
告
義
務
者

調
査
物
資
(
以
下
物
資
ト
称
ス
)
ノ
製
造
(
加
工
ヲ
含
ム
)
業
者

販
売
業
者
又
ハ
其
ノ
団
体
ニ
シ
テ
二
数
量
以
上
ノ
物
資
ヲ
所
有

ス
ル
モ
ノ
、
物
資
ヲ
業
務
上
原
材
料
ト
シ
テ
使
用
ス
ル
者
ニ
シ
テ

一
定
数
量
以
上
ノ
物
資
ヲ
所
有
ス
ル
モ
ノ
、
官
庁
、
公
共
団
体
、

消
費
者
団
体
ニ
シ
テ
一
定
数
量
以
上
ノ
物
資
ノ
所
有
者
(
一
般
消

費
者
ヲ
含
ム
)
並
ニ
物
資
ヲ
保
管
ス
ル
倉
庫
業
者
、
運
送
業
者
其

ノ
他
他
人
ノ
委
託
ヲ
受
ケ
一
定
数
量
以
上
ノ
物
資
ヲ
保
管
ス
ル
者
、

i

例
申
告
事
項

所
有
者
又
ハ
保
尚
喜
ノ
氏
名
、
名
称
及
住
所
、
物
資
ノ
種
類
、
所

有
又
ハ
保
章
者
冥
所
有
又
ハ
鐸
晶
斎
、
保
管
ノ
場
合
ハ
所
有

者
ノ
氏
名
-
名
称
及
住
所
、
所
有
又
ハ
保
管
ノ
始
期
、
買
入
先
)

最
近
四
ヶ
月
間
ノ
使
用
又
ハ
販
売
数
量
-
其
ノ
他
必
要
ア
ル
事
項

付
皇
口
手
続

施
行
ノ
日
ヨ
リ
二
週
間
内
ニ
物
資
附
在
ノ
地
方
庁
経
由
ノ
上
商
工

大
臣
宛
里
ロ
セ
シ
ム
ル
モ
商
工
大
臣
ノ
申
告
受
理
事
務
ハ
便
宜
地
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， 

二
、
右
封
鎖
解
除
額
ハ
財
産
税
等
ノ
課
税
ノ
対
象
「
ナ
ル
モ
ノ

‘
ト
ス

注
タ
イ
プ
打
ち
。
}

出
所
大
蔵
省
資
料

Z
五
二
六
|
三
|
三
。

w
l
U
隠
退
蔵
物
資
買
上
要
綱
案
(
昭
和
一
二
年
二
月
一
百
商
工

省
商
務
局
)

商
務
局

一一一、
一一、
一一

隠
退

方
針不

正
又
ハ
不
当
ニ
物
資
ヲ
隠
匿
又
ハ
退
蔵
シ
タ
ル
者
特
ニ
終
戦
時
ノ
混

乱
ニ
乗
ジ
軍
等
ヨ
リ
不
当
ニ
物
資
ノ
払
下
ヲ
受
ケ
又
ハ
其
ノ
後
ノ
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
財
産
税
ヲ
見
越
シ
不
正
又
ハ
不
当
ニ
物
資
ヲ
買
溜
又

ハ
売
惜
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ヨ
リ
物
資
ヲ
供
出
セ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
之
ヲ
適
正
'

ニ
配
給
シ
就
中
食
糧
供
出
ノ
見
返
リ
ニ
充
ツ
ル
為
左
ノ
要
領
ニ
依
リ
措

置
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

要
領
措
置

付
調
査
物
資

各
種
石
油
製
品
、
繊
維
製
品
(
糸
、
織
物
、
毛
布
、
外
套
、
洋
服
、

作
業
服
、
シ
ャ
ツ
及
ズ
ボ
ン
下
、
手
袋
、
靴
下
、
巻
脚
貯
及
足
袋
)
、

生
ゴ
ム
、
屑
ゴ
ム
及
ゴ
ム
製
品
(
地
下
足
袋
、
総
ゴ
ム
靴
及
タ
イ
ヤ
・

及
チ
ュ
ー
ブ
)
、
草
及
革
靴
、
油
脂
加
工
品
(
硬
化
油
、
脂
肪
酸
及
石

鹸
)
、
鉄
鋼
(
並
晶
鋼
々
材
、
特
殊
鋼
々
材
、
銑
鉄
及
釘
、
鋼
索
、
亜

鉛
鉄
板
、
電
熱
線
)
、
電
気
銅
、
故
銅
、
軽
金
属
(
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、

方
商
工
局
ニ
委
任
シ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム

的
雨
後
調
査

爾
後
ニ
於
テ
伺
ノ

ωニ
依
リ
可
及
的
臨
検
検
査
ヲ
励
行
ス
ル
モ
ノ

ー
ト
ス

伺

買

上

商
工
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
ハ
調
査
物
資
ノ
所
有
者
ニ
対
シ
不
正
又
ハ

不
当
ト
認
メ
タ
ル
其
ノ
所
右
薮
量
ニ
付
買
上
機
関
ニ
指
定
シ
タ
ル
価

格
ヲ
以
テ
譲
渡
ス
ベ
キ
旨
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
。
尚
調

査
物
資
以
外
ノ
物
資
ニ
付
テ
モ
不
正
又
ハ
不
当
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ト
キ

ハ
物
資
ヲ
指
定
シ
前
項
ト
同
様
ノ
措
置
ヲ
採
リ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

ω
強
制
買
上
ノ
限
度

製
造
業
者
及
販
売
業
者
ニ
付
テ
ハ
一
定
数
量
ヲ
超
ユ
ル
数
量
、
物

資
ヲ
業
務
上
原
材
料
ト
シ
テ
使
用
ス
ル
者
ニ
付
テ
ハ
業
務
上
必
要

ト
認
メ
ラ
ル
ル
数
量
(
鉄
鋼
等
ニ
付
テ
ハ
最
近
四
ヶ
月
間
ノ
使
用

量
ノ
概
ネ
三
倍
)
ヲ
超
エ
ル
数
量
、
物
資
ヲ
消
響
詩
ト
シ
テ
消
費

ス
ル
モ
ノ
及
其
ノ
団
体
等
ニ
就
テ
ハ
一
定
限
度
(
例
へ
パ
織
物
類

ニ
付
テ
ハ
一
世
帯
内
平
均
一
人
当
五
反
程
度
)
ヲ
超
エ
ル
数
量
、

其
ノ
他
地
方
長
官
ニ
於
テ
買
し
ム
ク
ル
ヲ
適
当
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ

付
強
制
買
上
ヲ
行
フ

右
ノ
場
合
買
上
ノ
対
象
ハ
不
正
又
ハ
不
当
ニ
物
資
ヲ
隠
匿
又
ハ
退

蔵
シ
タ
ル
モ
ノ
特
ニ
終
戦
後
物
資
ヲ
不
正
経
路
ニ
依
リ
入
手
シ
タ

ル
モ
ノ
又
ハ
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
財
産
税
ヲ
見
越
シ
不
正
又
ハ

不
当
ニ
買
溜
又
ハ
売
惜
ミ
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
重
点
ヲ
置
キ
其
ノ



料。。

他
ノ
モ
ノ
ニ
就
テ
ハ
実
情
ニ
即
シ
基
準
限
度
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

納
買
上
機
関

物
資
別
統
制
機
関
及
交
回
答
向
団
ト
シ
商
工
大
臣
之
ヲ
指
定
ス

付
買
上
価
格

原
則
ト
シ
テ
公
定
価
格
其
ノ
他
ノ
適
法
価
格
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス

仲
買
上
諮
問
委
員
会
ノ
設
置

ω及
川
門
其
ノ
他
必
要
事
項
ノ
決
定
ニ
当
リ
テ
ハ
地
方
長
官
ハ
所
要

ニ
応
ジ
関
鐙
伺
識
者
ヲ
以
テ
組
織
ス
ル
諮
問
委
員
会
ニ
諮
問
シ
之

ヲ
決
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

的
蒐
荷
及
配
給

特
ニ
地
域
的
ニ
偏
在
甚
ダ
シ
キ
物
資
ヲ
除
キ
成
ル
ベ
ク
所
在
地
方
、

就
中
最
寄
農
村
等
ニ
重
点
ヲ
置
キ
配
給
ス
ル
ヲ
旨
ト
シ
主
務
大
臣

ノ
指
導
ノ
下
ニ
地
方
商
工
局
ニ
於
テ
速
ニ
配
給
計
画
ヲ
樹
立
ス
ル

モ
ノ
ト
シ
右
ニ
基
キ
府
県
庁
ニ
於
テ
蒐
荷
及
配
給
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト

ス
、
此
ノ
場
A
保
健
且
怒
川
ニ
就
テ
ハ
個
人
保
管
ヲ
禁
止
シ
原
則
ト

シ
テ
営
業
倉
庫
、
工
場
倉
庫
等
ニ
建
白
セ
シ
ム

回
物
資
ノ
譲
渡
及
移
動
ノ
制
限

調
査
物
資
ニ
付
テ
ハ
民
生
ノ
安
定
ヲ
確
保
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
場
合
即

ω
他
ノ
法
令
ノ
規
定
ニ
基
ク
所
定
ノ
経
路
及
方
法
ニ
依
ル
ト
キ

ω
本
令
ニ
依
リ
特
ニ
規
定
シ
タ
ル
経
路
及
方
法
ニ
依
ル
ト
キ

ヲ
除
キ
其
ノ
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
本
措
置
ノ
実
効
ヲ
確
保
ス
ル
為
本

令
施
行
後
一
定
期
間
(
概
ネ
一
ヶ
月
間
)
ヲ
限
リ
物
資
ノ
譲
渡
及
移

動
ヲ
制
限
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

資

w
l
m
 隠
退
蔵
物
資
管
理
令
(
案
)
(
昭
和
一
二
年
二
旦
百
)
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号
隠
退
蔵
物
審
理
令
(
案
)
(
三
、
二
、
二
)

第
一
条
別
表
ニ
掲
グ
ル
物
資
(
以
下
調
査
物
資
ト
称
ス
)
ヲ
所
有
シ
又

ハ
占
有
ス
ル
者
ハ
昭
和
二
一
年
月
日
ニ
於
ケ
ル
其
ノ
所
有
又

ハ
占
有
ニ
係
ル
調
査
物
資
ニ
付
左
ニ
掲
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
報
告

書
(
三
通
)
ヲ
昭
和
二
一
年
月
日
迄
ニ
当
該
調
査
物
資
ノ
所

在
地
ヲ
管
轄
ス
ル
地
方
長
官
ヲ
経
由
シ
商
工
大
臣
ニ
提
出
ス
ベ
シ
但
シ

商
工
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ニ
シ
テ
商
工
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
数
量
ヲ
超
エ

ザ
ル
数
量
ヲ
所
有
ス
ル
者
ニ
付
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ
-

一
所
有
者
又
ハ
占
有
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
及
住
所
(
占
有
者
ノ
場
合

ニ
於
テ
ハ
所
有
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
及
住
所
ヲ
併
セ
記
載
ス
ル
コ

ト
)

二
物
資
ノ
種
類
並
ニ
其
ノ
所
有
又
ハ
占
有
ス
ル
数
量
及
場
附

三
所
有
又
ハ
占
有
ノ
始
期

四
受
入
先

五
最
近
月
間
ノ
使
用
又
ハ
販
売
数
量

第
二
条
前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
調
査
物
資
ニ
付
報
告
書
ヲ
提
出
ス
ベ
キ
者

ハ
其
ノ
所
有
シ
又
ハ
占
有
ス
ル
当
該
調
査
物
資
ニ
付
本
令
施
行
ノ
日
ヨ

リ
昭
和
二
一
年
月
日
ニ
至
ル
期
間
譲
渡
、
引
渡
其
ノ
他
ノ
処

分
若
ハ
移
動
ヲ
為
シ
又
ハ
当
該
調
査
物
資
ヲ
不
当
ニ
変
形
、
変
質
-
致

勅
令
第

同
其
ノ
他
ノ
事
項

ω
調
査
及
買
上
ニ
伴
フ
関
係
{
旦
汀
買
上
機
関
及
其
ノ
職
員
ノ
権
限

商
工
大
臣
及
地
方
長
官
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
権
限
ヲ
行
使
ス
ル
ノ
外

関
径
呂
吏
買
上
機
関
ノ
特
定
職
員
(
官
ノ
嘱
託
十
ス
)
ニ
対
シ
臨

検
検
査
権
及
必
要
ナ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
譲
渡
命
令
権
ヲ
賦
与
ス

仲
買
上
ニ
要
ス
ル
資
金
ノ
融
通
並
ニ
買
上
ニ
伴
フ
経
費
其
ノ
他
ノ

損
失
負
担

買
上
機
関
ニ
対
シ
買
上
ニ
要
ス
ル
資
金
ノ
融
通
ヲ
ナ
ス
ト
共
ニ
買

上
ニ
伴
フ
買
上
機
関
ノ
経
費
其
ノ
他
ノ
損
失
負
担
ニ
就
テ
ハ
要
ス

レ
パ
国
庫
ニ
於
テ
負
担
ス
ル
様
子
算
的
措
置
ヲ
講
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

尚
物
資
ノ
所
有
者
ノ
受
領
シ
タ
ル
買
上
代
金
ニ
就
テ
ハ
一
定
期
間

(
概
ネ
財
産
税
決
定
迄
)
原
則
ト
シ
テ
之
ヲ
封
鎖
ス
ル
措
置
ヲ
講

ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

付
根
拠
法
規

憲
法
第
八
条
ニ
基
ク
緊
急
勅
令
ト
ス

帥

罰

則

本
令
ニ
違
反
シ
タ
ル
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
当
該
物
件

ヲ
没
収
ス
ル
ノ
外
体
刑
又
ハ
罰
金
ヲ
科
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
尚
隠
退

蔵
ニ
関
シ
協
力
シ
タ
ル
袋
署
輸
送
者
等
ニ
付
テ
モ
適
当
ナ
ル

罰
則
ヲ
科
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

注
ガ
リ
版
刷
。

出
所
大
蔵
省
資
料

Z
五
二
六

l
三
l
三。

損
若
ハ
浬
滅
ス
ル
ガ
如
キ
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
左
ノ
各
号
ノ

一
ニ
該
当
ス
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
国
家
総
動
員
法
又
ハ
昭
和
二
一
年
法
律
第
九
十
二
号
ノ
規
定
ニ
依

ル
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
又
ハ
此
等
ノ
命
令
ニ
基
ク
処
分
ニ
依
リ

調
査
物
資
ノ
譲
渡
、
引
渡
其
ノ
他
メ
処
分
又
ハ
移
動
ヲ
為
ス
場
合

ニ
.
国
家
総
動
員
法
ニ
基
ク
重
要
産
業
団
体
令
ニ
依
ル
統
制
会
ノ
会
員

及
会
員
タ
ル
団
体
ヲ
組
織
ス
ル
者
又
ハ
商
工
組
合
法
ニ
依
ル
統
制
組

合
ノ
組
A
員
タ
ル
者
重
要
産
業
団
体
令
第
二
十
三
条
又
ハ
商
工
組
合

法
第
三
十
八
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
統
制
規
程
ニ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
調
査

物
資
ノ
譲
渡
、
引
渡
其
ノ
他
ノ
処
分
又
ハ
移
動
ヲ
為
ス
場
合

三
商
工
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
(
以
下
統
制
機
関
ト
称
ス
)
ガ
調
査
物

資
ノ
譲
渡
、
引
渡
其
ノ
他
ノ
処
分
又
ハ
移
動
ヲ
為
ス
場
合

四
統
制
機
関
ニ
対
シ
調
査
物
資
ノ
譲
渡
、
引
渡
其
ノ
他
ノ
処
分
又
ハ

移
動
ヲ
為
ス
場
合

五
統
制
機
関
ノ
指
示
ニ
基
キ
調
査
物
資
ノ
譲
渡
、
引
渡
其
ノ
他
ノ
処

分
又
ハ
移
動
ヲ
為
ス
場
合

六
販
売
業
者
ニ
シ
テ
国
家
総
動
員
法
ニ
基
ク
企
業
許
可
令
ノ
許
可
ヲ

受
ケ
タ
ル
者
庁
調
査
物
資
ノ
譲
渡
、
引
渡
其
ノ
他
ノ
処
分
又
ハ
移
動

ヲ
為
ス
場
合

七
農
業
団
体
法
ニ
依
ル
農
業
団
体
又
ハ
市
町
村
其
ノ
他
ノ
公
共
団
体

ガ
調
査
物
資
ヲ
譲
渡
シ
、
引
渡
其
ノ
他
ノ
処
分
又
ハ
移
動
ヲ
為
ス
場

合
八
事
業
主
ガ
其
ノ
従
業
貝
ニ
対
シ
業
務
上
必
要
ト
認
メ
ラ
ル
ル
限
度
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ノ
数
量
ニ
付
調
査
物
資
ノ
譲
渡
、
引
渡
其
ノ
他
ノ
処
分
又
ハ
移
動
ヲ

為
ス
場
合

九
商
工
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
ノ
指
示
ニ
基
キ
調
査
物
資
ノ
譲
渡
、
引

渡
其
ノ
他
ノ
処
分
又
ハ
移
動
ヲ
為
ス
場
合

十
特
別
ノ
事
情
ニ
依
リ
商
工
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ

ル
場
合

第
三
条
商
工
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
第
一
条
ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付

不
正
又
ハ
不
当
ニ
調
査
物
資
ヲ
所
有
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
此

等
ノ
者
ニ
対
シ
譲
渡
ノ
時
期
、
価
格
、
相
手
方
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
事
項

ヲ
指
定
シ
テ
調
査
物
資
ノ
譲
渡
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

主
務
大
臣
又
ハ
地
方
長
宮
調
査
物
資
以
外
ノ
物
資
ニ
シ
テ
主
務
大
臣
ノ

指
定
ス
ル
モ
ソ
(
以
下
指
定
物
資
ト
称
ス
)
ニ
付
不
正
又
ハ
不
当
ニ
所

有
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
準
ジ
当
該
物
資
ノ
譲

渡
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

主
務
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
第
一
項
又
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
命
令
ヲ
為

シ
タ
ル
場
合
又
ハ
調
査
物
資
若
ハ
指
定
物
資
ノ
所
宣
告
知
レ
ザ
ル
等
ノ

為
第
一
項
又
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
命
令
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
場
合

ニ
於
テ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
当
該
調
査
物
資
又
ハ
指
出
物
資
ヲ

占
有
ス
ル
者
ニ
対
シ
引
渡
ノ
時
期
、
相
手
方
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ

，
指
定
シ
テ
之
ガ
引
渡
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

主
務
大
臣
又
ハ
地
方
長
宮
調
査
物
資
又
ハ
指
定
物
資
ノ
所
宣
告
知
レ
ザ

ル
等
ノ
為
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
命
令
ヲ
為
ス
ァ
ト
能
ハ

ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
命
令
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
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ニ
従
事
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
同
項
ノ
検
査
ニ
関
ス
ル
罰
則
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ

同
項
ノ
職
員
ハ
之
ヲ
同
項
ノ
事
務
ニ
従
事
ス
ル
官
吏
ト
看
倣
ス

第
七
条
主
務
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
ハ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
市
町

村
長
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
シ
テ
本
令
ニ
依
ル
調
査
物
資
ニ
関
ス

ル
調
査
ノ
密
蕗
上
必
要
ナ
ル
事
務
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
事
務
ニ
関
ス
ル
費
用
ハ
市
町
村
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
シ

テ
之
ヲ
負
担
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
条
第
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
報
告
ヲ
怠
リ
又
ハ
虚
偽
ノ
報
告
ヲ
為
シ

タ
ル
者
ハ
一
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
三
千
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス

第
九
条
第
二
条
ノ
規
定
ニ
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
三
年
以
下
ノ
供
役
又
ハ
五

千
円
以
下
ノ
間
金
ニ
処
ス
/

他
人
ノ
委
託
ヲ
受
ケ
前
項
ノ
違
反
行
為
ニ
協
力
シ
タ
ル
者
ハ
一
年
以
下

ノ
懲
役
又
ハ
三
千
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス

第
十
条
第
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
命
令
ニ
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
五
年
以
下
ノ

懲
役
又
ハ
一
万
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
犯
罪
ニ
係
ル
物
資
ハ
之
ヲ
没
収
ス

第
十
一
条
前
三
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
情
状
ニ
因
リ
懲
役
又
ハ
罰

金
ヲ
併
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
二
条
第
五
条
ノ
規
定
ニ
係
ル
当
該
官
吏
ノ
検
査
ヲ
拒
ミ
妨
ゲ
又
ハ

忌
避
シ
タ
ル
者
ハ
五
百
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス

-
T
』

d
H
リ

L
T
自
民

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

調
査
物
資
又
ハ
指
定
物
資
ノ
引
渡
ノ
相
手
方
ヲ
シ
テ
其
ノ
対
価
ヲ
供
託

セ
シ
ム
ベ
シ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
当
該
調
査
物
資
又
ハ
指
定
物
資
ノ
引

渡
ノ
相
手
方
其
ノ
供
託
ヲ
為
シ
タ
ル
時
当
該
調
査
物
資
又
ハ
指
定
物
資

ノ
譲
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

第
四
条
前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
調
査
物
資
又
ハ
指
定
物
資
ノ
譲
渡
ハ
他
ノ

法
令
ニ
拘
ラ
ズ
其
ノ
効
力
ヲ
有
ス
前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
譲
渡
ヲ
命
ゼ
ラ

レ
タ
ル
調
査
物
資
又
ハ
指
定
物
資
ガ
知
レ
タ
ル
担
保
権
ノ
目
的
タ
ル
場

合
ニ
於
テ
ハ
当
該
物
資
ノ
譲
渡
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
其
ノ
対
価
ヲ
供
託
ス
ベ

、

ン

・

前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
調
査
物
資
又
ハ
指
定
物
資
ノ
譲
渡
又
ハ
引
渡
ア
リ

タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
当
該
物
資
ニ
付
存
シ
タ
ル
担
保
権
ハ
他
ノ
法
令
ニ

拘
ハ
ラ
ズ
所
有
権
移
転
ノ
時
ヨ
リ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ

前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
譲
渡
又
ハ
引
渡
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
タ
ル
調
査
物
資
又
ハ

指
定
物
資
ニ
付
担
保
権
ヲ
有
シ
タ
ル
者
ハ
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
供
託

金
ニ
対
シ
其
ノ
権
利
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

第
五
条
主
務
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
ハ
調
査
物
資
又
ハ
指
定
物
資
ニ
付
必

要
ナ
ル
報
告
ヲ
徴
シ
又
ハ
当
該
官
吏
ヲ
シ
テ
工
場
、
事
業
場
、
庖
舗
、

倉
庫
其
ノ
他
ノ
揚
附
ニ
臨
検
シ
業
務
ノ
状
況
若
ハ
指
定
物
資
、
書
類
、

帳
簿
等
ヲ
検
査
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
当
該
官
吏
ヲ
シ
テ
臨
検
検
査
セ
シ
ム
ル
場
合
ニ
於

テ
ハ
其
ノ
身
分
ヲ
示
ス
証
票
ヲ
携
帯
セ
シ
ム
ベ
シ

第
六
条
主
務
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
法
人
其

ノ
他
ノ
団
体
ノ
職
員
ヲ
シ
テ
前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
査
ニ
関
ス
ル
事
務

別

表一
鉱
物
性
石
油
製
品
(
揮
発
油
、
灯
油
、

調
フ
)

3

二
繊
維
製
品
(
糸
、
織
物
類
、
毛
布
、
外
套
、
洋
服
、
作
業
服
、
シ

ヤ
ツ
、
手
袋
、
靴
下
及
足
袋
ヲ
謂
フ
)

、
一
二
生
ゴ
ム
、
屑
ゴ
ム
及
ゴ
ム
製
品
(
地
下
足
袋
、
総
ゴ
ム
靴
、
タ
イ

ヤ
及
チ
ュ
ー
ブ
ヲ
謂
フ
)

四
革
及
革
靴

五
油
脂
加
工
品
(
硬
化
油
、
脂
肪
酸
及
石
鹸
ヲ
謂
ブ
)

六
鉄
鋼
(
銑
鉄
、
普
通
鋼
々
材
及
特
殊
鋼
々
材
ヲ
謂
フ
)
及
鉄
鋼
製

品
(
釘
、
鋼
索
、
亜
鉛
鉄
板
及
電
気
抵
抗
合
金
ヲ
謂
フ
)

七
電
気
銅
及
故
銅

八
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
及
此
等
ノ
屑

九
電
動
機

十
変
圧
器

十
一
電
球

十
二
軸
受

注
タ
イ
プ
ガ
リ
版
制
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六

l
三
|
三
。

軽
油
、
機
械
油
及
重
油
ヲ

w
l四

金
融
緊
急
措
置
令
(
案
)
(
司
令
部
提
出
案
正
本
)

業
1
勅

令

第

号，
金
融
緊
急
措
置
令
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業

3

'

来
4

7
第
一
条
金
融
機
関
ハ
本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
存
ス
ル
預
金
其
ノ
他
之
ニ

準
ズ
ル
債
務
ニ
シ
テ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
(
以
下
預
金
等
ト
称

業

5

ス
)
ニ
付
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
日
迄
其
ノ
元
本
ノ
支
払
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
得
ズ

第
二
条
前
条
ノ
規
定
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
支
払
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ

一
国
又
ハ
都
道
府
県
其
ノ
他
地
方
公
共
団
体
ニ
対
シ
為
ス
預
金
等

ノ
支
払

二
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
公
租
公
課
ノ
支
払
ノ
為
ニ
ス
ル
預
金
等
ノ

支
払

ー
三
事
業
経
営
上
必
要
ナ
ル
支
払
ノ
為
ニ
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払
ニ
シ

テ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
為
ス
モ
ノ

き
四
給
料
、
賃
金
其
ノ
他
ノ
給
与
ノ
支
払
ノ
為
ニ
ス
ル
預
金
等
ノ
支

『

A
4
4
，
 

五
一
世
帯
ニ
付
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
金
額
ヲ
超
エ
ザ
ル
限
度
ニ
於

テ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

六
引
揚
邦
人
ノ
為
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
金
額
ヲ
超
エ
ザ
ル
限
度
ニ

於
テ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

業
7

七
企
業
整
備
資
金
措
置
法
又
ハ
臨
時
資
金
調
整
法
ニ
規
定
ス
ル
特

殊
預
金
又
ハ
特
殊
金
銭
信
託
ノ
支
払

す
八
金
融
機
関
ニ
対
シ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

九
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
方
法
ニ
依
リ
金
融
機
関
ニ
対
シ
預
金
、
貯

金
又
ハ
金
銭
信
託
ト
為
ス
為
ニ
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払

十
前
金
三
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
支
払

資緊急措置の法令化過程(2)

了
ス
ル
預
金
等
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
日
ノ
経
過
後
一
月
内
ハ
時
効
完
成
セ

ズ
第
八
条
第
一
条
ノ
規
定
、
第
三
条
若
ハ
第
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
制
限

若
ハ
禁
止
又
ハ
第
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
命
令
ノ
違
反
ア
リ
タ
ル
場
合

ニ
於
テ
ハ
其
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
三
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
一
万

円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス

第
九
条
法
人
ノ
代
表
者
又
ハ
法
人
若
ハ
人
ノ
代
理
人
、
使
用
人
其
ノ

他
ノ
従
業
者
ガ
其
ノ
法
人
又
ハ
火
ノ
業
務
ニ
関
シ
前
条
ノ
違
反
行
為

ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ヲ
罰
ス
ル
ノ
外
其
ノ

法
人
又
ハ
人
ニ
対
シ
亦
同
条
ノ
罰
金
刑
ヲ
科
ス

『
ず

E

d

d

H

H

J

ホ

-
R

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

理

由

現
下
ノ
情
勢
ニ
対
処
ス
ル
緊
急
食
糧
対
策
ノ
実
施
ニ
照
応
シ
臨
機
金
融

機
関
ノ
預
金
等
ノ
支
払
ノ
禁
止
及
資
金
融
通
ノ
制
限
等
ヲ
為
ス
/
要
ア

ル
ニ
依
ル

書

込

米

1
@
米
2
②

米

3
(
「
現
ニ
存
ス
ル
預
金
」
に
傍
破
線
)
来
4

(
「
ニ
準
ズ
ル
債
務
」
に
傍
破
線
)
※

5
(
「
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
日
」
に

傍
破
線
)
米

6
@
/
「
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
」
※
7
②
/
削
除
米

8
P
。ョ
|
σ
可

O
E
R
米
9
③
(
「
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
」
に
傍
実

線
)
米
叩
②
(
「
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
」
に
傍
実
線
)
'
米
日
②
米

ロ
遅
滞
ノ
責
ニ
任
ゼ
ズ
ト
イ
フ
意
味
ナ
ル
コ
ト
米
日
法
律
関
係
ノ
形
成

ト
イ
フ
意
味
ナ
ル
コ
ト
※

M
@
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前
項
第
九
号
ニ
規
定
ス
ル
預
金
、
貯
金
及
金
銭
信
託
ハ
之
ヲ
預
金
等

ト
看
倣
ス

第
一
項
ノ
世
帯
及
引
揚
邦
人
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

v

山

mnw

第
三
条
大
蔵
大
臣
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ

依
リ
預
金
等
ノ
債
権
ヲ
譲
渡
シ
又
ハ
之
ヲ
債
務
ノ
担
保
ニ
供
ス
ル
コ

ト
ヲ
制
限
シ
又
ハ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

山
本

IRυ

第
四
条
大
蔵
大
臣
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
金
融
機
関
其
ノ
他
大

蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ニ
対
シ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
資
金
ノ
融

通
ヲ
制
限
シ
又
ハ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
条
大
蔵
大
臣
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ

依
リ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
法
人
其
ノ
他
ノ
者
ノ
金
銭
債
務
ノ
弁
済

方
法
又
ハ
其
ノ
資
金
ノ
保
有
方
法
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
為
ス
コ

ト
ヲ
得

第
六
条
本
令
ニ
於
テ
金
融
機
関
ト
ハ
郵
便
{
量
告
、
銀
行
、
信
託
会
社
内

保
険
会
社
、
無
尽
会
社
、
農
林
中
央
金
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
、

恩
給
金
庫
、
庶
民
金
庫
、
国
民
更
生
金
庫
、
地
方
農
業
会
、
漁
業
会

:
及
市
街
地
信
用
組
合
其
ノ
他
貯
金
ノ
受
入
ヲ
為
ス
組
合
ヲ
謂
フ

袖

-n

，a'
A

〆

宙

飛

'
A
9
-

第
七
条
預
金
等
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
債
笠
告
ハ
第
一
条
ニ
規
定
ス
ル
日
ノ

経
過
ス
ル
ニ
至
ル
迄
其
ノ
元
本
ノ
支
払
ノ
請
求
ヲ
為
ス
ノ
権
利
ヲ
有

セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

業

1
3

P

預
金
等
ニ
ハ
支
払
禁
止
ノ
期
間
中
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
利
息
ヲ

付
ス

業
I
4

本
令
施
行
後
第
一
条
ニ
規
定
ス
ル
日
迄
ノ
間
ニ
於
テ
時
効
期
間
ノ
満

司
令
部
へ
提
出
し
た
勅
令
案
の
正
本
と
推
断
で
き
る
。
書
込
の
※
2
以
下
は

司
令
部
に
よ
る
修
正
要
求
に
対
応
す
る
(
資
料
W
l
U
、
話
、
却
参
照
)
。
ガ

リ
版
刷
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六

l
三
|
三
。

注W
ー
初
日
本
銀
行
券
ノ
引
換
等
ニ
関
ス
ル
勅
令
案
(
司
令
部

提
出
案
正
本
)

業
1
勅

令

第

号

第
一
条
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
種
類
ノ
日
本
銀
行
券
ニ
シ
テ
一
定
ノ
証

紙
ヲ
貼
付
セ
ザ
ル
モ
ノ
(
以
下
旧
券
ト
称
ス
)
ハ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム

ル
日
限
強
制
通
用
ノ
効
力
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス
但
シ
第
二
条
又
ハ
第
三

条
ノ
規
定
ニ
依
リ
引
換
ヲ
為
ス
場
合
及
旧
券
ヲ
所
持
ス
ル
者
ガ
命
令

ヲ
以
テ
定
ム
ル
日
迄
ニ
之
ヲ
郵
便
官
署
、
銀
行
-
信
託
会
社
、
無
尽

会
社
、
農
林
中
央
金
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
庶
民
金
庫
、
地
方

農
業
会
、
漁
業
会
又
ハ
市
街
地
信
用
組
合
其
ノ
他
貯
金
ノ
受
入
ヲ
為

ス
組
合
ニ
対
ス
ル
貯
金
、
預
金
又
ハ
金
銭
信
託
ト
為
ス
場
合
ニ
付
テ

ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ
前
項
ノ
証
紙
ハ
日
本
銀
行
之
ヲ
発
行
シ
其
ノ
種

類
及
登
山
ハ
大
蔵
大
臣
之
ヲ
定
ム

大
蔵
大
臣
前
項
ノ
種
類
及
墜
す
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
公
示
ス

第
二
条
旧
券
ヲ
所
持
ス
ル
者
ハ
日
本
銀
行
ニ
対
シ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム

ル
期
間
内
ニ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
金
額
ヲ
限
リ
当
該
旧
券
ヲ
前
条
ニ

，
規
定
ス
ル
証
紙
ヲ
貼
付
シ
タ
ル
日
本
銀
行
券
及
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス

ル
日
本
銀
行
券
ノ
中
日
本
銀
行
ノ
選
択
ス
ル
モ
ノ
ト
引
換
フ
ベ
キ
コ



， 
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ト
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
請
求
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
日
本
銀
行
ハ
遅

滞
ナ
ク
無
手
数
料
ニ
テ
同
項
ノ
引
換
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
三
条
郵
便
官
署
、
銀
行
、
市
町
村
農
業
会
及
市
街
地
信
用
組
合
ハ

前
条
ニ
規
定
ス
ル
日
本
銀
行
ノ
引
換
ノ
事
務
ヲ
取
扱
フ
ベ
シ

前
項
ノ
事
務
ノ
取
扱
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
大
蔵
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
四
条
左
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ハ
金
融
緊
急
措
置
令
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
之

ヲ
同
令
ニ
規
定
ス
ル
預
金
等
ト
看
倣
ス

一
金
融
緊
急
措
置
令
ニ
規
定
ス
ル
金
融
機
関
(
以
下
単
ニ
金
融
機

関
ト
称
ス
)
ニ
対
シ
旧
券
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
貯
金
、
預
金
及
金
銭

信
託

二
第
一
条
第
一
項
本
文
ニ
規
定
ス
ル
日
ノ
翌
日
ニ
於
テ
現
ニ
存
ス
・

ル
手
形
、
，
小
切
手
及
郵
便
為
替
証
書
ニ
シ
テ
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル

表
示
ナ
キ
モ
ノ
但
シ
手
形
及
小
切
手
ニ
在
リ
テ
ハ
金
融
機
関
ヲ
振

出
人
又
ハ
支
払
人
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

三
一
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
表
示
ナ
キ
手
形
若
ハ
小
切
手
ニ
シ
テ
金
融

機
関
ヲ
振
出
人
若
ハ
支
払
人
ト
ス
ル
モ
ノ
又
ハ
同
項
ニ
規
定
ス
ル

表
示
ナ
キ
郵
便
為
替
証
書
ヲ
以
テ
金
融
機
関
ニ
対
シ
為
シ
タ
ル
貯

金
、
預
金
及
金
銭
信
託
、
手
形
、
小
切
手
又
ハ
郵
便
為
替
証
書
ニ

シ
テ
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
表
示
ナ
キ
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
金
融
機
関
ハ

第
一
条
第
一
項
本
文
ニ
規
定
ス
ル
日
以
前
ニ
於
テ
ハ
同
条
ニ
規
定

ス
ル
証
紙
ヲ
貼
付
シ
タ
ル
日
本
銀
行
券
又
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス

ル
日
本
銀
行
券
ニ
依
リ
其
ノ
支
払
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

資437 IV 緊急措置の法令化過程(2)

前
条
ノ
規
定
ニ
違
反
シ
タ
ル
者
ノ
罰
亦
前
項
ニ
同
ジ

第
八
条
旧
券
ニ
付
ス
ル
ノ
用
ニ
供
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
第
一
条
ニ
規
定

ス
ル
証
紙
ヲ
偽
造
又
ハ
変
造
シ
タ
ル
者
ハ
一
年
以
上
ノ
宥
期
懲
役
ニ

処
ス

旧
券
ニ
付
ス
ル
ノ
用
ニ
供
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
偽
造
又
ハ
変
造
ノ
証
紙

ヲ
人
ニ
交
付
シ
、
輸
入
シ
又
ハ
移
入
シ
タ
ル
者
ノ
罰
亦
前
項
ニ
同
ジ

旧
券
ニ
付
ス
ル
ノ
用
ニ
供
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
偽
造
又
ハ
変
造
ノ
証
紙

ヲ
収
得
シ
タ
ル
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス

前
三
項
ノ
未
遂
罪
ハ
之
ヲ
罰
ス

第
九
条
法
人
ノ
代
表
者
又
ハ
法
人
若
ハ
人
ノ
代
理
人
、
使
用
人
其
ノ

他
ノ
従
業
者
が
其
ノ
法
人
又
ハ
人
ノ
業
務
ニ
関
シ
第
七
条
ノ
違
反
行

為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ヲ
罰
ス
ル
ノ
外
其

ノ
法
人
又
ハ
人
ニ
対
シ
亦
同
条
ノ
罰
金
刑
ヲ
科
ス

t
T
E
e
d
H
H
4
 

L
T

口只

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

理

由

金
融
緊
急
措
置
令
ノ
施
行
ト
併
セ
過
剰
通
貨
ヲ
吸
収
封
鎖
ス
ル
ノ
要
ア

ル
ニ
依
ル

書

込

米

1
@

注
ー
司
令
部
へ
提
出
し
た
勅
令
案
の
正
本
と
推
断
で
き
る
。
題
名
な
し
。
ガ
リ
版

開
相

出

所

大

蔵

省

資

料

Z
五
二
六

l
=
一l
三。

、、、

、
、

金
融
機
関
ハ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
期
間
内
ニ
振
出
シ
又
ハ
発
行
ス

ル
手
形
、
小
切
手
及
郵
便
為
替
証
書
ニ
ハ
旧
券
ノ
受
入
ニ
依
リ
振

.
出
シ
又
ハ
発
行
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
表
示

ヲ
為
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
金
融
機
関
ハ
手
形
、
小
切
手
又
ハ
郵
便

為
替
証
書
ニ
同
項
ノ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
表
示
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

ズ第
一
項
第
二
号
ニ
規
定
ス
ル
郵
便
為
替
証
書
ニ
付
テ
ハ
第
一
条
第

一
項
本
文
ニ
規
定
ス
ル
日
ノ
翌
日
以
後
金
融
緊
急
措
置
令
第
一
条

ニ
規
定
ス
ル
日
迄
ノ
期
間
ハ
之
ヲ
其
ノ
有
効
期
間
ニ
算
入
セ
ズ

第
五
条
日
本
銀
行
ハ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
日
ニ
於
ケ
ル
旧
券
ノ
発
行

高
ヲ
其
ノ
翌
日
ニ
於
ケ
ル
日
本
銀
行
券
発
行
高
ヨ
リ
除
去
ス
ベ
シ

日
本
銀
行
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
除
去
シ
タ
ル
発
行
高
ニ
相
当
ス
ル

金
額
ヨ
リ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
金
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
残
額
ニ
相
当
ス

ル
金
額
ヲ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
国
庫
ニ
納
付
ス
ベ
シ

第
六
条
第
一
条
第
一
項
但
書
ニ
規
定
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
向
項
本

文
ニ
規
定
ス
ル
日
ノ
経
過
後
ニ
於
テ
ハ
旧
券
ハ
之
ヲ
授
受
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ズ

第
七
条
第
二
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
金
額
ヲ
超
エ
テ
為
シ
タ
ル
引
換

又
ハ
同
項
ニ
規
定
ス
ル
期
間
経
過
後
ノ
請
求
ニ
対
シ
為
シ
タ
ル
引
換

ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
三
年
以
下
ノ

懲
役
又
ハ
一
万
円
以
下
ソ
罰
金
ニ
処
ス
第
四
条
第
二
項
乃
至
第
四
項

ノ
違
反
行
為
ア
リ
タ
ル
場
合
亦
同
ジ

金
融
緊
急
措
置
令
施
行
規
則
(
案
)
(
司
令
部
提
出
案
)

w
l
n
 

大

蔵

省

令

第

号

金
融
緊
急
措
置
令
施
行
規
則

業
1
第
一
条
金
融
緊
急
措
置
令
(
以
下
令
ト
称
ス
)
第
一
条
ニ
規
定
ス
ル

令
施
行
ノ
際
現
ニ
存
ス
ル
預
金
其
ノ
他
之
ニ
準
ズ
ル
債
務
ハ
預
金
、

貯
金
(
郵
便
貯
金
規
則
第
百
二
十
条
ノ
二
十
九
ノ
積
立
貯
金
ヲ
除

ク
)
、
金
銭
信
託
及
恩
給
金
庫
ニ
対
ス
ル
寄
託
金
(
以
下
預
金
等
ト
総

称

ス

)

ト

ス

一

ぎ
第
二
条
令
第
一
条
ニ
規
定
ス
ル
日
ハ
昭
和
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日

ト
ス

第
三
条
令
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
預
金
等
ノ
支
払
ノ
請
求
ハ
当
該
預

金
等
ノ
債
壁
茅
其
ノ
支
払
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
ザ
レ
パ
他
ニ
必
要
ナ
ル

資
金
ヲ
有
セ
ザ
ル
場
合
ニ
限
リ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
条
令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ニ
規
定
ス
ル
公
租
公
課
ハ
左
ニ
掲

グ
ル
国
税
以
外
ノ
国
税
及
地
方
税
ト
ス

一
昭
和
二
十
一
年
三
月
十
日
以
後
ニ
於
テ
所
得
税
法
第
七
十
二
条

ノ
規
定
ニ
依
リ
徴
収
ス
ル
分
類
所
得
税

二
昭
和
二
十
一
年
三
月
十
日
以
後
ニ
於
テ
所
得
税
法
第
百
六
条
ノ

規
定
ニ
依
リ
徴
収
ス
ル
総
合
所
得
税

三
，
昭
和
二
十
一
年
三
月
十
日
以
後
ニ
於
テ
納
税
義
務
ノ
発
生
ス
ル

通
行
税
、
酒
税
、
痘
譲
料
税
、
砂
糖
消
費
税
、
砂
糖
特
別
消
費

税
、
織
物
消
費
税
、
物
品
税
、
遊
興
飲
食
税
、
特
別
行
為
税
、
入
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γ

ー

場

税

及

特

別

入

場

税

、

第
五
条
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
ニ
規
定
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払
ハ
左

ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
資
本
金
(
出
資
総
額
、
株
金
総
額
、
出
資
総
額
及
株
金
総
額
ノ

合
計
額
、
資
産
総
額
又
ハ
基
金
総
額
ヲ
謂
フ
以
下
岡
山
ン
)
十
五
万

円
以
上
ノ
法
人
(
金
融
機
関
ヲ
除
ク
)
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定

ス
ル
者
(
以
下
指
定
事
業
者
ト
称
ス
)
ノ
事
業
経
営
上
必
要
ナ
ル

支
払
ノ
為
ニ
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払
ニ
シ
テ
第
十
七
条
又
ハ
第
十
八

条
ノ
規
定
ニ
依
リ
為
ス
号
ノ
但
シ
大
蔵
大
臣
ヨ
リ
金
額
ノ
指
定
ア

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
指
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
金
額
ノ
限
度
ニ
於
テ
為
ス

預
金
等
ノ
支
払
ニ
限
ル

二
指
定
事
業
者
以
外
ノ
事
業
者
(
金
融
機
関
ヲ
除
ク
)
ノ
事
業
経

営
上
必
要
ナ
ル
支
払
ノ
為
ニ
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払
ニ
シ
テ
大
蔵
大

臣
ノ
定
ム
ル
準
則
ニ
従
ヒ
為
ス
モ
ノ

第
六
条
令
第
二
条
第
一
項
第
五
号
ノ
世
帯
ト
ハ
戸
主
及
之
ト
同
居
ス

ル
家
族
、
使
用
人
其
ノ
他
ノ
者
ニ
シ
テ
生
計
ヲ
同
ジ
ク
ス
ル
モ
ノ
ヲ

謂

フ

-

戸
主
ト
同
居
セ
ザ
ル
家
族
ニ
シ
テ
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
者
(
疎
開
シ

テ
生
活
ス
ル
者
ヲ
含
ム
)
ハ
之
ヲ
前
項
ノ
戸
主
ト
看
倣
ス

世
帯
ニ
於
テ
戸
主
ヲ
世
帯
、
玉
、
世
帯
主
以
外
ノ
者
ヲ
世
帯
員
ト
称
ス

キ
3
第
七
条
令
第
二
条
第
一
項
第
五
号
ニ
規
定
ス
ル
金
額
ハ
世
帯
王
ニ
付

月
三
百
円
及
世
帯
員
一
人
ニ
付
月
百
円
ノ
割
合
ヲ
以
テ
計
算
シ
タ
ル

金
額
ノ
合
計
額
ト
ス
但
シ
特
殊
預
金
又
ハ
特
殊
金
銭
信
託
ノ
支
払
ヲ

資緊急措置の法令化過程(2)

ス
場
合
ニ
於
テ
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
振
替
決
済
ノ
方
法
ニ
依
ル
金

融
機
関
ニ
対
シ
預
金
、
貯
金
又
ハ
金
銭
信
託
ト
為
ス
為
ニ
ス
ル
預

金
等
ノ
支
払

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
小
切
手
ノ
振
出
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
当
該
小
切
手
ノ

表
面
余
白
ニ
「
封
鎖
勘
定
」
ト
記
載
シ
振
出
人
之
ニ
記
名
捺
印
ス
ベ

、ン
第
十
一
条
令
第
二
条
第
一
項
第
十
号
ニ
規
定
ス
ル
支
払
ハ
左
ニ
掲
グ

ル

モ

ノ

ト

ス

-

す
一
金
融
機
関
ニ
対
シ
本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
存
ス
ル
債
務
(
預
金
等

ノ
債
務
ヲ
除
ク
)
ヲ
弁
済
ス
ル
為
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
振
替
決
済

ノ
方
法
ニ
依
リ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

二
本
邦
ヨ
リ
外
国
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
地
域
ニ
引
揚
グ

ル
者
ニ
対
シ
一
人
ニ
付
千
円
ヲ
超
エ
ザ
ル
限
度
ニ
於
テ
為
ス
預
金

等
ノ
支
払

米

7

三
衆
議
院
議
員
候
蛮
骨
ノ
為
法
定
選
挙
費
用
ノ
金
額
ヲ
超
エ
ザ
ル

限
度
ニ
於
テ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

四
医
療
費
又
ハ
助
産
費
ノ
支
払
ノ
為
医
師
又
ハ
助
産
婦
ノ
請
求
ス

ル
金
額
ヲ
超
エ
ザ
ル
限
度
ニ
於
テ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

五
結
婚
費
又
ハ
葬
祭
費
ノ
為
千
円
ヲ
超
エ
ザ
ル
限
度
ニ
於
テ
為
ス

預
金
等
ノ
支
払

六
世
帯
ヲ
共
ニ
ス
ル
学
生
又
ハ
生
徒
ニ
対
ス
ル
教
育
費
ノ
為
一
人

ニ
付
月
百
五
十
円
ノ
割
合
ヲ
以
テ
叫
量
シ
タ
ル
金
額
ヲ
超
エ
ザ
ル

限
度
ニ
於
テ
為
ス
預
金
等
ノ
支
払

〆 439 IV 

受
ケ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
当
該
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
金
額
ヲ
控
除
シ
タ

ル
金
額
ヲ
限
度
ト
ス

前
項
ノ
金
額
ノ
限
度
迄
預
金
等
ノ
支
払
ヲ
受
ケ
ザ
リ
シ
者
ハ
其
ノ
支

払
ヲ
受
ケ
ザ
リ
シ
金
額
ノ
支
払
ヲ
翌
月
以
降
ニ
於
テ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ

得

業

5

wT第
八
条
令
第
二
条
第
一
項
第
六
号
ノ
引
揚
邦
人
ト
ハ
昭
和
三
十
年
八

月
十
五
日
以
後
外
国
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
地
域
ヨ
リ
本
邦

ニ
引
揚
ゲ
タ
ル
本
邦
人
ヲ
謂
フ

第
九
条
令
第
二
条
第
一
項
第
六
号
ニ
規
定
ス
ル
金
額
ハ
一
人
ニ
付
千

円
ト
ス

第
十
条
令
第
二
条
第
一
項
第
九
号
ニ
規
定
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払
ハ
左

ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
振
替
決
済
ノ
方
法
ニ
依
リ
同
一
金
融
機
関

ニ
対
シ
自
己
義
ノ
他
ノ
種
類
ノ
預
金
、
貯
金
又
ハ
金
銭
信
託
ト

為
ス
為
ニ
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払

二
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
振
替
決
済
ノ
方
法
ニ
依
リ
他
ノ
金
融
機
関

ニ
対
シ
自
己
名
義
ノ
預
金
、
貯
金
又
ハ
金
銭
信
託
ト
為
ス
為
ニ
ス

ル
預
金
等
ノ
支
払

三
本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
存
ス
ル
債
務
(
預
金
等
ノ
債
務
ヲ
除
ク
)

ヲ
弁
済
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
振
替
決
済
ノ
方
法

ニ
依
リ
金
融
機
関
ニ
対
シ
預
金
、
貯
金
又
ハ
金
銭
信
託
ト
為
ス
為

ニ
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払

四
第
五
条
第
二
号
ノ
事
業
者
ノ
事
業
経
営
上
必
要
ナ
ル
支
払
ヲ
為

七
町
内
会
、
部
落
会
ノ
事
業
経
営
上
必
要
ナ
ル
支
払
ノ
為
ニ
ス
ル

預
金
等
ノ
支
払

八
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
預
金
等
ノ
支
払

九
前
童
三
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
大
蔵
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
預

金
等
ノ
支
払

第
十
二
条
令
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
預
金
等
ノ
支
払
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス

ル
者
ハ
当
該
預
金
等
ノ
支
払
ヲ
為
ス
ベ
キ
金
融
機
関
ニ
対
シ
同
一
世

帯
ニ
属
ス
ル
世
帯
王
及
世
帯
員
又
ハ
引
揚
邦
人
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル

書
面
其
ノ
他
預
金
等
ノ
支
払
ヲ
請
求
シ
得
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
ニ
足
ル

書
面
ヲ
呈
示
ス
ベ
シ

前
条
第
九
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
許
可
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
別
紙
墜
山

第
一
号
ニ
依
ル
許
可
申
請
書
ヲ
当
該
預
金
等
ノ
債
務
者
タ
ル
金
融
機

関
ノ
庖
舗
ヲ
経
由
シ
テ
大
蔵
大
臣
ニ
提
出
ス
ベ
シ

第
十
三
条
預
金
等
ノ
債
権
ヲ
譲
渡
シ
又
ハ
之
ヲ
債
務
ノ
担
保
ニ
供
セ

ン
ト
ス
ル
者
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
大
蔵
大
臣
ノ
許
可
ヲ

受
ク
ベ
シ

一
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
ハ
第
八
号
ノ
規
定
ニ
依

リ
支
払
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
預
金
等
ノ
債
権
ヲ
譲
渡
シ
又
ハ
之
ヲ
償
務

ノ
担
保
ニ
供
ス
ル
ト
キ

二
令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
若
ハ
第
四
号
乃
至
第
六
号
又
ハ
第
十

条
第
一
号
乃
至
第
九
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
支
払
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
預
金

等
ニ
付
当
該
預
金
等
ノ
支
払
期
限
ノ
到
来
ス
ル
ニ
至
ル
迄
之
ヲ
債

務
ノ
担
保
ニ
供
ス
ル
ト
キ
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資

三
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
ト
キ

前
項
但
書
ノ
規
定
ニ
依
リ
許
可
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
別
紙
墜
入
第

二
号
ニ
依
ル
許
可
申
請
書
ヲ
当
該
預
金
等
ノ
債
務
者
タ
ル
金
融
機
関

ノ
庖
舗
ヲ
経
由
シ
テ
大
蔵
大
臣
ニ
提
出
ス
ペ
シ

第
十
四
条
金
融
機
関
、
証
券
引
受
会
社
又
ハ
ピ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
ハ
資

金
ノ
融
通
(
資
金
ノ
貸
付
、
手
形
ノ
割
引
当
座
貸
越
契
約
ノ
締
結

又
ハ
当
座
貸
越
契
約
ノ
極
度
金
額
ノ
増
額
ヲ
謂
フ
以
下
同
ジ
)
ヲ
為

ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
通
貨
ノ
増
発
ヲ
防
止
シ
以
テ
国
民
生
活
ノ
安
定
ヲ

期
ス
ル
為
左
ノ
告
す
ニ
掲
グ
ル
事
項
ヲ
遵
守
シ
他
ノ
法
令
ノ
規
定
ニ

拘
ラ
ズ
大
蔵
大
臣
ノ
定
ム
ル
準
則
ニ
従
ヒ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

一
買
溜
思
惑
其
ノ
他
社
会
経
済
秩
序
ノ
安
定
ヲ
素
ス
ベ
キ
目
的
ニ

使
用
セ
ラ
ル
ル
虞
ア
ル
資
金
ハ
之
ヲ
融
通
セ
ザ
ル
ト
共
ニ
過
剰
物

資
等
ノ
放
出
ヲ
促
進
ス
ル
コ
ト

二
民
需
生
産
ノ
増
加
ヲ
図
ル
為
必
要
ナ
ル
資
金
ニ
付
テ
ハ
之
ガ
適

正
ナ
ル
融
通
ヲ
図
リ
事
業
ノ
合
理
的
運
営
ニ
資
ス
ル
コ
ト

大
蔵
大
臣
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
金
融
機
関
、
証
券
引
受
会
社

又
ハ
ピ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
ニ
対
シ
其
ノ
資
金
ノ
融
通
ニ
付
必
要
ナ
ル
制

限
若
ハ
禁
止
ヲ
為
シ
又
ハ
当
座
貸
越
契
約
ノ
極
度
金
額
ノ
減
額
ヲ
命

ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
、

3

一

第
十
五
条
資
本
金
十
五
万
円
以
上
ノ
法
人
ハ
左
ノ
査
7

ノ
一
ニ
該
当

ス
ル
資
金
ノ
融
通
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受

ク
ベ
シ

一
当
該
法
人
ノ
役
員
ニ
対
シ
テ
為
ス
資
金
ノ
融
通
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三
事
業
ノ
為
ニ
ス
ル
通
信
費
交
通
費
及
事
務
用
消
耗
品
費
ノ
支

払
四
一
件
五
百
円
未
満
ノ
支
払

前
項
ノ
現
金
ニ
依
ル
支
払
ヲ
取
扱
フ
ベ
キ
底
舗
ハ
指
定
事
業
品
箕
ノ

工
場
又
ハ
事
業
場
毎
ニ
金
融
機
関
ノ
一
庖
舗
ヲ
選
定
シ
之
ヲ
当
該
庖

舗
ヲ
経
由
シ
テ
大
蔵
大
臣
ニ
届
出
ヅ
ベ
シ
之
ヲ
変
更
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

従
来
ノ
庖
舗
ヲ
経
由
シ
テ
其
ノ
旨
大
蔵
大
臣
ニ
届
出
ヅ
ベ
シ

第
一
項
但
書
ノ
規
定
ニ
依
リ
許
可
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
別
紙
登
山

第
五
号
ニ
依
ル
許
可
申
請
書
ヲ
日
本
銀
行
ヲ
経
由
シ
テ
大
蔵
大
臣
ニ

提
出
ス
ベ
シ

第
十
八
条
指
定
事
業
者
及
金
融
機
関
ノ
支
払
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
掲

グ
ル
支
払
ヲ
現
金
ヲ
以
テ
為
ス
場
合
ノ
外
金
融
機
関
以
外
ノ
者
ニ
対

シ
裏
書
ニ
依
ル
委
任
若
ハ
譲
渡
ヲ
禁
止
シ
タ
ル
手
形
若
ハ
記
名
式
線

引
小
切
手
ヲ
以
テ
又
ハ
預
金
、
貯
金
若
ハ
金
銭
信
託
へ
ノ
振
替
決
済

ノ
方
法
ニ
依
リ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

一
前
条
第
一
項
本
各

d

ノ
支
払

二
金
融
機
関
ノ
金
融
業
務
上
ノ
支
払

三
金
融
機
関
ニ
対
ス
ル
預
入
、
弁
済
其
ノ
他
ノ
支
払

四
前
査
す
ノ
外
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
又
ハ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
支
払

前
項
ノ
手
形
若
ハ
小
切
手
ノ
振
出
人
又
ハ
振
替
ノ
請
求
者
ハ
手
形
、

小
切
手
ノ
振
替
請
求
書
ノ
余
白
ニ
当
該
支
払
ニ
依
リ
弁
済
セ
ラ
ル
ベ

キ
債
務
ノ
内
容
ヲ
知
ル
ニ
足
ル
事
項
ヲ
記
入
ス
ベ
シ

第
一
項
第
四
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
許
可
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
別
紙
様

二
会
社
其
ノ
他
ノ
事
業
者
ニ
対
シ
テ
為
ス
一
件
三
万
円
ヲ
超
ユ
ル

資
金
ノ
融
通
但
シ
金
融
機
関
、
証
券
引
受
会
社
又
ハ
ピ
ル
プ
ロ

l

.
ヵ
ー
か
為
ス
場
合
及
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク

《
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
許
可
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
法
人
ハ
別
紙
様
式
第
三

号
ニ
依
ル
許
可
申
請
書
ヲ
其
ノ
主
タ
ル
取
引
関
係
ヲ
有
ス
ル
金
融
機

関
ノ
庖
舗
ヲ
経
由
シ
テ
大
蔵
大
臣
ニ
提
出
ス
ベ
シ

第
十
六
条
金
融
機
関
、
証
券
引
受
会
社
又
ハ
ピ
ル
ア
ロ
!
カ
l
ハ
指

定
事
業
者
ニ
対
シ
貸
付
契
約
ノ
開
版
行
其
ノ
他
金
融
業
務
上
λ
金
銭
債

務
(
預
金
、
貯
金
及
金
銭
信
託
ヲ
除
ク
)
ノ
弁
済
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル

ト
キ
ハ
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
当
該
金
銭
債
務
ノ
債
権
者
ノ
預
金
、
貯

金
又
ハ
金
銭
信
託
ト
為
ス
コ
ト
ニ
依
リ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ
但
シ
大
蔵
大

臣
ノ
指
定
又
ハ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

・
前
項
但
書
ノ
規
定
ニ
依
リ
許
可
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
別
紙
様
式
第

四
号
ニ
依
ル
許
可
申
請
書
ヲ
日
本
銀
行
ヲ
経
由
シ
テ
大
蔵
大
臣
ニ
提

出
ス
ベ
シ

第
十
七
条
金
融
機
関
ハ
指
定
事
業
者
ニ
対
シ
左
ノ
査
7

ノ
一
ニ
掲
グ

ル
支
払
ノ
為
ニ
当
該
指
定
事
業
者
ガ
現
金
ヲ
必
要
ト
ス
ル
場
合
ニ
シ

テ
当
該
指
定
事
業
者
ノ
選
定
シ
タ
ル
金
融
機
関
ノ
庖
舗
ニ
於
テ
為
ス

場
合
ノ
外
現
金
ヲ
以
テ
預
金
、
貯
金
又
ハ
金
銭
信
託
ノ
支
払
ヲ
為
ス

コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
又
ハ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ハ

此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一
国
又
ハ
都
道
府
県
其
ノ
他
地
方
公
共
団
体
ニ
対
ス
ル
支
払

二
給
料
、
賃
金
其
ノ
他
ノ
給
与
j

ノ
支
払

式
第
六
号
ニ
依
ル
許
可
申
請
書
ヲ
其
y
選
定
シ
タ
ル
前
条
ノ
金
融
機

関
ノ
庖
舗
ヲ
経
由
シ
テ
大
蔵
大
臣
ニ
提
出
ス
ベ
シ

大
蔵
大
臣
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
第
一
項
ノ
手
形
又
ハ
小
切
手

ノ
振
出
ニ
際
シ
金
融
機
関
ノ
認
証
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
等
必
要
ナ
ル
制
限

ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
十
九
条
指
定
事
業
者
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
え
ル
限
度
ヲ
超
エ
テ
現

金
ヲ
保
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

指
定
事
業
者
ハ
前
項
ノ
指
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
限
度
ヲ
超
エ

テ
保
有
ス
ル
現
金
ヲ
遅
滞
ナ
ク
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
預
金
、
貯
金
又

ハ
金
銭
信
託
ト
為
ス
ベ
シ
前
項
ノ
指
定
ノ
後
ニ
於
テ
其
ノ
限
度
ヲ
超

エ
テ
保
有
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
現
金
ニ
付
亦
同
ジ

指
定
事
業
者
ガ
第
十
七
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
現
金
ヲ
以
テ
預
金
、
貯
金

又
ハ
金
銭
信
託
ノ
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
当
該
現
金
ヲ
其
ノ

支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
目
的
ノ
為
ニ
使
用
ス
ル
迄
ノ
期
間
之
ヲ
他
ニ
使
用

ス
ル
コ
ト
ナ
ク
保
有
ス
ル
場
合
ニ
付
テ
ハ
前
二
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ

ズ
第
二
十
条
金
融
機
関
ハ
令
第
七
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
預
金
等
ニ

付
左
ニ
掲
グ
ル
利
息
ヲ
付
ス
但
シ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
預
金
等
ニ

付
テ
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
定
ム
ル
利
息
ヲ
付
ス

一
約
定
利
息
ア
ル
預
金
等
ニ
付
テ
ハ
当
該
約
定
利
息

二
支
払
期
限
ヲ
経
過
シ
タ
ル
預
金
、
貯
金
又
ハ
恩
給
金
庫
ニ
対
ス

ル
寄
託
金
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
期
限
迄
ニ
付
シ
タ
ル
利
息
ノ
割
合
ニ
依

ル
利
息
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三
契
約
期
限
ヲ
経
過
シ
タ
ル
金
銭
信
託
ニ
付
テ
ハ
最
終
ノ
受
益
者

配
当
ノ
割
合
ニ
依
ル
利
息

第
二
十
一
条
本
令
ニ
於
テ
金
融
機
関
ト
ハ
令
第
六
条
ノ
金
融
機
関
ヲ
、

証
券
引
受
会
社
ト
ハ
有
価
証
券
引
受
業
法
ノ
証
券
引
受
会
社
ヲ
、
.
ピ

ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
ト
ハ
金
融
機
関
又
ハ
証
券
引
受
会
社
ニ
非
ズ
シ
テ
コ

ー
ル
資
金
ノ
貸
借
若
ハ
其
ノ
媒
介
又
ハ
手
形
ノ
声
貨
若
ハ
其
ノ
媒
介

ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ニ
シ
テ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ

第
二
十
二
条
本
令
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
何
等
ノ
ク
義
ヲ
以
テ
ス
ル

ヲ
問
ハ
ズ
本
令
ニ
基
ク
制
限
又
ハ
禁
止
ヲ
免
ル
ル
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
得
ズE

T
E
-
-
J
H
H
d
 

t
T

口只

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

書

込

※

1
範
囲
ノ
問
題
※

2
②
削
除
?
(
?
は
原
文
)
米
3
②
(
但
し
書

に
片
カ
ギ
カ
ッ
コ
)
来

4
⑧

※

5
二
月
一
日
(
昭
和
二
一
年
)
米
6

8
※

7
報
告

注
司
令
部
へ
提
出
し
た
省
令
案
と
推
定
。
書
込
は
司
令
部
修
正
要
求
(
の
一
部
)

に
対
応
す
る
(
資
料
W

|
幻
、
部
、
加
参
照
)
。
ガ
リ
版
刷
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
|
三

l
三。

W
1
2

日
本
銀
行
券
ノ
引
換
等
ニ
関
ス
ル
勅
令
施
行
規
則

(
案
)
(
司
令
部
提
出
案
)

資

大

蔵

省

令

第

号

，
第
一
条
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第

号
(
以
下
令
ト
称
ス
)
第
五
第

緊急措置の法令化過程(2)

第
六
条
令
第
二
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
金
額
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
金
額
ト
ス

一
国
又
ハ
都
道
府
県
其
ノ
他
地
方
公
共
団
体
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
所
持

ス
ル
旧
券
(
令
第
一
条
ノ
旧
券
ヲ
謂
フ
以
下
同
ジ
)
ノ
金
額

二
金
融
緊
急
措
置
令
施
行
規
則
第
六
条
ノ
世
帯
王
及
世
帯
員
ニ
在
リ

テ
ハ
各
一
人
ニ
付
百
円

三
金
融
緊
急
措
置
令
施
行
規
則
第
五
条
ノ
指
定
事
業
者
ニ
在
リ
テ
ハ

同
令
第
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
限
度
ニ
於
テ

事
業
経
営
上
必
要
ナ
ル
金
額

四
金
融
緊
急
措
置
令
ニ
規
定
ス
ル
金
融
機
関
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
所
持

ス
ル
旧
券
ノ
金
額

五
前
二
号
以
外
ノ
事
業
者
ニ
在
リ
テ
ハ
三
百
円
ヲ
超
エ
ザ
ル
限
度
ニ

於
テ
事
業
経
営
上
必
要
ナ
ル
金
額

第
七
条
左
ニ
掲
グ
ル
者
ハ
前
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
金
額
ノ
外
千
円
ヲ

超
エ
ザ
ル
限
度
ニ
於
テ
引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
金
融
緊
急
措

置
令
施
行
規
則
第
条
第
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
預
金
等
ノ
支
払
ヲ
受
ケ

タ
ル
ト
キ
ハ
千
円
ヨ
リ
当
該
支
払
金
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
残
額
ヲ
限
度
ト

ス一
昭
和
二
十
一
年
一
月
一
日
以
後
外
地
又
ハ
外
国
其
ノ
他
大
蔵
大
臣

ノ
指
定
ス
ル
地
域
ヨ
リ
本
邦
ニ
引
揚
ゲ
タ
ル
本
邦
人

二
本
邦
ヨ
リ
外
国
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
地
域
ニ
引
揚
グ
ル

者

'

第
八
条
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ハ
第
六
条
ニ
規
定
ス
ル
金
額
ノ
外
大

蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
金
額
ヲ
限
リ
引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
.
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一
項
ニ
規
定
ス
ル
日
本
銀
行
券
ノ
種
類
ハ
本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
通
用
ス

ル
五
円
券
、
拾
円
券
、
弐
拾
円
券
、
百
円
券
、
弐
百
円
券
及
千
円
券
ト

ス
第
二
条
令
第
一
条
第
一
項
本
文
ニ
規
定
ス
ル
日
ハ
昭
和
二
十
一
年
三
月

九
日
ト
ス

第
三
条
令
第
一
条
第
一
項
何
番
ニ
規
定
ス
ル
日
ハ
昭
和
二
十
一
年
三
月

二
十
日
ト
ス
但
シ
大
蔵
大
臣
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
地
域
ヲ
限
リ

別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

大
蔵
大
臣
前
項
何
番
ノ
規
定
ニ
依
リ
別
段
ノ
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之

ヲ
公
示
ス

第
四
条
令
第
二
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
期
間
ハ
昭
和
二
十
一
年
三
月
一

日
ヨ
リ
同
月
二
十
日
迄
ト
ス

第
五
条
郵
便
官
菱
銀
行
、
信
託
会
社
、
無
尽
会
社
、
農
林
中
央
金
庫
、

商
工
組
合
中
央
金
庫
、
庶
民
金
庫
、
地
方
農
業
会
、
漁
業
会
又
ハ
市
街

地
信
用
組
合
其
ノ
他
貯
金
ノ
受
入
ヲ
為
ス
組
合
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
拘
ラ

ズ
昭
和
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
迄
令
第
二
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル

引
換
(
以
下
単
ニ
引
換
ト
称
ス
)
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

外
国
其
ノ
他
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
地
域
ヨ
リ
引
揚
ゲ
昭
和
二
十
一
年

一
月
二
十
二
日
以
後
本
邦
ニ
到
着
シ
タ
ル
本
邦
人
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
拘

ラ
ズ
到
着
ノ
日
ヨ
リ
二
月
内
ハ
引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定

ス
ル
日
迄
引
換
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

大
蔵
大
臣
前
項
ノ
指
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
公
示
ス

大
蔵
大
臣
前
項
ノ
指
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
公
示
ス

第
九
条
大
蔵
大
臣
令
第
二
条
第
一
項
及
令
第
四
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依

リ
日
本
銀
行
券
ヲ
指
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
公
示
ス

第
十
条
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ノ
世
帯
王
及
世
帯
員
又
ハ
第
七
条
第
一

号
ノ
邦
人
令
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
引
換
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
当

該
引
換
ノ
事
務
ヲ
取
扱
フ
ベ
キ
金
融
機
関
ニ
対
シ
引
換
ヲ
請
求
シ
得
ル

コ
ト
ア
証
ス
ル
ニ
足
ル
書
面
ヲ
呈
示
ス
ベ
シ

第
十
一
条
令
第
四
条
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
期
間
ハ
昭
和
二
十
一
年
三
月

一
日
ヨ
リ
同
月
九
日
迄
ト
ス

第
十
二
条
令
第
四
条
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
表
示
ハ
手
形
、
小
切
手
又
ハ

郵
便
為
替
証
書
ノ
表
面
余
白
ニ
「
封
鎖
不
要
」
ト
記
載
シ
金
融
機
関
ノ

代
表
者
又
ハ
代
理
人
記
名
捺
印
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
十
三
条
金
融
緊
急
措
置
令
ニ
規
定
ス
ル
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
現
金
ニ

依
ル
支
払
ハ
令
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
引
換
ヲ
為
ス
場
合
ノ
外
第
一
条

ニ
規
定
ス
ル
種
類
ノ
日
本
銀
行
券
ニ
付
テ
ハ
昭
和
二
十
一
年
三
月
九
日

迄
ハ
旧
券
ニ
依
リ
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
但
シ
令
第
二
条
ノ
証
紙
ヲ
貼
付

シ
タ
ル
日
本
銀
行
券
又
ハ
大
蔵
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
日
本
銀
行
券
ヲ
以
テ

受
入
レ
タ
ル
預
金
又
ハ
貯
金
ノ
支
払
ヲ
為
ス
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
十
四
条
令
第
五
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
日
ハ
昭
和
二
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ト
ス

t
T
E
e
d
H
H
J
 

，F
・
H
口ハ

本
令
ハ
公
布
ノ
周
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

注
司
令
部
へ
提
出
し
た
省
令
案
と
推
定
。
が
リ
版
刷
。
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出
所
大
蔵
省
資
料

Z
五
二
六
|
三

l
三。

資

w
l
n
金
融
緊
急
措
置
及
通
貨
引
換
ニ
関
ス
ル
審
議
経
過

(
昭
和
一
二
年
二
月
五
日
)
，

金
融
緊
急
措
置
及
通
貨
引
換
ニ
関
ス
ル
審
議
経
過

-

一

、

唯

今

迄

ノ

説

明

子

日

時

相

手

方

一

、

二

二

マ

ル

カ

ッ

ト

少

将(
経
済
科
学
部
長
)

ト
l
マ
ス
氏

(
経
済
科
学
部
財
政
課
)

ポ
グ
ダ
ン
氏

(

同

右

)

'エ
i
ゲ
ク
イ
ス
ト
中
尉

(
同
価
格
統
制
課
)

渋説
沢
大明

奏者
臣

爾
後
殆
ド
連
日

木
内
参
事
官

二
、
提
示
セ
ル
書
類

付
物
価
体
系
再
建
ニ
関
ス
ル
覚
書

口
金
融
措
置
ニ
関
ス
ル
覚
書

同

勅
A
基
一
件
省
主
二
件
ノ
鶴
訳

三
、
査
識
経
過

ω
物
価
体
系
ニ
関
ス
ル
限
リ
充
分
ナ
ル
諒
解
ニ
到
達
シ
タ
リ
ト
信
ズ

納
金
融
通
貨
措
置
ニ
関
シ
テ
ハ
原
則
的
ニ
ハ
諒
解
ア
ル
モ
具
体
的
細

目
ニ
付
テ
ハ
相
当
ノ
懸
隔
ア
リ
司
令
部
ト
シ
テ
ハ
細
目
ハ
日
本
当
局 八五六

昭
二
て
二
、
七

当
面
ノ
我
国
社
会
経
済
秩
序
安
定
方
策
ニ
関
ス
ル
件

一
、
敗
戦
後
ニ
於
ケ
ル
我
国
ノ
イ
ン
フ
レ
状
況
ハ
第
一
次
大
戦
後
ノ
独
乙

ノ
イ
ン
フ
レ
状
況
ニ
近
似
ス
ル
所
多
シ
。
即
チ
イ
ン
フ
レ
原
因
ハ
左
ノ

知
ク
著
シ
ク
近
似
シ

独

乙

赤
字
戦
費
ニ
因
ル
名
目
的
購
買
力
ノ
累
積

戦
後
赤
字
財
政
ノ
継
続

中
央
銀
行
民
間
貸
出
ノ
累
増

d

市
中
銀
行
貸
出
ノ
累
増

中
央
政
権
ノ
不
確
立

投
機
思
惑
ノ
激
化
(
為
替
)

賠
償
及
補
償
負
担
ノ
巨
大

口
u

向

上

向

上

向

上

向

上
同

'

上

向
上
(
動
産
不
動
産
)

同

上

財
産
税
等
遁
脱
ノ
為

ニ
ス
ル
換
物

ω

人
心
〆
弛
緩

帥

生

産

業

ノ

不

活

動

食
糧
不
足

唯
独
乙
イ
ン
フ
レ
ト
異
ナ
ル
ハ
弦
国
ニ
於
テ
ハ
産
業
プ
!
ム
ナ
キ
コ
ト

及
戦
後
急
テ
ン
ポ
ニ
悪
性
イ
ン
フ
レ
ノ
段
階
ニ
突
入
セ
ル
コ
ト
等
ナ
リ

市
シ
テ
独
乙
ニ
於
テ
ハ
右
イ
ン
フ
レ
ヲ
、
国
民
ノ
イ
ン
フ
レ
嫌
忌
気
運

横
溢
ノ
時
ニ
当
リ

ω
物
的
担
保
ア
ル
通
貨
ノ
発
行

ω倒的向(四)同 ω←)

緊急措置の法令化過程(2)

、
ー
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本

ニ
一
任
ス
ル
ノ
態
度
ニ
出
デ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
ス

川

wl
、
緊
急
措
置
全
般
ヲ
通
ジ
テ
ノ
財
政
負
担
問
題
ニ
付
テ
ハ
単
ニ
口
頭

ニ
デ
問
題
ヲ
メ
ン
シ
ヨ
ン
シ
タ
ル
程
度
ナ
リ

此
ノ
点
モ
達
観
的
計
数
ニ
付
包
括
的
ニ
承
認
ヲ
与
へ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ

切
望
ス

業

2

一
、
一
月
二
十
五
日
午
前
十
時
大
蔵
省
主
税
局
渡
辺
書
記
官
連
合
軍
総
司

令
部
経
済
科
学
部
バ
ロ
ン
少
佐
ヲ
訪
問
シ
臨
時
財
産
調
査
令
案
(
英
文
)

ヲ
手
交
シ
研
究
方
ヲ
依
頼
シ
置
キ
タ
リ

二
、
二
月
四
日
午
後
二
時
大
蔵
省
主
税
局
渡
辺
書
記
官
連
合
軍
総
司
令
部

経
済
科
学
部
バ
ロ
ン
少
佐
ヲ
訪
問
シ
臨
時
財
産
調
査
令
案
ニ
付
逐
条
ニ

亘
リ
説
明
ヲ
行
ヒ
タ
リ

バ
ロ
ン
少
佐
ハ
此
ノ
際
日
銀
券
ノ
引
換
及
金
融
緊
急
措
置
ヲ
実
行
ス
ル

ノ
要
ア
ラ
パ
之
ト
即
応
シ
テ
臨
時
財
産
調
査
令
ヲ
施
行
ス
ル
ノ
必
要
ア

ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
了
承
シ
要
ハ
右
ノ
金
融
的
措
置
ヲ
実
施
ス
ル
必
要
如
何

ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
関
係
官
ト
打
合
セ
ノ
上
何
分
ノ
回
答
ナ
ス
ベ
シ
ト
述
べ

居
レ
リ

書
込

*
I
一
二
・
二
・
五
※

2
一
二
・
二
・
五

注
タ
イ
プ
打
ち

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
|
三

l
三。

w
l
m
当
面
ノ
我
国
社
会
経
済
秩
序
安
定
方
策
ニ
関
ス
ル

件
(
昭
和
一
二
年
二
月
七
日
)

帥
赤
字
財
政
ノ
停
止

村
中
央
銀
行
貸
出
ノ
停
止
(
金
約
款
貸
付
)

的
賠
償
ノ
打
切
(
実
際
上
ハ
イ
ン
フ
レ
最
悪
期
直
前
ニ
支
払
不
可
能

ニ
陥
レ
リ
)
ニ
依
リ
安
定
シ
得
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ

二
、
都
ツ
テ
強
国
ニ
於
テ
今
日
イ
ン
フ
レ
安
定
方
策
ヲ
執
ラ
ン
ト
ス
ル
場

合
支
障
ト
ナ
ル
ベ
キ
要
因
ヲ
考
フ
ル
ニ

ω
国
民
ハ
呆
シ
テ
現
状
ニ
於
テ
資
金
封
鎖
其
ノ
他
強
烈
ナ
ル
デ
フ
レ

政
策
ニ
堪
へ
得
ル
ヤ

帥
賠
償
、
在
外
通
貨
整
理
、
進
駐
軍
経
費
、
軍
需
企
業
補
償
、
戦
争

保
険
、
失
業
救
済
-
社
会
保
障
、
価
格
差
補
給
金
其
ノ
他
補
助
金
、

国
債
章
一
マ
多
額
ノ
未
確
定
支
払
ヲ
予
想
セ
ラ
ル
ル
モ
果
シ
テ
赤
字
財

政
ヲ
恒
久
的
ニ
是
正
シ
得
ル
ヤ

付
物
価
騰
賞
、
給
与
ノ
改
善
、
運
転
資
金
ノ
不
足
等
ノ
要
請
ア
ル
モ

果
シ
テ
日
本
銀
行
ニ
於
テ
民
間
貸
出
ヲ
停
止
シ
得
ル
ヤ

付
国
民
ニ
貯
蓄
ノ
増
加
即
チ
通
貨
ノ
尊
重
ヲ
期
待
シ
得
ル
ヤ

等
ノ
事
情
ア
リ

三
、
伯
テ
現
段
階
ニ
於
ケ
ル
強
国
イ
ン
フ
レ
ノ
安
定
方
策
ト
シ
テ
ハ
、
独

乙
ノ
場
合
ノ
知
ク
徹
底
シ
タ
ル
措
置
ハ
之
ヲ
執
リ
得
ザ
ル
ベ
ク
又
徹
底

シ
タ
ル
措
置
ハ
後
日
必
要
ナ
ル
場
合
ヲ
考
慮
、
ン
之
ヲ
留
保
シ
置
ク
ヲ
適

当
ト
ス
ル
モ
ノ
ト
考
へ
ラ
ル
ル
ヲ
以
テ
、
差
当
リ
右
方
策
ト
シ
テ
ハ
左

記
方
針
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
シ
、
且
之
ニ
付
連
合
軍
ノ
承
認
援
助
ヲ
受
ク
ル

コ
ト
ヲ
前
提
ト
ス
ル
ヲ
適
当
ト
ス
ベ
シ

コU
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第
一
、
過
剰
購
買
力
ノ
封
鎖
及
各
人
勤
労
自
存
態
勢
ノ
確
立

一
、
既
存
預
金
ノ
封
鎖

O
月
O
日
現
在
ヲ
以
テ
金
融
機
関
ノ
預
金
等
ノ
元
本
ノ
支
払
ヲ
禁
止
シ

財
産
税
等
徴
収
完
了
ノ
日
迄
封
鎖
ス
ル
コ
ト

二
、
預
金
ノ
解
除

付
個
人
ハ
自
己
ノ
勤
労
等
ニ
依
ル
収
入
ヲ
以
テ
生
計
ヲ
樹
ツ
ル
ヲ
本

旨
ト
シ
、
貯
蓄
ハ
不
時
ノ
入
用
等
本
来
ノ
使
途
ニ
使
用
セ
ラ
ル
ベ
キ

モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
他
ニ
現
金
、
預
金
又
ハ
収
入
ナ
キ
場
A
墨
守
ニ
限

リ
右
封
鎖
ノ
日
ニ
於
ケ
ル
預
金
等
ノ
二
割
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
右
封
鎖

預
金
ノ
解
除
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
但
シ
一
人
ニ
付
最
低
千
円
最
高
一
万
円

ト
ス
ル
コ
ト

口
会
社
孟
ハ
ノ
他
ノ
法
人
ニ
付
テ
モ
経
営
者
及
従
業
員
相
協
力
シ
毎
月

ノ
収
入
ヲ
以
テ
支
出
ヲ
賄
フ
ベ
キ
モ
ノ
ト
シ
、
右
封
鎖
ノ
日
ニ
於
ケ

ル
預
金
ノ
五
割
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
他
ニ
現
金
、
預
金
又
ハ
収
入
ナ
キ

場
合
ニ
限
リ
右
封
鎖
預
金
ノ
解
除
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
但
シ
預
金
ノ
解
除

j

ハ
先
ヅ
当
座
預
金
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
シ
原
則
ト
シ
テ
記
名
式
小
切
手
ニ

依
リ
払
出
ス
コ
ト

日
目
個
人
企
業
ニ
付
テ
モ
右
会
社
ノ
場
合
ト
同
様
ト
シ
唯
封
鎖
解
除
ノ

割
合
ヲ
三
割
ト
ス
ル
コ
ト

側
尚
公
租
公
課
ノ
納
付
及
過
去
ノ
債
務
ノ
返
済
ハ
振
替
ノ
方
法
ニ
依

リ
別
途
解
除
ヲ
認
ム
ル
コ
ト

ω，
右
解
除
ニ
当
リ
テ
ハ
収
支
ノ
状
況
、
現
金
及
製
品
材
料
等
ノ
手
持

高
等
其
ノ
己
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
情
ヲ
証
明
ス
ル
ニ
足
ル
書
類
ヲ
当
該
金

資緊急措置の法令化過程(2)

言
及
米
国
ノ
対
日
管
理
方
針
ニ
遵
拠
シ
国
庫
ノ
経
常
収
入
(
財
産
税
外

二
税
ノ
収
入
ハ
一
時
的
投
資
的
支
出
ノ
外
原
則
ト
シ
テ
之
ヲ
除
外
ス
)

ノ
限
度
内
ニ
於
テ
左
ノ
順
序
ニ
従
ヒ
支
出
ヲ
行
ヒ
自
立
健
全
財
政
ヲ
確

立
ス
ル
コ
ト

て
.
行
政
運
営
上
必
要
ナ
ル
人
件
費
及
物
件
費

二
、
生
産
的
失
業
救
済
費

三
、
社
会
保
障
費

四
、
民
生
安
定
上
必
要
ナ
ル
価
格
差
補
給
費
及
補
助
金

五
、
進
駐
軍
関
係
費
(
価
格
及
賃
金
ハ
公
定
ヲ
厳
守
ス
ル
コ
ト
)

六
、
国
債
利
払
費

七
、
軍
需
企
業
、
賠
償
関
係
企
業
及
個
人
補
償

八
、
其
ノ
他

第
三
、
価
格
ノ
改
正
及
厳
守

一
、
米
価
、
石
炭
、
金
(
対
米
為
替
)
ヲ
基
準
ト
シ
テ
物
価
体
系
ヲ
三

.
月
九
日
迄
ニ
確
定
シ
之
ヲ
厳
守
セ
シ
メ
、
之
ガ
違
反
ハ
厳
罰
ニ
処
ス

コL
S

二
、
米
麦
ノ
供
出
ヲ
確
保
ス
ル
ト
共
ニ
成
ル
ベ
ク
消
費
都
市
供
給
用
公

国
営
由
豚
牧
場
(
固
有
財
産
及
御
料
林
ア
活
用
シ
之
ヲ
払
下
ゲ
又
ハ
使

用
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
政
府
へ
ノ
供
出
ヲ
条
件
ト
ス
)
ノ
経
営
及
大
漁

業
会
社
ニ
依
ル
魚
類
ノ
消
費
都
市
供
給
ヲ
確
保
シ
、
食
生
活
ノ
脅
威

ヲ
解
除
ス
ル
コ
ト

第
四
、
企
業
貸
出
ノ
適
正
化

一
、
市
中
銀
行
其
メ
他
金
融
機
関
ハ
新
規
貸
出
及
借
替
ニ
際
シ
封
鎖
預
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融
機
関
ニ
提
出
セ
シ
ム
ル
コ
ト

ω
W
右
解
除
容
認
額
ヲ
使
用
シ
尽
シ
タ
ル
個
人
及
法
人
ニ
付
テ
ハ
大
蔵

大
臣
特
ニ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
場
合
ニ
限
リ
右
解
除
割
合
ノ
増
加

ヲ
認
ム
ル
コ
ト

三
、
現
金
ゾ
引
換
及
封
鎖

ハ
門
現
行
通
貨
ハ
法
人
個
人
共
ニ
一
人
ニ
付
百
円
ノ
割
合
ヲ
以
テ
三
月

八
日
及
九
日
ノ
両
日
ヲ
期
シ
予
メ
届
出
デ
タ
ル
引
換
機
関
ニ
於
テ
部

落
会
町
内
会
ニ
於
テ
取
纏
メ
又
ハ
格
別
ニ
新
券
ト
引
換
フ
ル
コ
ト
但

シ
金
融
機
関
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
預
金
現
在
高
ノ
二
%
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ

引
換
フ
ル
コ
ト

同
右
引
換
ヲ
円
滑
ニ
行
フ
為
右
両
日
ハ
総
テ
ノ
金
銭
債
務
ノ
支
払
ヲ

停
止
シ
引
換
機
関
ヲ
シ
テ
右
引
換
事
務
ニ
従
事
セ
シ
ム
ル
コ
ト

国
三
月
九
日
現
在
ヲ
以
テ
旧
券
ヲ
無
効
ト
シ
金
融
機
関
ニ
於
ケ
ル
旧

券
ノ
受
入
ハ
右
引
換
ニ
当
ツ
ル
モ
ノ
ノ
外
三
月
七
日
ヲ
以
テ
打
切
ル

コ
L
'

同

O
月
O
日
ヨ
リ
三
月
七
日
迄
ニ
受
入
レ
タ
ル
金
融
機
関
ノ
預
金
ニ

付
テ
ハ
完
全
ニ
封
鎖
シ
又
三
月
七
日
迄
ニ
発
行
セ
ラ
レ
タ
小
切
手
、

手
形
、
郵
便
為
替
モ
総
テ
封
鎖
預
金
ニ
封
入
セ
シ
ム
ル
コ
ト

四
、
高
額
所
得
ノ
封
鎖

封
鎖
後
ニ
於
ケ
ル
新
券
収
入
ニ
付
テ
モ
月
千
円
以
上
ハ
之
ヲ
封
鎖
ス
ル

コL
a

第
二
、
自
立
財
政
ノ
確
立

連
合
軍
ノ
財
政
再
建
及
政
府
借
入
金
ニ
関
ス
ル
指
令
並
ニ
ポ
ツ
ダ
ム
宣

金
解
除
ノ
場
合
ト
同
様
ノ
取
扱
ヲ
為
ス
コ
ト

二
、
日
本
銀
行
ハ
左
取
扱
ノ
遵
守
ヲ
確
保
ス
ル
為
其
ノ
市
中
銀
行
ニ
対

ス
ル
既
貸
出
ノ
乗
換
ニ
際
シ
テ
ハ
厳
重
ニ
当
該
銀
行
ノ
取
扱
方
ヲ
審

査
シ
又
情
勢
ニ
応
ジ
大
蔵
省
日
本
銀
行
協
力
シ
テ
其
ノ
主
タ
ル
貸
出

先
ノ
経
理
及
経
営
状
況
ヲ
検
査
ス
ル
コ
ト
尚
日
本
銀
行
ノ
市
中
銀
行

ニ
対
ス
ル
新
規
貸
出
ハ
原
則
ト
シ
テ
之
ヲ
行
ハ
ザ
ル
コ
ト

備
考
本
措
置
後
ニ
於
ケ
ル
現
金
及
流
動
預
金
額
ハ
概
ネ
左
ノ
如
シ

付

現

金

(

引

換

直

後

)

七

五

億

円

ω
個
人
及
個
人
企
業
預
金
(
銀
行
預
金
中
個
人
分
ハ
七
割
ト
シ
、

一

応

約

二

割

ヲ

計

上

ス

)

三

O
O億
円

同
法
人
預
金
(
銀
行
預
金
中
三
割
ヲ
法
人
預
金
ト
シ
其
ノ
五
割

ヲ

計

上

ス

一

八

五

億

円

五
六
O
億
円

計

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
|
三
|
三
。

w
lお
引
換
令
関
係
対
司
令
部
交
渉
愛
知
メ
モ
(
昭
和
二
一
年

一
一
月
九
日
)

米

1
G
H
Q対
案
引
換
令
関
係

。
証
紙
ヲ
使
用
セ
ザ
ル
コ
ト

O
一
ノ
位
ヲ
削
ル
コ
ト

②
第
二
条
ノ
改
正

l
旧
券
自
体
ヲ
換
へ
ズ
ニ
預
金
ヲ
経
由
|
建
前
ト
シ

テ
可
ナ
ル
モ
宮
藤
上
ハ
百
円
ダ
ケ
ハ
交
換
ス
ル
カ
ラ
可

O
引
換
期
間
の
問
題



¥ 

料 448資

宮
市
ヲ
⑪
預
金
モ
日
銀
勘
定
ニ
ス
ル

必
要
ハ
ナ
イ
デ
ハ
ナ
イ
カ

警
⑤
当
方
ノ
趣
旨
ハ
無
効
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
発
行
高
ヨ
リ
落
ス
ト
イ
フ

趣
旨
。
但
シ
例
外
ニ
引
換
へ
ヲ
認
メ
ル
モ
ノ
ヲ
差
引
イ
テ
国
庫
ニ
日

銀
カ
ラ
納
付
セ
シ
メ
ル

?
@
日
銀
l
国
庫
帰
属
ス
ル
ヨ
ト
ハ
不
可

業

'φ
旧
券
授
受
禁
止
ヲ
ヤ
メ
ル

l
罰
則
ノ
前
提
ト
ナ
ル
規
定

@
罰
則
|
新
券
没
収
ス
ベ
シ

施
行
規
則

兼
個
人
口
五
円
ヲ
削
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
財
産
税
ノ
対
象
ト
ナ
ル
倶
ア
ル
ヲ
以
テ

五
円
ヲ
入
レ
ル
ガ
可
ナ
ル
コ
ト
引
換
ニ
モ
困
ラ
ヌ

。
無
効
日
ト
最
終
日
ト
ヲ
一
緒
ニ
ス
ル
コ
ト

e三
月
四
日
ヨ
リ
九
日
短
期
ニ
ス
ル
コ
ト
ニ
意
味
ア
ル
ベ
シ

⑮
引
揚
者
二
ヶ
月
ヲ
四
週
ニ
ス
ル

⑤
の
o-oミ
ヲ
ヤ
メ
ル
コ
ト
l
処
置
済

@
地
方
公
共
団
体
l
無
制
限
デ
ハ
不
可
ナ
ル
コ
ト
|
省
令
ニ
ー
ハ
入
レ
ラ

レ
ヌ
カ
モ
知
レ
ヌ

世
帯
王
ヲ
除
キ
一
人
百
円

@
千
円
ト
セ
ズ
五
条
三
項
l
遺
失
物
-
供
託
1
例
示
的
ト
ス
ル
コ
ト

@
引
換
ヲ
ヤ
メ
ル
指
定
シ
タ
者

@
公
示
ノ
方
法
ヲ
明
示
シ
配
給
通
帳
云
々
ヲ

E
gロ
包
可
釦
肉
円
。
。
仏

書

込

楽

1

2

/

9

事

務

打

合

次

デ

大

臣

室

米

2
ス

ミ

※

3
ス

日
本
銀
行
ガ
預
金
ノ
代
理
機
関
ト
ナ
ル

w
l
u
 緊
急
措
置
令
関
係
対
司
令
部
交
渉
愛
知
メ
モ

緊急措置の法令化過程(2)

緊
急
措
置
令

一
、
「
現
ニ
存
ス
ル
」
ガ
ナ
ク
ナ
ル
コ
ト

ス

ル

、

a

'

一一、

4
号
ノ
給
料
云
々
ニ
「
命
令
ノ
定
ム
ル
」
ヲ
加
へ
ル

三
、
四
、
「
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
」
ヲ
削
ル

七
、
利
息
ノ
支
払
ハ
「
命
令
ノ
定
ム
ル
」
ト
ス
ル
コ
ト

O
(新
設
)
強
キ
ニ
従
フ
コ
ト
(
特
殊
預
金
)

施
行
規
則

一
、
金
融
機
関
ニ
対
ス
ル
一
切
ノ
金
銭
債
権
ニ
拡
張
ス
ル
コ
ト
国
債
元

本
、
蔵
恭
其
ノ
他
ハ
制
限
セ
ラ
レ
タ
ル
の
F
R
W
ニ
依
リ
支
払
フ
コ
ト
、
利

子
ノ
支
払
ニ
付
然
リ
-

注
大
日
本
帝
国
政
府
用
筆
。
日
付
な
し
。
エ
ン
ピ
ツ
書
き
。
資
料

W
l
m参

照。

出

所

大

蔵

省

資

料

Z
五
二
六
|
三

f
三。

措
置
令
ニ
於
ケ
ル
問
題

θ
範
囲
ノ
問
題

@
現
ニ
存
ス
ル

@
債
ム
ノ
問
題
殊
ニ
包
仏
ノ
分
買
を

mwg入
ラ
ヌ

O
最
終
期
限
ヲ
オ
ク
ヤ
否
ヤ
↓
期
限
ヲ
置
カ
ヌ

/
段
々
楽
ニ
ス
ル
ト
イ
フ
ノ
ハ
知
何
ナ
ル
方

法
ニ
依
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ

「
準
ズ
ル
」
ヲ
「
一
切
ノ
」
ト
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ミ

※

4
ス

ミ

楽

5
ス
ミ
、
米

6
宮
口
内
出
口
問
※

7
〔
引
換
ヲ
ヤ
メ
ル
〕

大
日
本
帝
国
政
府
用
筆
。
エ
ン
ピ
ツ
手
書
に
ペ
ン
で
書
込
み
。
本
文
中
の
書

込
舷

3
3、
で
示
し
、
欄
外
の
書
込
み
の
み
「
書
込
」
と
し
て
注
記
し
た
。
資

料

W
l
m参
照
。

出

所

大

蔵

省

資

料

Z
五
二
六

l
三

l
三。

注
w
lお
引
換
令
ニ
関
ス
ル
ポ
グ
ダ
ン
会
見
結
果
愛
知
メ
モ

引
換
令
ニ
関
ス
ル
ポ
グ
ダ
ン
会
見
結
果

①
証
紙
原
則
的
ニ
反
対
サ
ギ
、
紛
失
、
保
賀
其
ノ
他
ヨ
リ
面
白
カ

ラ
ズ
欧
州
ノ
例
ヨ
リ
ス
ル
モ
又
政
府
ノ
信
頼
ガ
ナ
ク
ナ
ル
九
十

億
乃
至
二
ニ
O
億
ノ
発
行
高
ナ
ル
ベ
シ
証
紙
印
刷
ノ
為
紙
幣
ノ
印
刷

遅
レ
タ
ル
ハ
遺
憾
ナ
リ
要
之
印
刷
ノ
叫
薮
ノ
問
題
実
行
ヲ
延
パ

シ
テ
マ
デ
モ
証
紙
ヲ
岡
山
g
c
u
ス
ル
カ

②
三
月
四
日
ト
九
日
ト
ノ
点
ハ
コ
一
日
位
ハ
無
効
日
ノ
後
デ
良
イ
ノ
デ
ハ
ナ

イ
カ

③
三
条
ノ
列
挙
ヲ
増
加
ス
ル
コ
ト

④
日
銀
ノ
利
益
ヲ
ト
リ
上
ゲ
ル
ダ
ケ
ナ
ラ
パ
可
|
其
ノ
利
益
ハ
日
銀
ニ
仮

勘
定
ニ
置
イ
テ
オ
ク
ト
イ
フ
コ
ト

⑤
一
日
次
ギ
ノ
日
ニ
無
効
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
撤
回

⑥
遺
失
物
等
ニ
付
テ
ハ
例
示
ス
ル
コ
ト

注
大
日
本
帝
国
政
府
用
筆
。
日
付
な
し
。
ペ
ン
手
書
き
。
資
料

W
l
m参
照
。

出

所

大

蔵

省

資

料

Z
五
二
六
|
三
|
三
。

eu内
向
凶
釦
山
、
ト
ハ
何
日
ナ
リ
ヤ

⑮
既
存
ノ
債
務
ノ
支
払
ニ
ハ
選
択
ニ
テ
自
由
円
ヲ
認
メ
ル
コ
ト
ノ
可
否

@
事
業
資
金
|
目
的
ガ
狭
ス
ギ
ル
コ
ト

@
制
限
小
切
手
ノ
仕
組
ミ
ハ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
カ

定
期
積
金
|
新
シ
ク
払
込
ン
ダ
モ
ノ
ハ
解
除
ヲ
認
メ
ル
コ
ト

保
険
|
保
険
金
ヲ
貰
ツ
タ
ラ
プ
ロ
ッ
ク
シ
テ
具
体
的
ニ
解
除

O
米
ノ
代
金
等
ノ
特
別
扱

r

O
法
人
ニ
全
然
自
由
預
金
ヲ
認
メ
ザ
リ
シ
原
案
ヲ
何
故
否
定
セ
ル
ヤ
一

日
一
全
部
法
人
ノ
受
取
金
ハ
預
金
セ
シ
メ
ソ
レ
ヲ
引
出
ス
ト
キ
ニ
ハ
貴
方

提
案
ヲ
行
ヒ
得
ヘ
シ

O
食
糧
蒐
荷
機
関
ノ
事
業
運
営
ノ
為
ノ
費
用
ハ
現
金
支
払
ヲ
認
メ
ズ
シ
テ

可
ナ
リ
ヤ

注
大
日
本
帝
国
政
府
用
筆
。
日
付
な
し
。
ペ
ン
手
書
き
。
資
料

W
l
m参
照
。

出

所

大

蔵

省

資

料

Z
五
二
六

l
三

l
三。

w
l
m
勅
令
案
・
省
令
案
司
令
部
修
正
要
求
案
(
昭
和
二
一
年

一
一
月
九
日
検
討
資
料
)
(
巻
末
英
文
資
料
羽
1
2
)

w
l
m
 省
議
愛
知
メ
モ
(
昭
和
一
二
年
二
月
一

O
日
)

ニ
・
一

O
(
日
)
省
議

一
了
九
木
内
氏
会
談
報
告

。
発
表
ヲ
延
期
ス
ル
コ
ト
二
十
三
日
発
表

引
換
ヲ
二
十
五
任
ヨ
リ
三
月
九
日
迄
(
十
二
日
迄
ハ
巳
芯
巧
ωロ
8
ヲ
認
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メ
ル
|
予
入
ダ
ケ
)

?
輸
送
開
始
十
六
日
(
日
銀
迄
)
二
十
三
日
ヨ
リ
二
十
五
日
迄
パ
ラ
マ

ク
(
直
グ
ニ
ハ
引
換
ニ
コ
ヌ
)
飛
行
機
ニ
依
ル
援
助

O
引
換
期
間
中
ハ
新
シ
イ
貸
出
ハ
ス
ト
ッ
プ
(
半
パ
ハ
回
g
w
図。
5
・

zm)i 

o
o円

F
R
O
E日
間
丘
町
。
ロ
ハ
予
金
ト
同
様
「
金
融
上
」
ノ

o
E百
丘
町
Oロ
ト
見

テ
宜
シ
キ
コ
ト

個
人
ノ
債
権
債
ム
ハ
入
ラ
ナ
イ

省
令
ノ
第
一
条
ノ
宮
Z
B巳
ハ
前
段
ニ
係
ル

e
n
F
R
W
ハ
他
ノ
匂
ω可
5
0
E
ノ
宮
巳
2
5
0
E
ヲ
含
ム

制
限

n
y
R
W
ノ
定
義
ハ
入
レ
ル
ベ
キ
デ
ア
ル
|
措
置
令
ニ
依
リ
認
メ

ラ
レ
タ
支
払
ニ
使
ハ
レ
ル

l
政
府
ニ
対
シ
テ
ハ
現
金
ト
ナ
ル

Eonw
ノ
意
味
ハ
|
精
算
、
解
散
ノ
場
合
ヲ
意
味
ス
凶
己
ミ
ハ
本
令
施

行
ノ
日
付
ナ
ル
コ
ト

勅
令
ヲ
拡
張
ス
ル
コ
ト
(
匂
ユ
ロ
巳
ヨ
-
w
Z
Z
5
2
其
ノ
他
)

⑮
第
七
条
ノ
関
係
ハ
当
方
ノ
提
案
ノ
通
リ

但
シ
利
子
ハ
制
限
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
旨
ノ
一
項
ヲ
入
レ
ル
コ
ト

条
件
ニ
依
ツ
テ
ハ
無
利
息
ニ
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
(
「
利
子
ニ
付
テ
ハ

命
令
ヲ
以
テ
定
ム
」
)

⑤
丘
一

n
F
R
Eト
ハ

5
2吋
目
立
包

nFonw
ノ
意
ナ
リ

@
三
条
|
四
条

官
吏
ノ
俸
給
ニ
付
テ
ハ
五
百
円
ノ
限
定
、

拘
束
ス
ル

資

進
駐
軍
ニ
付
テ
モ
自
発
的
ニ

緊急措置の法令化過程(2)

一
、
預
金
払
出
ニ
追
加
認
メ
ラ
レ
度
キ
モ
ノ

株
式
払
込
、
社
債
、
金
融
債
、
国
債
購
入
金
、
貸
付
金
l
例
之
貸
屋
。

d

下
請
ニ
対
ス
ル
貸
付
。
凶
【
凶
ミ
後
投
資
資
金
ノ
為
ノ
払
出

二
、
金
融
機
関
ノ
貸
付

貸
付
ハ
凡
テ
封
鎖
ー
タ
シ
カ
メ
ル
コ
ト
凡
テ
自
由
ニ
ス
ル
ハ
困
ル

三
、
①
事
業
会
社
ノ
必
要
ナ
ル
資
金
|
制
限
小
切
手
ニ
ス
レ
パ
{
与
4
デ
ハ

ナ
イ
カ
l
ソ
ノ
通
リ
使
ハ
レ
タ
カ
否
カ
認
証
ハ
可
能
ナ
リ
ヤ
l
不
渡
ト

ス
ル
カ
否
カ
!
追
及
困
難

例
示
ス
ル
コ
ト
不
可
能
例
之
証
券
ノ
売
買
、
保
証
金
、
傭
船
料
、
鉱

山
、
特
許
料
、
訴
訟

霊
長
ノ
肥
料
ニ
号
兵
ヲ
切
ラ
セ
ル
コ
ト
ハ
不
可
能
デ
ハ
ナ
イ
カ

四
、
引
換
時
ニ
於
ケ
ル
事
業
場
毎
ノ
現
金
保
有
額
ー
一
定
限
度
内
ノ
引
換

ヲ
認
メ
ル
コ
ト

五
、
株
主
払
込
金
ニ
対
ス
ル
配
当
|
新
円
ヲ
以
テ
支
払
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ

付
テ
ハ
新
円
ヲ
以
テ
配
当
ス
ル

O
貸
付
ガ
納
税
資
金
ノ
為
ニ
借
入
庁
出
来
ル
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
ハ
不
可

書

込

※

1
証
紙
ハ
第
一
期
計
画
デ
打
切
ル

注
大
日
本
帝
国
政
府
用
筆
。
エ
ン
ピ
ツ
手
書
き
。
資
料

W
l
m参
照
。

出
所
大
蔵
省
資
料

Z
五
二
六

l
三パ
l

三。

w
l羽

昭
和
二
一
年
二
月
一
四
日
日
程

IV 

一
一
月
十
四
日
(
木
)
日
程

閣
議
関
係
(
午
后
一
時
)

451 

， (→ 

O
大
法
人
ニ
自
由
予
金
ヲ
認
メ
ル
コ
ト
ハ
不
同
意
|
法
人
ノ
自
由
予
金
ヲ

封
ズ
ル
コ
ト
ハ
自
由
予
金
ガ
巳
可

R
Z
S
ト
ナ
ラ
ヌ

O
法
人
ト
個
人
ト
ニ
、
法
人
ニ
大
小
ニ
区
別
シ
ナ
イ
コ
ト

o
g各
ノ
不
足
ノ
問
題

蒐
荷
機
関
ノ

gω
弓
政
府
ハ

gω
『
ガ
出
セ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
置
ク
コ
ト

ニ
意
味
ガ
ア
ル

d
g
z
g
ω
ヲ

g
円
吋
山
、
。
ロ
ス
ル
為
ニ
グ
ト
イ
フ
コ
ト
デ
ハ
穴
ガ
イ
ク

ラ
モ
出
来
ル

l
具
体
的
ニ
例
示
ス
ル
ナ
ラ
パ
通
ル
カ
モ
知
レ
ヌ

o
σ
oロロタ

ω=。巧
m
吉一の
0
・
8
3
q等
定
期
的
ノ
モ
ノ
ハ
凡
テ
合
セ
テ
五

0
0円
ニ
テ
宜
シ
イ

o
gロ
}
内
門
町
吉
弘
仲
ハ

5
2円
目
立
包
ト
書
キ
直
シ
テ
可
ナ
リ

0
4
条
C
σ
巳
E
E
mノ
ミ
ナ
ラ
ズ

5
3
g
R可
向
。
門
司
g
n
o
z
s
o

官
。
含
丘
一
。
ロ
ヲ
入
レ
テ
宜
シ
イ

「
l
広
義
ニ
テ
可
ナ
リ

o
z
m
mご
】
ユ

8
ハ
き
吾
。
門
戸

Na耳
目
。
。
ニ
テ
可
ナ
リ

orz・
5
3可
5
0
E
等
ハ
円
。
鬼
門
戸
2
0品。
F
R
W
ノ
ミ
-
一
依
ル
先
方

提
案
ノ
5
条
ハ
撤
回
シ
テ
〉
円
片
品
ニ
吉
8
2シ
d
、
e
、
f
ト
ス
ル

。
貸
出
ニ
付
テ
ハ
新
規
ニ
付
テ
モ
〉
2

E
記
載
ノ
通
リ
封
鎖
予
金
解
除

ヲ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ノ
ミ
ニ
限
ル

、O
米
ノ
供
出
代
金
ヲ
自
由
ニ
ス
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
マ
元
帥
モ
反
対
ス
ル
デ

ア
ラ
ウ

今
後
ノ
代
金
ハ
自
由

g各
ニ
テ
可
ナ
リ

0
俸
給
ノ
支
払
ニ
付
テ
制
限
ヲ
ス
ル
コ
ト
モ
法
文
化
ス
ル

、

一
、
金
融
緊
急
措
置
令
(
修
正
案
)

二
、
日
本
銀
行
券
預
入
令
(
修
正
案
)

三
、
証
紙
令
(
新
規
)

四
、
臨
時
財
産
調
査
令
(
修
正
案
)

玉
、
大
臣
談

。
右
正
午
迄
ニ
準
備
ス
ル
コ
ト

ω
内
奏
関
係
(
午
后
三
時
三
十
分
)

右
四
勅
令
ノ
外

一
、
財
政
緊
急
処
分
関
係
勅
令

二
、
物
価
関
係
(
谷
村
事
務
官
正
午
迄
)
ヲ
準
備
ス
ル
コ
ト

(
尚
枢
密
院
ニ
対
ス
ル
説
明
要
旨
ヲ
モ
御
持
参
願
フ
コ
ト
)

伺
枢
密
院
関
係

出
来
得
レ
パ
午
后
三
時
以
降
御
審
査
ヲ
願
フ
コ
ト

側
内
部
準
備

一
、
大
臣
談
ヲ
英
訳
ノ
上
G
・
H
・
Q
ノ
承
認
ヲ
求
ム
ル
コ
ト

二
、
発
表
用
要
領
解
説
ヲ
準
備
ス
ル
コ
ト

三
、
証
紙
ニ
関
ス
ル
大
臣
談
並
ニ
之
庁
英
訳
ヲ
完
成
シ
G・

H
・
Q
ノ

承
認
ヲ
求
ム
ル
コ
ト

四
、
大
臣
放
送
原
稿
及
英
訳
完
成
ノ
コ
ト

五
、
放
送
日
時
ノ
内
交
渉
ヲ
進
ム
ル
コ
ト

六
、
各
勅
令
付
属
ノ
省
令
及
告
示
完
成
ノ
コ
ト

七
、
印
刷
局
ニ
官
報
号
外
発
行
ニ
関
シ
打
合
セ
ノ
コ
ト

八
、
十
六
日
ノ
発
表
及
示
達
方
法
決
定
ノ
コ
ト 米

l 



!' 
t、

-
、
金
融
機
関
召
集
ノ
時
刻
、
場
所
、
範
囲
'

2
、
財
務
局
長
ニ
対
ス
ル
示
達
方
法

3
、
高
松
及
熊
本
財
務
局
ニ
対
ス
ル
伝
書
使
人
選
決
定

4
、
通
貨
委
員
会

九
、
引
換
請
求
書
ノ
用
紙
印
刷
ノ
コ
ト

書

込

※

1
お
日
ニ
引
換
開
始
ヲ
明
示
ス
ル
コ
ト

注
ガ
リ
版
刷
。

a

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
|
三
l
三。

料 452資

v
l汎

十
四
日
)

要
処
理
事
項
・
予
定
等
愛
知
メ
モ
(
昭
和
一
二
年
二
月

米

-o高
松
局
長
ヲ
大
阪
ニ
呼
プ
コ
ト

O
熊
本
へ
出
張
サ
セ
ル
コ
ト

。
証
紙
ハ
発
表
セ
ザ
ル
コ
ト

O
緊
急
処
分
ノ
件
!
G
・
H
・
Q
ト
ノ
関
係

0
公
布
施
行
ノ
日
付
ノ
問
題

O
地
方
局
長
ニ
対
ス
ル
説
明
用
意

。
大
蔵
大
臣
放
送
ノ
日
付

O
大
臣
ニ
申
上
ゲ
ル
コ
ト

①
翰
長
談
ヲ
訂
正
ス
ル
コ
ト

金
位
紙
ノ
発
効
延
期
ス
ル
コ
ト

O
定
期
券
ノ
購
入
代
金

w
l
n
 枢
密
院
提
出
書
類
一
覧
(
昭
和
一
二
年
二
月
一
四
日
)

453 IV 緊急措置の法令化過程(2)

枢
密
院
へ
提
出
書
類

勅
令
案

て
金
融
緊
急
措
置
令

て
日
本
銀
行
券
預
入
令

一
、
日
本
銀
行
券
預
入
令
ノ
特
例
ノ
件

一
、
臨
時
財
産
調
査
令

一
、
通
信
事
業
特
別
会
計
又
ハ
帝
国
鉄
道
会
計
ニ
於
ケ
ル
昭
和
二
十
年
度

ノ
追
加
経
費
支
弁
ノ
為
ノ
借
入
金
ニ
関
ス
ル
件

説
明
雲
日

一
、
金
融
緊
急
措
置
令
日
本
銀
行
券
引
換
等
ニ
関
ス
ル
勅
令
等
制
定
理
由

説
明
要
旨

一
、
臨
時
財
産
調
査
令
制
定
ニ
関
ス
ル
件
説
明
要
旨

一
、
通
信
事
業
特
別
会
計
又
ハ
帝
国
鉄
道
会
計
ニ
於
ケ
ル
昭
和
二
十
年
度

ノ
追
加
経
費
支
弁
ノ
為
ノ
借
入
金
ニ
関
ス
ル
件
説
明
要
旨

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六

l
三
l
三。

(
昭
二
一
、
二
、
一
四
)

自
由
ニ
出
サ
セ
ル
コ
ト

封
鎖
予
金
l
郵
便
局
デ
封
鎖
支
払
ノ
出
来
ル
方
法
ヲ
ト
ル
コ
ト

唯
今
法
制
局
長
{
民
枢
府
議
長
私
邸
ヨ
リ
霊
前
ニ
テ
内
閣
へ
ノ
連
絡
要
旨

左
ノ
通
リ

一
、
明
日
(
金
曜
)
午
後
一
時
三
十
分
精
査
委
員
会

一
、
明
後
日
(
土
曜
)
午
前
十
時
ヨ
リ
右
続
行

一
、
明
後
日
零
時
四
十
分
陛
下
親
臨
本
会
議

O
精
査
委
員
会
ハ
全
顧
問
官
ヲ
以
テ
構
成
従
テ
副
議
長
委
員
長
ト
ナ
ル

O
明
後
日
ノ
発
表
ヲ
午
後
一
時
ト
ス
ル
ハ
右
ノ
結
果
多
少
困
難
ト
ナ
ル
ベ

キ
モ
発
表
日
時
等
ハ
明
朝
改
メ
テ
内
閣
総
務
課
長
ト
打
合
七
ス
ル
コ
ト
ト

致
シ
タ
リ

明
日
十
五
日
(
金
)
午
後
一
時
半
全
貝

明
後
十
六
日
全
員
委
員
会
午
後
。
時
四
十
分
親
臨
本
会
議

十
五
日
ノ
閣
議
ニ
上
提
見
込
ノ
モ
ノ
(
物
価
関
係
)
|
|
一
時
発
表
ハ
無

理「
基
本
要
綱

一
統
制
ノ
方
針
ニ
関
ス
ル
件

一
賃
金
給
与
ノ
統
制
ニ
関
ス
ル
件

戸
基
準
価
格
及
賃
金
一
覧
表
(
参
考
表
)

書

込

米

1

2

l

M

要
処
理

注
大
日
本
帝
国
政
府
用
筆
。

l
l
(原
文
の
傍
線
で
は
な
い
)
は
赤
エ
ン
ピ

ッ
、
他
は
エ
ン
ピ
ツ
手
書
き
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六

l
三
l
三。

w
lお
金
融
緊
急
措
置
令
、
日
本
銀
行
券
引
換
等
ニ
関
ス
ル

勅
令
等
制
定
理
由
説
明
要
旨
(
昭
和
二
一
年
二
月
一
四
日
渋
沢
蔵
相

内
奏
)金

融
緊
急
措
置
令
、
日
本
銀
行
券
引
換
等
ニ
関
ス
ル
勅
令
等
制
定
理

由
説
明
要
旨

来
l

金
融
緊
急
措
置
令
、
日
本
銀
行
券
預
入
令
及
日
本
銀
行
券
預
入
令
ノ

特
例
ニ
関
ス
ル
勅
令
制
定
ノ
理
由
ヲ
説
明
致
シ
マ
ス
。

今
ヤ
我
ガ
国
民
経
済
ハ
急
激
ニ
悪
性
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ノ
段
階
ニ

突
入
ス
ル
危
険
庁
増
大
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
。

日
本
銀
行
券
発
行
高
ハ
一
昨
年
末
百
七
十
七
億
余
万
円
、
昨
年
七
月

末
二
百
八
十
四
億
余
万
円
デ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
終
戦
当
時
急
激
ニ
膨
張

シ
テ
同
八
月
末
ニ
ハ
四
百
二
十
三
億
余
万
円
ト
一
ヶ
月
間
ニ
一
挙
約
百

四
十
億
円
ノ
増
加
ヲ
見
マ
シ
タ
モ
ノ
ガ
、
再
ピ
同
十
一
月
ニ
入
リ
急
歩

調
ヲ
以
テ
著
増
ヲ
見
ル
ニ
至
リ
、
昨
年
末
ニ
ハ
五
百
五
十
四
億
余
万
円
、

ト
一
昨
年
末
ニ
比
シ
約
三
百
七
十
七
億
円
、
ご
一
倍
強
ノ
増
加
ト
相
成
り
、

更
ニ
去
ル
二
月
オ
二
日
ニ
ハ
五
百
九
十
四
億
余
万
円
ト
ナ
ツ
テ
居
リ
マ

ス。

t

'

斯
カ
ル
終
戦
後
ニ
於
ケ
ル
通
貨
ノ
急
膨
張
ハ
、
多
年
三
旦
ル
戦
争
ニ

因
リ
我
ガ
経
済
国
カ
ガ
甚
大
ナ
ル
消
耗
ヲ
蒙
ル
ト
共
ニ
他
面
戦
費
ノ
調

達
ガ
専
ラ
国
債
ニ
依
存
シ
タ
結
果
国
民
経
済
的
ニ
ハ
莫
大
ナ
ル
購
買
力

ヲ
累
積
シ
、
物
資
ト
通
貨
ト
ハ
サ
ラ
ヌ
ダ
ニ
著
シ
キ
不
均
衡
ヲ
示
シ
居

リ
タ
ル
秋
ニ
当
リ
、
終
戦
後
食
糧
ノ
絶
対
的
不
足
ニ
加
へ
テ
農
家
ノ
供
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出
不
振
、
消
費
者
層
ノ
買
焦
リ
ヲ
来
シ
、
又
価
格
及
配
給
体
系
ノ
混
乱
、

石
炭
ノ
不
足
及
各
種
生
産
組
織
ノ
内
外
両
面
ニ
於
ケ
ル
不
安
定
等
ガ
相

B

累
積
シ
通
貨
ノ
急
膨
張
ニ
拍
車
ヲ
カ
ケ
タ
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア

リ
マ
ス
。
政
府
ト
シ
テ
ハ
斯
カ
ル
情
勢
ニ
対
処
シ
根
本
的
ニ
物
資
ト
通

貨
ト
ノ
均
衡
ヲ
回
復
シ
、
我
国
財
政
経
済
ヲ
再
建
シ
通
貨
、
物
価
等
ノ

体
系
確
立
ノ
素
地
ヲ
造
成
セ
ン
ト
企
画
シ
約
一
千
億
円
ニ
上
ル
財
産
税

等
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ハ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
何
分
ニ
モ

当
面
ノ
危
機
ハ
急
歩
調
ヲ
以
テ
差
迫
リ
ツ
ツ
ア
リ
マ
ス
ノ
デ
、
右
ノ
根
、

本
対
策
ハ
此
ノ
危
局
打
開
ニ
ハ
問
ニ
合
ハ
ナ
イ
倶
レ
庁
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ

ズ
、
若
シ
現
状
ノ
偉
放
置
致
シ
マ
ス
レ
パ
、
我
国
ハ
破
局
的
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
ヲ
誘
発
シ
、
社
会
経
済
秩
序
ノ
崩
壊
ヲ
来
ス
虞
ガ
多
分
ニ
存

ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
斯
ク
テ
ハ
折
角
ノ
根
本
対
策
デ
ア
ル
財
産
税
等

ノ
創
設
ノ
知
キ
モ
到
底
所
期
ノ
効
果
ヲ
挙
ゲ
得
ザ
ル
ベ
キ
ハ
言
ヲ
侯
タ

ヌ
所
デ
ア
リ
マ
ス
。

従
ツ
テ
政
府
ト
シ
テ
ハ
此
ノ
際
一
大
決
意
ヲ
以
テ
既
存
ノ
過
剰
購
買

力
ノ
主
要
源
泉
タ
ル
過
剰
現
金
ヲ
回
収
ス
ル
ト
共
ニ
金
融
機
関
ノ
既
存

ノ
預
金
等
ノ
債
務
ノ
支
払
ヲ
少
額
ノ
生
活
資
金
等
己
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ

ノ
外
禁
止
シ
、
又
一
定
ノ
債
務
ノ
支
払
ニ
付
テ
ハ
封
鎖
支
払
ノ
方
途
ヲ

講
ジ
新
ナ
ル
基
盤
ノ
上
ニ
資
金
使
用
ノ
適
正
ナ
ル
調
整
ヲ
行
ヒ
得
ル
態

勢
ヲ
整
備
シ
、
他
面
之
ト
併
行
的
ニ
諸
般
ノ
根
本
対
策
ヲ
密
議
シ
、
物

ト
金
ト
ノ
均
衡
ヲ
回
復
シ
、
又
物
価
ノ
水
準
及
体
系
ヲ
整
へ
以
テ
社
会

経
済
ノ
安
定
ニ
備
フ
ル
コ
ト
刻
下
喫
緊
ノ
要
務
ト
認
メ
憲
法
第
八
条
ノ

規
定
ニ
基
キ
金
融
緊
急
措
置
令
、
日
本
銀
行
~
券
預
入
令
及
日
本
銀
行
券

資緊急措置の法令化過程(2)

此
等
ノ
新
税
ニ
関
ス
ル
法
律
案
ハ
総
選
挙
後
ニ
開
会
セ
ラ
ル
ベ
キ
特
別

議
会
ニ
提
案
ス
ル
コ
ト
ニ
致
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
財
産
税
等

ノ
課
税
気
構
ニ
依
リ
民
間
ニ
ハ
預
金
引
出
又
ハ
換
物
等
ノ
傾
向
ガ
相
当

旺
盛
ニ
見
受
ケ
ラ
レ
テ
居
リ
マ
ス
ト
共
ニ
、
他
面
生
産
活
動
ノ
意
欲
ハ

兎
角
停
滞
シ
勝
チ
ノ
状
態
ニ
ア
リ
之
ガ
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ノ
充
進
ヲ

刺
戟
シ
テ
居
ル
コ
ト
ヲ
見
逃
、
ン
得
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
早
急
ニ
財
産

税
等
ノ
調
査
時
点
ヲ
画

ν民
心
ノ
安
定
ヲ
図
ル
必
要
ガ
ア
ル
ト
存
ズ
ル

次
第
デ
ア
リ
マ
ス
。
依
テ
別
ニ
御
霊
誠
ヲ
願
ツ
テ
居
ル
食
糧
、
通
貨
、

金
融
等
ノ
綜
合
対
策
ノ
一
環
ト
シ
テ
、
換
言
ス
レ
パ
日
本
銀
行
券
ノ
引

換
及
金
融
緊
急
措
置
ノ
実
行
ニ
即
応
シ
テ
此
ノ
際
財
産
税
等
ノ
調
査
時

期
ヲ
確
定
ス
ル
ト
共
ニ
直
ニ
調
査
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
後
日
財
産
状
態
〆

確
認
ガ
殆
ン
ド
不
可
能
ト
ナ
ル
様
ナ
財
産
関
係
ノ
移
動
ノ
頻
繁
ナ
財
産

等
ヲ
調
査
確
認
シ
テ
置
キ
、
新
税
ノ
創
設
及
確
保
ニ
資
ス
ル
為
憲
法
第

八
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
臨
時
財
産
調
査
令
ノ
制
定
ヲ
仰
ガ
ン
ト
ス
ル
次
第

デ
ア
リ
マ
ス
。

二
、
本
令
ノ
要
領

臨
時
財
産
調
査
令
ハ
先
ヅ
調
査
時
期
ヲ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
コ
ト
ト
致

シ
テ
居
リ
マ
ス
が
概
ネ
日
本
銀
行
券
ノ
旧
券
ガ
強
制
通
用
力
ヲ
失
フ
日

ノ
翌
日
午
前
零
時
ト
シ
テ
定
ム
ル
見
込
デ
ア
リ
マ
ス
。
将
来
書
器
地
セ
ラ

ル
ベ
キ
財
産
税
ハ
、
此
ノ
調
査
時
期
ニ
於
テ
有
ス
ル
個
人
及
法
人
ノ
財

産
ヲ
対
象
ト
シ
テ
課
税
ス
ル
コ
ト
ニ
相
成
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
又
個
人

財
産
増
加
税
及
法
人
戦
時
利
得
税
ノ
課
税
時
点
ノ
終
期
ハ
、
此
ノ
調
査

時
期
ニ
依
ル
コ
ト
ニ
相
成
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

455 IV 

預
入
令
ノ
特
例
ノ
件
ノ
制
定
ヲ
仰
ガ
ン
ト
決
意
致
シ
タ
次
第
デ
ア
リ
マ

ス。
尚
別
ニ
説
明
致
シ
マ
ス
ル
如
ク
此
ノ
際
追
テ
制
定
セ
ラ
ル
ベ
キ
財
産

税
法
案
等
ノ
調
査
時
期
ヲ
右
ノ
三
勅
令
ノ
e
藷
ニ
即
応
シ
テ
確
定
シ
当

該
時
期
ニ
於
ケ
ル
個
人
及
法
人
ノ
財
産
等
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
タ

イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

次
ニ
右
三
勅
令
ノ
主
ナ
ル
点
ニ
付
テ
説
明
致
シ
マ
ス
。

(
以
下
略
)

書

込

※

1
一
二
・
二
・
一
四
渋
沢
大
臣
内
奏

注
ガ
リ
版
刷
。

e

ゐ

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六

l
三
|
三
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w
l
M
臨
時
財
産
調
査
令
制
定
ニ
関
ス
ル
件
(
枢
密
院
提
出
資

料
)

臨
時
財
産
調
査
令
制
定
ニ
関
ス
ル
件

一
、
制
定
ノ
趣
旨

政
府
ハ
戦
時
利
得
ヲ
排
除
ス
ル
ト
共
ニ
戦
後
財
政
ノ
確
定
ヲ
図
リ
、
悪

性
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
防
止
シ
テ
国
民
経
済
ノ
安
定
ニ
資
ス
ル
等
ノ

為
、
財
産
税
、
個
人
財
産
増
加
税
及
法
人
戦
時
利
得
税
ヲ
創
設
セ
ン
ト

シ
、
目
下
準
備
ヲ
急
イ
デ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
生
法
律
案
ノ

草
案
ハ
連
合
国
軍
書
同
司
令
部
ノ
指
示
ニ
基
キ
其
ノ
承
認
ヲ
求
ム
ル
為

昨
年
十
二
月
三
十
一
日
同
司
令
部
ニ
提
出
セ
ラ
レ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ

マス。
次
ニ
本
令
ハ
調
査
ス
ベ
キ
事
項
ヲ
定
メ
テ
居
リ
マ
ス
。
其
ノ
一
ハ
預
金
、

貯
金
又
ハ
有
価
証
券
等
ヲ
預
貯
金
者
又
ハ
有
価
証
券
ノ
所
有
者
等
ヨ
リ

申
告
セ
シ
メ
、
生
命
保
険
、
信
託
又
ハ
無
尽
等
ノ
契
約
関
係
ヲ
契
約
者

等
ヨ
リ
申
告
セ
シ
メ
、
其
ノ
外
特
別
ノ
場
合
ニ
於
テ
日
本
銀
行
券
ノ
旧

券
在
高
ヲ
其
ノ
所
有
者
ヨ
リ
申
告
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ

テ
、
以
上
ハ
個
人
及
法
人
ヲ
通
シ
テ
申
告
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

其
ノ
二
ハ
一
般
ノ
法
人
ヲ
シ
テ
調
査
時
期
ヲ
現
在
ト
ス
ル
打
切
決
算
ヲ

行
ハ
シ
メ
財
産
目
録
其
ノ
他
ノ
書
類
ヲ
作
成
シ
テ
政
府
ニ
提
出
セ
シ
メ

ン
ト
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
其
ノ
三
ハ
物
品
販
売
業
、
製
造
業
惜
芳
特

定
ノ
事
業
ヲ
行
フ
個
人
ヲ
シ
テ
調
査
時
期
ニ
於
テ
有
ス
ル
特
定
ノ
動
産

及
債
権
債
務
ニ
関
シ
テ
申
告
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

次
ニ
本
令
ハ
申
告
ニ
関
ス
ル
特
別
ノ
手
続
ヲ
定
メ
テ
居
リ
マ
ス
。
即
チ

預
貯
金
、
有
価
証
券
、
各
種
契
約
等
ニ
関
ス
ル
申
告
ノ
場
合
ニ
於
キ
マ

シ
テ
ハ
、
郵
便
局
銀
行
其
ノ
他
ノ
金
融
機
関
ニ
於
テ
申
告
受
理
ノ
事

務
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
ト
シ
、
申
告
者
ハ
申
告
書
ト
共
ニ
預
金
通
帳
、
預
金

証
書
、
国
債
証
券
、
株
券
等
申
告
書
ニ
記
載
セ
ラ
レ
テ
居
ル
有
価
証
券

其
ノ
他
財
産
又
ハ
契
約
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
金
融
機
関
ニ
持
参
ス
ル
コ
ト

ト
致
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
ー

金
融
機
関
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
申
告
書
ト
通
帳
、
証
券
等
ヲ
対
照
シ
申
告

書
ノ
記
載
事
項
方
正
当
デ
ア
ル
コ
ト
ヲ
確
認
致
シ
マ
シ
タ
ト
キ
ハ
、
大

蔵
省
ヨ
リ
発
行
ス
ル
申
告
済
証
紙
ヲ
通
帳
、
証
差
寸
ニ
貼
付
ケ
之
ニ
金

融
機
関
等
ノ
印
章
ヲ
以
テ
契
印
シ
テ
返
還
ス
ル
コ
ト
ニ
致
シ
テ
居
ル
ノ

デ
ア
リ
マ
ス
。
又
預
金
者
其
ノ
他
ノ
財
産
権
者
ノ
住
所
又
ハ
氏
名
等
ノ



、
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正
確
ナ
ル
コ
ト
ヲ
期
ス
ル
為
、
申
告
ニ
際
シ
マ
シ
テ
ハ
米
穀
通
帳
等
ヲ

持
参
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
致
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
若
シ
比
ノ
申
告

ノ
手
続
ノ
行
ハ
レ
ナ
カ
ツ
タ
場
合
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
預
貯
金
ノ
払
戻
、

公
社
債
ノ
償
還
、
登
山
ノ
配
当
等
ヲ
停
止
シ
、
追
テ
法
律
ノ
定
ム
ル
所

ニ
依
リ
此
等
ノ
権
利
ヲ
国
庫
ニ
帰
属
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ

ス。次
ハ
法
人
ノ
打
切
決
算
ニ
関
ス
ル
提
出
書
類
又
ハ
個
人
ノ
動
産
等
ニ
関

ス
ル
申
告
ノ
内
容
ニ
付
、
其
ノ
当
否
ヲ
確
認
ス
ル
為
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
、

税
務
署
長
又
ハ
其
ノ
代
理
官
ニ
質
問
及
検
査
ノ
権
能
ヲ
付
与
セ
ン
ト
ス

ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

最
後
ハ
罰
則
ニ
関
ス
ル
規
定
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
本
令
ノ
財
堅
調
査
ノ
的

確
正
当
ヲ
期
ス
ル
為
、
従
来
ノ
罰
則
ニ
比
シ
相
当
厳
重
ナ
ル
罰
則
ヲ
設

ケ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

注
ガ
リ
版
刷
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
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三
|
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w
lお

臨
時
財
産
調
査
令
想
定
問
答
(
対
枢
密
院
)

問
、
本
令
ヲ
緊
急
勅
令
ヲ
以
テ
世
界
施
セ
ン
ト
ス
ル
理
由
如
何

答
、
財
産
税
法
等
三
新
税
法
案
ハ
昭
和
二
十
年
十
一
月
二
十
四
日
付
ノ
戦

時
利
得
ノ
排
除
及
国
家
財
政
ノ
再
建
ニ
関
ス
ル
連
A
旦
阜
害
同
司
令
部
ノ

覚
書
ニ
依
リ
総
選
挙
後
ノ
最
初
ノ
議
会
ニ
提
出
ス
ル
コ
ト
ト
相
成
り
居

ル
処
総
選
挙
及
其
ノ
後
ノ
特
別
議
会
ガ
当
初
ノ
予
定
ヨ
リ
相
当
遅
延
シ
、

財
産
税
等
ノ
調
査
時
期
ガ
未
ダ
決
定
セ
ザ
ル
為
、
調
査
時
期
前
ニ
財
産

緊急措置の法令化過程(2)

面
ニ
於
テ
余
剰
資
金
ノ
吸
収
及
封
鎖
ヲ
行
フ
ト
共
ニ
臨
時
財
産
調
査

令
ニ
依
リ
財
産
税
等
ノ
調
査
時
期
ヲ
確
定
シ
且
所
要
ノ
調
査
ヲ
実
施

シ
置
ク
ニ
於
テ
ハ
、
総
選
挙
及
其
ノ
後
ノ
特
別
議
会
ノ
延
引
ニ
因
リ

財
産
税
法
等
ノ
軍
施
ガ
遅
延
シ
居
ル
コ
ト
ヨ
リ
生
ズ
ル
間
隙
ハ
十
分

之
ヲ
補
填
シ
得
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル

依
テ
此
ノ
際
財
産
税
等
三
新
税
法
案
ヲ
緊
急
勅
令
ニ
依
リ
申
議
ス
ル
コ

ト
ハ
適
当
ニ
非
ラ
ズ
ト
思
料
ス

問
、
本
令
ハ
「
ポ
ツ
ダ
ム
」
勅
令
ト
為
ス
ベ
キ
ニ
非
ズ
ヤ

答
、
本
令
ハ
日
銀
券
引
換
及
金
融
緊
急
措
置
令
ト
並
行
シ
テ
当
面
緊
急
ノ

要
請
ニ
基
キ
早
急
ニ
財
産
税
等
ノ
調
査
時
点
ヲ
画
シ
民
心
ノ
安
定
ヲ
期

ス
ル
ト
共
ニ
此
ノ
際
必
要
ナ
ル
調
査

Z蕗
シ
以
テ
財
産
税
等
薪
税
ノ

創
設
及
確
保
ニ
資
ス
ル
為
特
ニ
制
定
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
本
令

ヲ
「
ポ
ツ
ダ
ム
」
勅
令
ニ
依
リ
室
。
地
ス
ル
コ
ト
ハ
連
合
軍
最
高
司
令
部

ノ
指
令
ノ
文
面
ニ
照
シ
多
少
疑
義
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
政
府
ノ
財
産
税
等

立
案
ニ
対
ス
ル
自
主
的
立
場
ガ
会
燕
没
却
セ
ラ
レ
国
民
ニ
与
フ
ル
感
山
内
見

ニ
於
テ
モ
面
白
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
思
料
セ
ラ
ル
ル
ヲ
以
テ
、
本
令

ハ
財
産
税
法
ノ
一
部
ヲ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
憲
法
第
八
条
ノ
緊
急
勅

令
ニ
依
ル
ヲ
適
当
ナ
リ
ト
思
料
ス

問
、
本
令
ト
財
産
税
法
等
ト
ノ
関
係
如
何

答
、
本
令
ハ
財
産
税
等
新
税
ノ
創
設
及
確
保
ニ
資
ス
ル
為
財
産
税
法
等
ノ

調
査
時
期
ヲ
確
定
シ
当
該
時
期
ニ
於
ケ
ル
個
人
及
法
人
ノ
財
産
ヲ
調
査

ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
緊
急
勅
令
ニ
シ
テ
財
産
税
法
ノ
規
定
ノ
中
金

銭
的
財
産
ノ
申
告
及
其
ノ
確
認
、
法
人
ノ
打
切
り
決
算
ニ
依
ル
財
産
目
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ヲ
隠
匿
シ
又
ハ
金
銭
ヲ
物
一
一
変
換
セ
ン
ト
ス
ル
傾
向
ガ
相
当
旺
盛
ニ
見

受
ケ
ラ
レ
ル
ト
共
ニ
財
産
税
等
ノ
課
税
ニ
因
テ
調
査
時
期
前
ニ
努
力
シ

テ
財
産
ノ
増
加
ヲ
図
ル
モ
益
ナ
シ
ト
ス
ル
風
潮
ハ
、
怠
業
的
気
風
ヲ
増

長
シ
、
現
下
緊
要
ナ
ル
生
産
ニ
著
シ
キ
障
害
ト
ナ
リ
居
リ
、
此
等
ガ
相

侯
ツ
テ
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ノ
充
進
ニ
刺
戟
ヲ
与
へ
居
ル
コ
ト
ハ
具
逃

シ
得
ザ
ル
処
ナ
リ
、
因
テ
此
ノ
際
早
急
ニ
財
産
税
等
ノ
詞
査
時
点
ヲ
画

シ
民
心
ノ
安
定
ヲ
図
ル
為
金
融
緊
急
措
置
令
等
ノ
実
施
ニ
即
応
シ
テ
緊

急
勅
令
ニ
依
ル
臨
時
財
産
調
査
令
ヲ
制
定
シ
財
産
税
法
等
ノ
調
査
時
期

ヲ
確
定
ス
ル
ト
共
ニ
当
該
時
期
ニ
於
ケ
ル
個
人
及
法
人
ノ
財
産
ヲ
調
査

シ
以
テ
財
産
税
等
新
税
ノ
創
設
及
確
保
ニ
資
セ
ン
ト
ス
ル
次
第
ナ
リ

問
-
財
産
税
等
三
新
税
法
案
ハ
早
急
三
藷
ス
ル
ノ
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
モ

之
ヲ
緊
急
勅
令
ニ
依
リ
密
議
ス
ル
意
思
ナ
キ
ヤ

答
-
現
下
ノ
諸
情
勢
ニ
鑑
ミ
レ
パ
財
産
税
等
三
新
税
ハ
早
急
ニ
之

Z議

ス
ル
ニ
非
ザ
レ
パ
其
ノ
実
効
ヲ
期
シ
難
キ
コ
ト
ハ
御
説
ノ
通
リ
ナ
ル
モ
、

付

ω一
般
ニ
税
法
ハ
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
テ
之
ヲ
制
定
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト

思
料
セ
ラ
ル
ル
処
、
特
ニ
今
回
ノ
財
産
税
等
ノ
如
キ
画
期
的
ナ
租
税

ハ
斐
五
ノ
協
賛
ヲ
経
テ
国
民
全
体
ノ
総
意
ニ
依
リ
之

Z議
ス
ル
ニ

非
ザ
レ
パ
実
効
ヲ
期
シ
難
シ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
制
連
合
軍

書
同
司
令
部
ノ
覚
書
ニ
モ
其
ノ
法
律
案
ヲ
本
年
ノ
最
初
ニ
開
カ
ル
ベ

キ
議
会
ニ
提
出
ス
ベ
キ
旨
品
担
令
ア
リ
付
憲
法
第
七
十
条
ト
ノ
関
係
等

ニ
顧
ミ
財
産
税
雪
薪
税
ヲ
緊
急
勅
令
ニ
依
リ
世
界
施
シ
得
ル
ヤ
否
ヤ

ニ
付
テ
ハ
室
思
法
上
モ
疑
義
ア
リ

。
日
銀
券
引
換
ニ
関
ス
ル
緊
急
勅
令
及
金
融
緊
急
措
置
令
ニ
依
リ
一

録
其
ノ
他
ノ
書
類
ノ
提
出
、
特
定
ノ
事
業
ニ
関
ス
ル
動
産
等
ノ
申
告
、

質
問
、
検
査
及
罰
則
等
ヲ
其
ノ
内
容
ト
シ
実
質
上
財
産
税
法
ノ
一
部
ヲ

成
ス
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ズ
市
シ
テ
本
令
ニ
依
リ
確
定
セ
ラ
ル
ル
調
査
時
期

ハ
独
リ
本
令
調
査
ノ
対
象
タ
ル
財
産
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
広
ク
財
産
税
法
等
ノ

総
テ
ノ
財
産
ノ
調
査
時
期
ト
ナ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
個
人
財
産
増
加
税

及
法
人
戦
時
利
得
税
ノ
課
税
上
終
期
モ
亦
本
調
査
時
期
ト
合
致
ス
ベ
キ

モ
ノ
ト
考
へ
ラ
ル

i

問
-
特
定
ノ
財
産
ニ
付
今
回
調
査
セ
ン
ト
ス
ル
理
由
如
何

答
、
本
令
ガ
今
回
調
査
セ
ン
ト
ス
ル
範
囲
ハ
現
金
、
預
貯
金
及
有
価
証
券

等
日
銀
券
引
換
ニ
関
ス
ル
緊
急
勅
令
及
金
融
緊
急
措
置
令
ノ
実
施
ノ
機

会
ニ
是
非
共
調
査
確
認
ヲ
為
ス
ヲ
必
要
又
ハ
適
当
ト
ス
ル
モ
ノ
及
特
定

ノ
事
業
ヲ
行
フ
個
人
ガ
其
ノ
事
業
ニ
関
シ
テ
有
ス
ル
商
品
、
原
料
品
等

ノ
如
ク
流
通
性
強
ク
雨
後
申
告
セ
シ
ム
ル
ヲ
適
当
ト
セ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
限

定
セ
ラ
レ
居
リ
、
此
等
ハ
移
動
性
多
ク
此
際
調
査
確
認
ス
ル
ニ
非
ザ
レ

パ
後
日
財
産
状
態
ノ
確
認
ガ
殆
ド
不
可
能
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
本
令
ニ
依
リ

今
回
調
査
セ
ン
ト
ス
ル
次
第
ナ
リ
、
不
動
産
等
其
ノ
他
ノ
財
産
ニ
付
テ

ハ
財
産
税
法
主
寵
後
三
般
申
告
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
モ
敢
テ
弊
害
ナ
キ

モ
ノ
ト
認
メ
之
ヲ
本
令
ヨ
リ
除
外
シ
タ
リ
、
消
費
者
ノ
買
溜
品
ノ
如
キ

ハ
多
少
ノ
問
題
存
ス
ル
モ
其
ノ
性
質
等
ニ
鑑
ミ
本
令
ニ
依
リ
調
査
ス
ル

ハ
適
当
ナ
ラ
ズ
ト
認
メ
之
亦
除
外
シ
タ
リ

問
、
本
令
第
九
条
ニ
依
リ
私
権
ヲ
制
限
ス
ル
等
ノ
措
置
ヲ
講
ゼ
ン
ト
ス
ル

理
由
如
何

答
、
今
回
制
定
セ
ン
ト
ス
ル
財
産
税
等
公
害
同
税
率
十
割
ニ
至
ル
高
率
ノ
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課
税
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
財
産
ノ
調
査
確
認
ニ
付
完
壁
ヲ
図

ル
ノ
要
ア
ル
ヲ
以
テ
本
令
ハ
預
貯
金
、
有
価
証
券
等
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
申

告
ヲ
命
ジ
若
シ
申
告
ヲ
為
サ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
此
等
ノ
財
産
ノ
効
力

ヲ
制
限
ス
ル
等
ノ
措
置
ヲ
講
ジ
全
額
財
産
税
等
ノ
課
税
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト

同
様
ノ
効
果
ヲ
明
ニ
シ
タ
ル
次
第
ナ
リ

問
、
皇
室
財
産
ニ
対
ス
ル
財
産
税
等
課
税
ニ
関
ス
ル
経
過

答
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
二
十
四
日
付
ノ
戦
時
利
得
ノ
排
除
及
国
家
財
政

ノ
再
建
ニ
関
ス
ル
連
合
軍
最
高
司
令
部
ノ
覚
書
ニ
依
リ
皇
室
財
産
モ
財

産
税
等
課
税
ノ
除
外
ト
ナ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ザ
ル
旨
明
示
セ
ラ
レ
タ
リ
、

大
蔵
省
ニ
於
テ
ハ
比
ノ
以
前
ヨ
リ
皇
室
財
産
ニ
対
ス
ル
課
税
ノ
外
国
ノ

立
法
側
及
課
税
ス
ル
場
合
ノ
法
律
上
ノ
措
置
等
ニ
付
研
究
ヲ
進
メ
ツ
ツ

ア
リ
シ
ガ
右
ノ
覚
書
ニ
基
キ
宮
内
省
当
局
ト
モ
十
分
連
絡
ヲ
保
チ
ツ
ツ

皇
室
財
産
ニ
課
税
ス
ル
法
律
上
ノ
措
置
等
ニ
付
協
議
ヲ
重
ネ
、
旧
臨
財

産
税
等
ノ
草
案
ヲ
連
A
S阜
最
高
司
令
部
ニ
提
出
シ
タ
ル
際
皇
室
財
産
ニ

対
ス
ル
課
税
ノ
件
ニ
関
シ
別
途
措
置
ヲ
講
ジ
ツ
ツ
ア
ル
旨
付
記
シ
タ
ル

次
第
ナ
リ
、
其
ノ
後
モ
宮
内
省
当
局
ト
緊
密
ニ
連
絡
ヲ
採
リ
ツ
ツ
ア
リ
、

今
回
ノ
臨
時
財
産
調
査
令
ニ
付
テ
モ
既
ニ
打
合
ヲ
了
セ
ル
次
第
ナ
リ

注
ガ
リ
版
刷
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六

l
三
l
三。

資

W
ー
お
金
融
緊
急
措
置
関
係
枢
密
院
関
係
資
料
目
次
(
昭
和

一
=
年
二
月
文
書
課
)

昭
和
二
十
一
年
二
月

十
三
、
昭
和
十
一
年
度
以
降
政
府
資
金
収
支
額
調

十
四
、
昭
和
十
七
年
度
以
降
国
民
所
得
並
同
財
政
、
産
業
、
消
費
配
分
額

調

十
五
、
昭
和
二
十
一
年
ヨ
リ
昭
和
二
十
五
年
度
迄
ノ
国
思
附
得
予
測
試
算

十
六
、
昭
和
二
十
一
年
度
標
準
世
帯
最
低
生
活
費
試
算

注
タ
イ
プ
打
ち
。

出
所
大
蔵
省
資
料

Z
五
二
六
|
三

l
三。

IV 
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昭
和
二
一
年
一
月
一
六
日
日
程
等

/ 

一
一
月
一
六
日

ω日
程

付

枢

密

院

関

係

‘

一
、
精
査
委
員
会
:
:
:
午
前
十
時
(

二
、
本
会
議
:
:
:
午
後
O
時
四
十
分
(
大
臣
、
次
官
、

ω
各
省
総
務
局
長
、
会
計
課
長
等
ニ
対
ス
ル
説
明
会

午
後
二
時
(
が
勧
銀
二
階
二
号
室
)

て
次
官
挨
拶

二
、
説
明
(
文
書
課
長
)

三
、
質
疑
応
答

(
大
蔵
省
各
部
局
長
モ
出
席
ス
ル
コ
ト
)

白
金
融
機
関
ニ
対
ス
ル
説
明
会

午
後
四
時
(
於
日
本
銀
行
)

一
、
次
官
挨
拶

二
、
説
明
(
銀
行
課
長
)

緊急措置の法令化過程(2)459 IV 

金
融
緊
急
措
置
枢
密
院
関
係
資
料

大
臣
官
房
文
書
課

目

次

一
、
昭
和
九
年
度
以
降
一
般
会
計
歳
出
予
算
重
要
経
費
別
調

二
、
昭
和
二
十
一
年
度
予
算
調
整
見
込
額
表

三
、
昭
和
六
年
末
以
降
年
別
及
昭
和
二
十
年
以
降
月
別
日
本
銀
行
券
発
行

高

一

調

，

・

四、
lil--n

銀
行
、
王
要
勘
定
調

付
特
別
銀
行
(
除
日
本
銀
行
)

∞
普
通
銀
行
』

同
貯
蓄
銀
行

側

合

計

五
、
昭
和
六
年
末
以
降
年
別
及
昭
和
二
十
年
以
降
月
別
会
国
信
託
会
社
信

託
主
要
勘
定
調

六
、
昭
和
六
年
末
以
降
預
金
部
状
況
(
原
資
及
運
用
)
-
調

七
、
昭
和
二
十
年
度
預
金
部
資
金
運
用
計
画

八
、
昭
和
六
年
末
以
降
年
別
及
昭
和
二
十
年
以
降
月
別
農
林
中
央
金
庫
主

要
勘
定
調

九
、
昭
和
六
年
末
以
降
温
府
県
農
業
会
主
要
勘
定
調

十
、
昭
和
六
年
末
以
降
市
町
村
農
業
会
主
面
高
定
調

十
一
、
昭
和
六
年
末
以
降
年
別
及
昭
和
二
十
年
以
降
月
別
会
国
無
尽
会
社

主
要
勘
定
調

十
二
、
昭
和
六
年
度
以
降
新
規
公
債
発
行
額
調

11 

戦
後
通
貨
物
価
対
策
委
貝
会

午
後
三
時
(
が
勧
銀
五
階
大
蔵
省
会
議
室
)

一
、
大
臣

回

発

表

関

係

・

一
、
大
臣
放
送
用
音
盤
吹
込
(
午
後
三
時
於
放
送
会
館
)
(
実
際
ノ
放

送
ハ
十
七
日
午
後
時
)

二
、
新
開
発
表

1
、
内
示
(
午
前
十
時
)

2
、
大
臣
ノ
会
見

付
其
ノ
他

一
、
省
令
、
告
示
ヲ
十
七
日
官
報
ニ
掲
載
方
手
配
ス
ル
コ
ト

二
、
内
務
次
官
-
地
方
長
{
民
日
銀
総
裁
宛
通
牒
ヲ
発
ス
ル
コ
ト

三
、
財
務
局
長
宛
通
牒
ヲ
発
ス
ル
コ
ト

四
、
熊
本
財
務
局
ニ
対
シ
伝
書
使
派
遣
ノ
コ
ト

五
、
，
証
紙
見
本
ヲ
枢
密
院
へ
持
参
ス
ル
コ
ト

六
、
勅
令
案
説
明
要
旨
ヲ
枢
密
院
へ
届
ケ
ル
コ
ト

七
、
日
本
銀
行
券
預
入
令
(
修
正
分
)
ヲ
枢
密
院
へ
届
ケ
ル
コ
ト

八、

p

九、十、十
一
、

。
発
表
用
ト
シ
テ
用
意
ス
ベ
キ
印
刷
物

一
、
大
蔵
大
臣
談

(四)
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ニ
ベ
金
融
緊
急
措
置
令
関
係

ー
、
勅
令

2
、
省
令

3
、
告
示

4
、
要
領

三
、
日
本
銀
行
券
預
入
令
関
係

ー
、
勅
令

2
、
省
令

3
、
告
示

4
、
要
領

四
一
臨
時
財
産
調
査
令
関
係

ー
、
勅
令

2
、
省
令

3
、
告
示

4
、
要
領

五
、
物
価
関
係

資

農
林
省
総
務
局
長
会
計
課
長

商
工
省
商
務
局
長
会
計
課
長

司
法
省
刑
事
局
長
会
計
課
長

文
部
省
会
計
課
長

外
務
省
政
務
局
長
会
計
課
長

厚
生
省
吉
武
局
長
会
計
課
長

運
輸
省
官
房
長
会
計
課
長

第
一
復
員
省
経
理
局
長

第
二
復
員
省
経
理
局
長

逓
信
院
総
務
局
長
貯
金
保
険
局
長
及
関
係
課
長

(
大
蔵
省
各
部
局
長
宣
房
長
及
官
房
各
課
長
)

注
ガ
リ
版
刷
。
厚
生
省
吉
武
局
長
は
労
政
局
長
。

出
所
大
蔵
省
資
料
Z
五
二
六
1
三
!
三
。

各
省
総
務
局
長
等
ニ
対
ス
ル
金
融
緊
急
措
置
ニ
関
ス
ル
説
明
会

一
、
日
時
二
月
十
六
日

ω午
後
二
時

一
、
場
所
が
勧
銀
二
階
二
号
室

一
、
出
席
者

内
閣
会
計
課
長
要
議
室
橋
井
参
事
官

内
務
省
地
方
局
長
警
保
局
長
会
計
課
長

V 

緊

急

措

置

の

発

動

過

程


